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ⅡⅡ．環境配慮契約法の概要

ⅢⅢ．電気の供給を受ける契約に関する
基本的事項の改定

本資料の内容 

ⅣⅣ．その他の契約類型
（既存の契約類型の内容について、問い合わせの多い箇所
や実務に当たっての留意点を中心に）

1 

ⅠⅠ．気候変動の現状等

環境配慮契約法の概要及び 
基本方針・解説資料のポイント 

環境省大臣官房環境経済課

令和7年度環境配慮契約法基本方針説明会資料 
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全球大気平均CO2濃度 

地球全体の月平均CO2濃度は年々上昇しており、 
平成27（2015）年12月に400ppmを超過（直近2.5ppm/年の増加） 

2025年10月の平均 423.4ppm 
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ⅠⅠ．気候変動の現状等 
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日本の季節（冬・夏）平均気温の経年変化 

資料：気象庁ホームページ「気温・降水量の長期変化傾向」より作成 

日本の冬（前年12～2月）と夏（6～8月）の季節の気温は、2025年において、 
 冬の平均気温は平均気温の基準値からの偏差は-0.07℃でほぼ平年並み。冬の平均気温
は、変動を繰り返しながら上昇しており、長期的には100年当たり1.23℃の割合で上昇 

 夏の平均気温は1898年の統計開始以降2024年を上回り最も高い値（偏差+2.36℃、
1.38℃/100年）。特に直近３年は極めて高い値（2023年、24年の偏差+1.76℃） 

5 

日日本本のの冬冬季季平平均均気気温温偏偏差差のの経経年年変変化化 日日本本のの夏夏季季平平均均気気温温偏偏差差のの経経年年変変化化 

注：各年の年平均気温の基準値（1991年～2020年の30年平均値）からの偏差を示している。 

世界と日本の気温の長期変化傾向 

資料：気象庁ホームページ「気温・降水量の長期変化傾向」より作成 

世界と日本の気温はともに上昇傾向にあり、2025年において、 
 世界の平均気温は1891年の統計開始以降2024年、2023年に次いで3番目に高い値
（偏差+0.48℃、0.79℃/100年）。2016年から10年間で上位9番目までを占有 

 日本の平均気温は1898年の統計開始以降2024年、2023年に次いで3番目に高い値
（偏差+1.23℃、1.44℃/100年）。特に2023年以降は偏差が+1℃を上回る 

4 

世世界界のの年年平平均均気気温温偏偏差差のの経経年年変変化化 日日本本のの年年平平均均気気温温偏偏差差のの経経年年変変化化 

注１：世界の2025年の平均気温は1月～11月の期間から算出した速報値による（日本は確報値）。 
注２：各年の年平均気温の基準値（1991年～2020年の30年平均値）からの偏差を示している。 
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我が国の温室効果ガス排出量の推移と目標 

資資料料：：「「日日本本のの温温室室効効果果ガガスス排排出出量量デデーータタ（（1990～～2023年年度度確確報報値値））」」「「地地球球温温暖暖化化対対策策計計画画」」ななどどにによよりり作作成成 

排出量
（億トン 換算）

年度
年度比
減

億トン

年度

億トン

年度

億トン
年度

億トン

2050年年 
カカーーボボンン
ニニュューートトララルル

累積排出量を
より小さくしながら
脱炭素社会を目指す
【カーボンバジェット】

さらに、 ％の高みに向け、
挑戦を続けていく。
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年度
同 減

億トン 年度
同 減

億トン

日本の大雨の発生頻度と熱帯夜 

資料：気象庁ホームページ「大雨や猛暑日など（極端現象）のこれまでの変化」より作成 

 1時間降水量50mm以上の短時間強雨の年間発生回数は、 
1976年～1985年の10年平均値が226回に対して、 
2015年～2024年の10年平均値が334回と1.48倍に増加 

 1910年～2024年における日最低気温25℃℃以上（熱帯夜）の年間日数は大
幅に増加。熱帯夜は100年当たり19.4日の増加（2025年は45.5日） 

1時時間間降降水水量量50mm以以上上のの年年間間発発生生回回数数のの 
経経年年変変化化（（アアメメダダスス1,300地地点点当当たたりり）） 

日日最最低低気気温温25℃℃以以上上（（熱熱帯帯夜夜））のの年年間間日日数数
のの経経年年変変化化 
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ⅡⅡ．環境配慮契約法の概要 
環境配慮契約法（平成19年法律第56号）： 
  国等における温室効果ガス等の排出の削減に 
  配慮した契約の推進に関する法律 
  （平成19年5月23日公布、11月22日施行） 

9 

【参考】地球温暖化対策計画（令和7年2月） 
 地地球球温温暖暖化化対対策策計計画画ににおおけけるる温温室室効効果果ガガスス排排出出量量・・吸吸収収量量のの目目標標  
「2050年カーボンニュートラル」宣言、2030年度に2013年度比46%削減（さ
らに50%の高みを目指す）、2035年度60%削減、2040年度73%削減 
 我が国は2030年目標と2050年ネット・ゼロを結ぶ直線的経路を弛まず着実に進んでいく 
 中長期的な予見可能性を高め、脱炭素と経済成長の同時実現に向け、GX投資を加速していく 

温室効果ガス排出量・吸収量 2013実績 2030年度目標・目安 2040年度目標・目安 

（単位：百万t-CO2） 1,407 760（▲46%） 380（▲73%） 
エネルギー起源CO2 1,235 677（▲45%） 360-370（▲70-71%） 

部
門
別 

産業 463 289（▲38%） 180-200（▲57-61%） 

業務その他 235 115（▲51%） 40-50（▲79-83%） 
家庭 209 71（▲66%） 40-60（▲71-81%） 

運輸 224 146（▲35%） 40-80（▲64-82%） 

エネルギー転換 106 56（▲47%） 10-20（▲81-91%） 
非エネルギー起源CO2、CH4、N2O 135 116（▲14%） 98（▲27%） 

HFC等4ガス（フロン類） 37 21（▲44%） 11（▲72%） 

吸収源 － ▲48 ▲84 

二国間クレジット制度（JCM） 
官民連携で2030年度までの累積で1億t-CO2程度、2040年度までの累積で2億t-CO2程度
の国際的な排出削減・吸収量を目指す。我が国として獲得したクレジットを我が国のNDC達成の
ために適切にカウントする。 
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環境配慮契約法の概要② 

国及び独立行政法人等

責務 
（法第３条） 

 省エネ努力（エネルギーの合理的かつ適切な使用等） 
消費者（需要家）の取組による使用量の削減 

 環境配慮契約の推進 
供給サイドへの働きかけ 

「基本方針」の策定（法第５条） 
環境配慮契約の推進に関する基本的事項等 

各省各庁の長等及び独立行政法人等の長は、 
基本方針に従い、環境配慮契約の推進に必要な措置
を講ずるよう努めなければならない（法第６条） 
環境配慮契約の締結実績の概要を取りまとめ、公表
するとともに、環境大臣に通知（法第８条） 

◇電気の供給を受ける契約 
◇自動車の購入・賃貸借に係る契約 
◇船舶の調達に係る契約 
◇建築物に係る契約（設計、維持管 
理、改修（ESCO事業／その他の 
省エネ改修事業）） 

◇産業廃棄物の処理に係る契約 

環境大臣が 
各大臣等に 
必要な要請 
（法第９条） 

p.233～ 

11 

環境配慮契約法の概要① 

国や地方公共団体等の公共機関が契約を結ぶ場合に、 
一定の競争性を確保しつつ、 
価格に加えて環境性能を含めて評価して、 
最善の環境性能を有する製品・サービスを供給する者
を契約相手とする 

仕組みを制度的につくる 

 国等による環境負荷（温室効果ガス等の排出）の削減 
 環境負荷の少ない持続可能な社会の構築 

ねらい 基本方針関連資料 
の該当頁 

p.233～ 
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責務 
（法第４条） 

 省エネ努力（エネルギーの合理的かつ適切な使用等） 
消費者（需要家）の取組による使用量の削減 

 環境配慮契約の推進 
供給サイドへの働きかけ 

 
 

環境配慮契約法の概要③ 

地方公共団体等

環境配慮契約の推進（法第11条） 
環境配慮契約の推進に関する方針の作成（第１項） 

契約方針は、グリーン購入法に基づく年度ごとの調達方針や基本方針
に含めることが可能（かつ合理的） 

契約方針には、環境配慮契約の種類について定める（第２項） 
法律上で記載が求められる事項は契約の種類。基本方針（電力・自動
車・船舶・建築物（（設計、維持管理、改修（ESCO事業／その他の省
エネ改修事業）・産業廃棄物）以外の種類を独自に規定可能 

契約方針に基づく必要な措置（第３項） 
環境配慮契約の締結実績の概要を取りまとめ、公表（第４項） 

地方公共団体等：地方公共団体及び地方独立行政法人 

p.233～ 
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国及び独立行政法人等【法による義務付け対象】 

国：各各府府省省庁庁（（地地方方支支分分部部局局をを含含むむ））、、 
      国国会会、、各各裁裁判判所所等等 

独立行政法人等（法第2条第3項）： 
◇◇ 独独立立行行政政法法人人、、特特殊殊法法人人 

独立行政法人・特殊法人のうち、資本金または運営費について
国の関与が深い法人であって、政令で定めるもの

◇◇ 国国立立大大学学法法人人、、大大学学共共同同利利用用機機関関法法人人、、 
   日日本本司司法法支支援援セセンンタターー 

それぞれの設立根拠法令において、独立行政法人とみなす規定
を置き、国の機関と同様の義務を課している

（（国国等等ににおおけけるる温温室室効効果果ガガスス等等のの排排出出のの削削減減にに配配慮慮ししたた契契約約のの推推進進にに関関
すするる法法律律第第２２条条第第３３項項のの法法人人をを定定めめるる政政令令）） 
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ⅢⅢ．電気の供給を受ける契約に 
関する基本的事項の改定 

15 

グリーン購入法と環境配慮契約法の比較 

項目 グリーン購入法 環境配慮契約法 

性格 
製品・サービスの環境性能を規定 契約類型ごとに総合評価落札方式、プ

ロポーザル方式など推奨する入札・契約
方式等を規定 

趣旨 一定水準の環境性能を満たす製品・サ
ービスを調達 

製品・サービスを調達する上で、価格に
加えて環境性能を総合的に評価 

基本方針の 
対象品目・ 
契 約 類 型 

紙類、文具類、オフィス家具等、画像機
器等、電子計算機等、家電製品、エア
コンディショナー等、照明、自動車等、設
備、公共工事、役務など22分野291
品目（令和8年2月） 

電力の調達、自動車の購入及び賃貸
借、船舶の調達、建築物（設計、維持
管理及び改修（ESCO事業・その他の
省エネ改修事業））及び産業廃棄物
処理の8類型 

内容など 

• 環境物品等の対象品目（特定調達
品目）ごとの判断の基準等を定めた
基本方針を閣議決定 

• 国及び独立行政法人等は基本方針
に則して、毎年度、調達方針を作成 

• 国及び独立行政法人等は調達方針
に基づき環境物品等を調達し、調達
実績を公表 

• 契約類型ごとの基本的事項等を定め
た基本方針を閣議決定 

• 国及び独立行政法人等は基本方針
に基づき環境配慮契約を実施し、毎
年度、契約実績を公表 

14 
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基本方針の改定について 

電気の供給を受ける契約に関する基本的事項の改定

基本方針の改定（裾切り方式から総合評価落札方式への移行） 
現時点において、電気の供給を受ける契約に関する基本的事項については、現
行の裾切り方式から総合評価落札方式への移行に向けた手続が進められてい
るところ。総合評価落札方式の具体的内容については基本方針の改定（令和
8年3月中旬頃）を受けて最終的なとりまとめを行う予定である 
令和8年度は、令和9年度からの総合評価落札方式の本格導入に向けた移
行期間として位置づけられる。具体的には、準備が整った国の機関や独立行政
法人等において総合評価落札方式の先行的な導入を促す一方、多くの機関
では従来の裾切り方式を引き続き実施することが想定される 
このため、本年度の説明会においては、当面の契約実務において引き続き適用
される裾切り方式及び令和9年度から本格導入を予定している総合評価落
札方式の2つの方式についてそれぞれ解説する 
なお、総合評価落札方式の制度内容が確定次第、環境省のホームページにお
いて基本方針及びその解説資料を更新・公表する予定である 

17 

 
 

1．基本方針の改定について 
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2030年度の温室効果ガス総排出量を2013年度比で46%削削減減、、ささらら
にに50%のの高高みみにに挑挑戦戦すること、また、2035年度、2040年度におい
て、それぞれ60%、73%削減することを目指す（我が国のNDC） 
令令和和7年年2月月に2050年年カカーーボボンンニニュューートトララルルの実現に向け、地球温
暖化対策計画、政府実行計画、エネルギー基本計画等を改改定定 
我が国の二酸化炭素排出量のうち、電電力力部部門門かかららのの排排出出量量はは全全体体のの
約約4割割を占有（電気熱配分前の直接排出量） 
電力はあらゆる場面においてエネルギーとして使用されることから、
他他部部門門のの排排出出削削減減対対策策ににもも大大ききなな影影響響を及ぼすもの 
 2023（令和5）年度における我が国の二酸化炭素排出量に占める業業務務そそ

のの他他部部門門のの割割合合はは16.7%（（排排出出量量165百百万万㌧㌧CO2））【【確確報報値値】】 
2030年度までに必要となる削減量の過半を占める電電力力部部門門ににおおけけるる
排排出出係係数数※※のの低低減減が必須 
 2024（令和6）年度の電気事業低炭素社会協議会会員事業者の調整後排

出係数は0.416kg-CO2/kWh、ささららななるる低低炭炭素素化化がが必必要要【【速速報報値値】】 
※ 「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」を前提に算出すると排出

係数は0.25kg-CO2/kWh 

環境配慮契約の確実な実施による排出係数低減への寄与

環境配慮の必要性と意義  p.18 

19 

 
 

2．電気の供給を受ける契約 
2.1 裾切り方式について 
2.2 総合評価落札方式について 
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電気の供給を受ける契約【裾切り方式】 

裾切り方式 

①①  二二酸酸化化炭炭素素排排出出係係数数（（70点点程程度度）） 

②②  未未利利用用エエネネルルギギーーのの活活用用状状況況（（10点点程程度度）） 

③③  再再生生可可能能エエネネルルギギーーのの導導入入状状況況（（20点点程程度度）） 

電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数を
開示しており、前年度の下記の評価項目に関する実績を点数制で
評価し、70点以上の小売電気事業者に入札参加資格を付与 

④④  省省エエネネにに係係るる情情報報提提供供、、簡簡易易的的DRのの取取組組 
    地地域域ににおおけけるる再再エエネネのの創創出出・・利利用用のの取取組組（（5点点程程度度）） 

＋＋ 

開示の有無を確認！

21 

【必須項目】 

【加点項目】調達者が設定 

p.20 

電気の供給を受ける契約【基本的考え方】 

二二酸酸化化炭炭素素排排出出係係数数のの低低いい小売電気事業者との契約に努める 
電源構成等の情報を開示している小売電気事業者の二酸化炭素排出係数、環境負
荷低減に関する取組状況により評価する「裾裾切切りり方方式式」を採用 
全国一律の二酸化炭素排出係数の上限値（排排出出係係数数ししききいい値値）をを設設定定し、原
則排出係数しきい値以上の小売電気事業者からの調調達達をを回回避避 
原則複複数数のの小売電気事業者の参参入入が可能な裾切り基準を設定 
 裾切り方式は電気の供給が可能な小売電気事業者が3者者以以上上存在する場

合に実施（解説資料p.29）【結果的に一一者者入入札札となる場合もある】 
 契約期間中に仕様に定めた電力を確実かつ安定的に供給可能と見込まれ

る小売電気事業者と契約するよう配慮 
当分の間、これまでの供給区域を基本としつつ、必要に応じて複複数数区区域域ののググ
ルルーーププ化化を図る等適適切切なな地地域域ごとに裾切りを設定 
仕様書等に調達する電力に占める再再エエネネ電電力力のの割割合合をを明明記記 
再エネ電源の導導入入拡拡大大にに資資すするる再再エエネネ電電力力の調達に努める 
事業者間の競競争争をを不不当当にに阻阻害害ししなないいことに配慮 
裾切り基準は毎毎年年度度見見直直ししを検討（排出係数しきい値は適適切切ななタタイイミミンンググ
（少少ななくくとともも2年年にに1回回程程度度をを想想定定））原原則則引引下下げげ） 
 裾切り評価項目は変動するため毎年度見直しの検討が必要 

基本的考え方 

p.20 

再エネ電力の
最大限導入

20 
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電電源源構構成成、、非非化化石石証証書書のの使使用用状状況況及及びび二二酸酸化化炭炭素素排排出出係係
数数のの情情報報をを開開示示していることを入札参加資格の付与のた
めの要件 
最新の経済産業省「電電力力のの小小売売営営業業にに関関すするる指指針針」（平成28
年1月制定、令和7年3月最新の改定）に示された電源構成等
や非化石証書の使用状況の算定や開示に関する望望ままししいい方方法法
にに準準じじてて実実施施※していること 

※ 新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成等
の情報を開示していない者は、事事業業開開始始日日かからら1年年間間にに限限っってて開開示示
予予定定時時期期（（事事業業開開始始日日かからら1年年以以内内にに限限るる。。））をを明明示示することによ
り、適切に開示したものとみなす（脚脚注注11） 

電源構成、二酸化炭素排出係数等の開示 

入札参加資格の前提要件 p.20 

23 

電気の供給を受ける契約【区分・配点例】 

供給区域別の配点例は環境省の環環境境配配慮慮契契約約法法Webササイイトト（（ホホーームムペペーージジ））をを参参照照のこと  22 

p.25 

配配点点
0.350 未未満満 70

0.350 以以上上 0.375 未未満満 65
0.375 以以上上 0.400 未未満満 60
0.400 以以上上 0.425 未未満満 55
0.425 以以上上 0.450 未未満満 50
0.450 以以上上 0.475 未未満満 45
0.475 以以上上 0.500 未未満満 40
0.500 以以上上 0.520 未未満満 35
0.520 以以上上 0

②② 0.675 %以上 10
0 %超 0.675 %未満 5

0
③③ 15.0 %以上 20

8.0 %以上 15.0 %未満 15
3.0 %以上 8.0 %未満 10

0 %超 3.0 %未満 5
0

④④ 5
0

前前年年度度のの再再生生可可能能エエネネルルギギーー導導入入状状況況

導入していない

省省エエネネにに係係るる情情報報提提供供、、簡簡易易的的DRのの取取組組

地地域域ににおおけけるる再再エエネネのの創創出出・・利利用用のの取取組組
取り組んでいる

取り組んでいない

要要 素素 区区 分分
①① 前前年年度度1kWh当当たたりりのの二二酸酸化化炭炭素素排排出出係係数数

（（調調整整後後排排出出係係数数））

（（単単位位：：kg-CO2/kWh））

前前年年度度のの未未利利用用エエネネルルギギーー活活用用状状況況

活用していない

排排出出係係数数ししききいい値値

－ 12 －



全国一律の排出係数上限値（排出係数しきい値）の設定 

電気の供給を受ける契約【排出係数しきい値】 

排出係数しきい値以上の電気事業者からは調達しない旨明確化 
令和8年度の排出係数しきい値：0.520kg-CO2/kWh 

排出係数しきい値の考え方 p.22 

供給区域別ではなく全国一律の上限値であり、最低限満たすべき数値 
供給区域ごとに一定の競争性の確保が可能となる数値 
調達者の立場から小売電気事業者に向けたメッセージ性を重視 
裾切り方式における供給区域別の入札参加資格の裾切り基準（配点例）との
一体的な運用により、2030年度に向け我が国全体の排出係数の低減に寄与 

排出係数しきい値 ＞ 入札参加資格の排出係数 

排出係数しきい値は、国等の環境配慮契約の実績、直近までの小売電気事業
者の排出係数、電源構成の現状及び推移、供給区域別の参入状況等を点検・
確認し、適切なタイミング（少なくとも2年に1回程度を想定）で見直し 

25 

裾切り方式で使用する排出係数の考え方 

電気の供給を受ける契約【二酸化炭素排出係数】 

可能な限り最新の小売電気事業者が算定した調整後排出係数を使用 

p.21 

24 

小売電気事業者の基礎排出係数及び調整後排出係数については例年7月頃
と12月頃の2回公表 

7月頃に公表される事業者全体の排出係数は前々年度のもの 
毎年公表する裾切り評価に使用する供給区域別の配点例の作成に当たって参考とし
ている調整後排出係数は12月頃に公表される前年度のメニュー別排出係数、残差
排出係数、及び小売電気事業者が地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき
算定した排出係数 

年　　度
月

公表されている
排出係数注注１１

裾切り評価に用いる
排出係数の年度

（（X-1））年年度度 X年年度度

(X-2)年年度度

メメニニュューー別別排排出出係係数数等等

(X-1)年年度度

メメニニュューー別別排排出出係係数数等等

(X-3)年年度度又又はは

(X-2)年年度度
注注２２ （（X-2））年年度度

(X-2)年年度度又又はは

(X-1)年年度度
注注２２

12～～3月月 4～～6月月 7～～11月月 12～～3月月

(X-2)年年度度

事事業業者者全全体体確確定定値値等等

注１：地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの 
注２：同法に基づき小売電気事業者が算定し公表した最新のものがある場合は、そちらを用いる 
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再エネ電力の最大限の導入 

調達電力の脱炭素化に向けた考え方 
2030年度エネルギーミックスと整合的な排出係数は0.25kg-CO2/kWh 
国及び独立行政法人等が調達する電力の再エネ比率を継続的に引き上げ、
2030年年度度ままででにに60％％以以上上※とする政府実行計画の目標が達成されれば、
調調達達電電力力のの排排出出係係数数はは平平均均で0.17kg-CO2/kWh程程度度が実現可能 
※政府実行計画においては「この目標（60%）を超える電力についても、更なる削減を目
指し、排出係数が可能な限り低い電力の調達を行うことを推奨する」こととされている 

国及び独立行政法人等は再エネ電力を積極的に調達することにより脱炭
素化を推進 
再エネ電力の調達に向けて再再エエネネ電電源源のの種種類類・・内内容容を定義（裾切り方式
の評価項目における再エネ電源及び調達電力における再エネ電源） 

令和5年度の契約から最低限の再エネ電力比率を仕様書に示すこと
及び再エネ電力比率を2030年度まで計画的・継続的に引き上げる 

令和8年度の契約における最低限の再エネ電力比率は40% 
27 

26 

【参考】排出係数しきい値の引き下げイメージ 

注：2024年度以降の絵姿はイメージ（2031年度の契約のしきい値を0.31kg-CO2/kWh） 
しきい値を線形に引き下げた場合は年間▲0.042kg-CO2/kWh 
2023年度までの単純平均値は実績（2030年度0.25kg-CO2/kWh） 
2023年度までの協議会平均値（電気事業低炭素社会協議会会員）は実績 

2031年度 
契約のしきい値 

2025年度に26年度 
契約のしきい値を決定 

2030年度に31年度 
契約のしきい値を0.31 

 X年度においてX+1年度からの契約に使用する排出係数しきい値を決定 
排出係数しきい値を検討するための小売電気事業者の調整後排出係数は、

X-2年度及びX-1年度の数値を参考（例えば本年度において検討する
2026年度のしきい値は2023年度及び24年度の調整後排出係数）。ただ
し、タイミング的にX-1年度の数値は各小売電気事業者の公表値 

平均0.25kg-CO2/kWh 
標準偏差0.123の正規分布 
平均値+標準偏差/2程度 
0.31kg-CO2/kWh程度 

2025、26年度 
契約のしきい値 
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【参考】調達する電力の排出係数の試算 

 2026年年度度における国及び独立行政法人等の調達電力 
再再エエネネ電電源源のの比比率率40%、他の電源について2023年度の電源構成の実績から
試算した調達電力の未調整排出係数は0.349kg-CO2/kWh 

 2030年年度度における国及び独立行政法人等の調達電力 
再再エエネネ電電源源のの比比率率60%、他の電源について2030年度エネルギーミックスの
電源構成から試算した調達電力の未調整排出係数は0.173kg-CO2/kWh 

非化石電源（再エネ、原子力及び水素・アンモニア➡排出係数”0”電源）、
化石電源（石炭、天然ガス及び石油等） 

資料：2026年度の電源構成は「令和5年度（2023年度）エネルギー需給実績（確報）」、2030年度の 
   電源構成は「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」よりそれぞれ作成 

0.909 0.429 0.675 

注：2030年度の「その他」は水素及びアンモニア 

29 

0.349 
kg-CO2/kWh 

0.173 
kg-CO2/kWh 

【参考】再エネ比率の継続的な引き上げイメージ 

 2030年度目標の再再エエネネ比比率率60%以以上上の可能な限りの早期達成 
令令和和7（（2025））年年度度の調達電力から最最低低限限のの再再エエネネ比比率率をを40%にに引引きき上上げげ 
計画的・継続的な再再エエネネ比比率率のの引引きき上上げげを実施 

再エネ電力の調達実績、供給状況、政府実行計画における再エネ電力の調達目標の

対象となる取組の考え方等を踏まえ、2年に1回程度再再エエネネ比比率率をを提提示示 

28 

2025及び2026年度は再エネ比率40%で調達 
2030年度に60%の目標を達成する場合のイメージ 
各府省庁は各府省庁ごとの実施計画により目標達成を図る 

据据
ええ
置置
きき
 

引引
きき
上上
げげ
 

据据
ええ
置置
きき
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再エネ電源の種類・内容② p.28 

調達電力の再エネ 

 水力発電（3万kW以上。揚水発電を除く） 

調達電力＝再エネ特措法の再エネ電源＋大型水力 

再エネ導入状況（ ）の再エネ 
再エネ特措法に定められた再エネ電源 
 太陽光発電 
 風力発電 
 水力発電（3万kW未満。揚水発電を除く） 
 地熱発電 
 バイオマス発電 

 太陽光発電 

 風力発電 

 地熱発電 

 バイオマス発電 

 水力発電（3万kW未満。揚水発電を除く） 

 水力発電（3万kW以上。揚水発電を除く） 【大型水力】 

調達電力の再エネ 
再エネ導入状況 
（裾切り評価） 

31 

再エネ電源の種類・内容① p.27 

環環境境配配慮慮契契約約ににおおけけるる再再生生可可能能エエネネルルギギーー電電源源とと証証書書等等のの関関係係 

※※１１：：「「再再生生可可能能エエネネルルギギーーのの導導入入状状況況」」はは事事業業者者のの評評価価項項目目ででああっってて、、再再エエネネ特特措措法法施施行行規規則則にに規規定定さされれ 
      たた電電源源（（太太陽陽光光、、風風力力、、水水力力（（30,000kW未未満満。。たただだしし、、揚揚水水発発電電をを含含ままなないい。。））、、地地熱熱及及びびババイイ 
      オオママスス））がが対対象象 
※※２２：：「「再再生生可可能能エエネネルルギギーー電電気気のの調調達達」」はは国国及及びび独独立立行行政政法法人人等等がが電電気気のの供供給給をを受受けけるる契契約約にによよっってて調調達達 
      すするる再再エエネネ電電力力（（大大型型水水力力（（30,000kW以以上上。。たただだしし、、揚揚水水発発電電をを含含ままなないい。。））をを含含むむ）） 
※※３３：：ググリリーーンンエエネネルルギギーー証証書書（（ググリリーーンン電電力力証証書書））及及びびJ-ククレレジジッットトににつついいててはは調調整整後後排排出出係係数数のの算算定定にに 
      用用いいたたももののにに限限るる 
※※４４：：トトララッッキキンンググ付付のの再再エエネネ指指定定のの非非FIT非非化化石石証証書書ののううちち大大型型水水力力をを除除くく 

30 

証証書書のの種種類類 相相対対取取引引

環環境境配配慮慮契契約約

  再再生生可可能能エエネネルルギギーー

  のの導導入入状状況況※※１１ ○○※※３３ ○○※※３３ ○○ ○○※※４４ ×× ○○

  再再生生可可能能エエネネルルギギーー

  電電気気のの調調達達※※２２ ○○ ○○ ○○ ○○ ×× ○○

ググリリーーンン
エエネネルルギギーー
((電電力力・・熱熱))

証証書書

J-ククレレジジッッ

トト((再再エエネネ
電電源源由由来来))

非非FIT

FIT 電電気気ととｾｾｯｯﾄﾄ
又又はは

ﾄﾄﾗﾗｯｯｷｷﾝﾝｸｸﾞ゙付付

再再エエネネ指指定定
ななしし

市市場場取取引引

再再エエネネ指指定定
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一般送配電事業者の供給区域別再エネ電力メニュー販売状況【1/3】 

【参考】再生可能エネルギー電力の調達① 
（令和7年11月現在） 

33 

注１：一般送配電事業者の供給区域の「○○」印は当該区域において当該メニューを販売・供給していることを表す。 
注２：供給区域等に「○○」印がついていても、直ちに需要家からの供給の要請に応えることを保証するものではない。 
注３：上記小売電気事業者以外にも再エネ電力メニューは販売・供給されているため調達者において確認が必要。 

北北海海道道 東東北北 東東京京 中中部部 北北陸陸 関関西西 中中国国 四四国国 九九州州 沖沖縄縄

アクアプレミアム https://www.tepco.co.jp/ep/renewable_energy/after-fit_corp.html ○○
サンライトプレミアム https://www.tepco.co.jp/ep/renewable_energy/after-fit_corp.html ○○
オフサイトコーポレートPPA https://www.tepco.co.jp/ep/renewable_energy/after-fit_corp.html ○○
再エネECOプラン https://sol.kepco.jp/ecoplan/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
再エネECOプランプレミアム https://sol.kepco.jp/ecoplan/ ○○

東東北北電電力力株株式式会会社社 よりそう，再エネ電気 https://www.tohoku-epco.co.jp/renewable-energy-plan/dbusiness/plan01.html ○○
再エネ特約<プレミアム> https://www.energia.co.jp/elec/b_menu/co2_free/index.html ○○
オフサイト発電特約 https://biz.energia.co.jp/newenergy/ ○○
アクアｅｃｏプラン https://www.rikuden.co.jp/ryokinmenu/aquaecoplan.html ○○
かがやきＧＲＥＥＮピュア https://www.rikuden.co.jp/jiyuka/saiene_denkiryokin.html ○○
とやま水の郷でんき https://www.rikuden.co.jp/ryokinmenu/miraisouseidenki.html#mizunosato ○○
かがやきGREEN　RE100 https://www.rikuden.co.jp/jiyuka/saiene_denkiryokin.html ○○
とくしま水力100％プラン https://www.yonden.co.jp/business/price/co2-free/index.html ○○
高知家応援でんき「水力100％プラン」 https://www.yonden.co.jp/business/price/co2-free/index.html ○○
再エネPlus＋RE100 https://www.yonden.co.jp/business/price/co2-free/index.html ○○ ○○ ○○ ○○
カーボンFプラン https://www.hepco.co.jp/business/price/carbon_f_plan/index.html ○○ ○○
カーボンFプランアドバンス https://www.hepco.co.jp/business/price/carbon_f_plan/index.html ○○ ○○
さすてな電気 https://home.tokyo-gas.co.jp/gas_power/plan/sustainable/index.html ○○
さすてな電気ビジネス https://eee.tokyo-gas.co.jp/lp/electricity/sustainable_biz/index.html ○○

株株式式会会社社エエネネッットト EnneGreen https://www.ennet.co.jp/about/green.html ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
スタイルプランE-ZERO https://home.osakagas.co.jp/energy/electricity/price/plan_e/ ○○
D-Green　スタンダード https://ene.osakagas.co.jp/product/dgreen/index.html ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
D-Green RE100 https://ene.osakagas.co.jp/product/dgreen/index.html ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
D-Green Premium https://ene.osakagas.co.jp/product/dgreen/index.html ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
D-Green Premium　EX https://ene.osakagas.co.jp/product/dgreen/index.html ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

丸丸紅紅新新電電力力株株式式会会社社 再エネ電力メニュー https://denki.marubeni.co.jp/news/20210108_115/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
沖沖縄縄電電力力株株式式会会社社 うちな～CO2フリーメニュー https://business.e-waja.okiden.co.jp/service/solution/co2 ○○

再エネ電力メニュー https://www.eneos.co.jp/denki-business/renewable-energy/index.html ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
CO2フリー電力メニュー https://www.eneos.co.jp/denki-business/renewable-energy/index.html ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
カーボンフリー特約 https://www.eneos-power.co.jp/denki/benefit/carbonfree.html ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
オフサイトPPA ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
ソフトバンクでんき for Biz（低圧） 環
境オプション

https://www.softbank.jp/biz/services/others/energy/renewable-energy/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

自然でんき https://www.softbank.jp/energy/special/shizen-denki/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
まるまる再エネ https://mitsuurokogreenenergy.jp/mge/feature/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
まるまる脱炭素 https://mitsuurokogreenenergy.jp/mge/feature/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

九九電電ネネククスストト株株式式会会社社 +eco https://www.qnext.co.jp/renewables-plan/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

中中国国電電力力株株式式会会社社

北北陸陸電電力力株株式式会会社社

四四国国電電力力株株式式会会社社

北北海海道道電電力力株株式式会会社社

東東京京ガガスス株株式式会会社社

大大阪阪ガガスス株株式式会会社社

ENEOS Power株株式式会会社社

SBパパワワーー株株式式会会社社

ミミツツウウロロココググリリーーンンエエネネルル
ギギーー株株式式会会社社

一般送配電事業者供給区域
小売電気事業者 再エネメニュー掲載URL

東東京京電電力力エエナナジジーーパパーートトナナーー
株株式式会会社社

関関西西電電力力株株式式会会社社

再エネメニュー名

再生可能エネルギーの導入状況 

再生可能エネルギーの導入状況の評価項目

裾切り方式の再再生生可可能能エエネネルルギギーーのの導導入入状状況況における評価対象の再生
可能エネルギー電気は、従前のとおり、再エネ特措法施行規則におい
て規定されている交付金の対象となる再生可能エネルギー源を用いる
発電設備※による電気を対象 
※ 太陽光、風力、水力（30,000kW未満。ただし、揚水発電を含まない。）、地
熱及びバイオマス（脚注19） 
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① 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入した再生可能エネルギー電気と
セットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特定できる非FIT非化石証書の量（送電端（kWh）） 

② グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度 により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエ
ネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー証書（電力） の量（kWh） 

③ J－クレジット制度 により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量（kWh） 
④ 非化石価値取引市場 から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量（kWh） 
⑤ 非化石価値取引市場から調達したトラッキング付非FIT非化石証書の量（kWh） 

※ ①から⑤のすべてについては、前前年年度度にに小小売売電電気気事事業業者者のの調調整整後後排排出出係係数数のの算算定定にに用用いいたたももののにに限限るる 

前前年年度度のの再再生生可可能能エエネネルルギギーー電電気気のの利利用用量量（（送送電電端端））【【①①++②②++③③++④④++⑤⑤】】（（kkWWhh））  

再生可能エネルギーの導入状況（%） 

＝ 
前前年年度度のの供供給給電電力力量量（（需需要要端端））（（kkWWhh））  × 100 

p.23 

－ 17 －



一般送配電事業者の供給区域別再エネ電力メニュー販売状況【3/3】 

【参考】再生可能エネルギー電力の調達③ 
（令和7年11月現在） 

注１：一般送配電事業者の供給区域の「○○」印は当該区域において当該メニューを販売・供給していることを表す。 
注２：供給区域等に「○○」印がついていても、直ちに需要家からの供給の要請に応えることを保証するものではない。 
注３：上記小売電気事業者以外にも再エネ電力メニューは販売・供給されているため調達者において確認が必要。 35 

北北海海道道 東東北北 東東京京 中中部部 北北陸陸 関関西西 中中国国 四四国国 九九州州 沖沖縄縄

スマ電CO2ゼロ https://smaden.com/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
循環型電力 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
RE100プラン　※法人向け https://minden.co.jp/biz/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
プレミアム100プラン　※個人向け https://minden.co.jp/personal/plan ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
エポスプラン　※個人向け https://minden.co.jp/personal/plan ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
カーボンフリーメニュー https://rezil.co.jp/green-energy/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
再エネメニュー https://rezil.co.jp/green-energy/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
再エネRE100メニュー https://rezil.co.jp/green-energy/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
カーボンフリーメニュー https://rezil.co.jp/green-energy/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
再エネメニュー https://rezil.co.jp/green-energy/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
再エネRE100メニュー https://rezil.co.jp/green-energy/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
美ら島CO2ゼロプラン https://www.ognp.co.jp/churashima/ ○○
CO2ゼロプラン https://www.staging.egmkt.co.jp/consumer/ognp/special/campaign/01/ ○○

TERA Energy株株式式会会社社 再生可能エネルギー100%プラン https://tera-energy.com/post/3627/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

株株式式会会社社イイーーネネッットトワワーーククシシ
スステテムムズズ

百森でんき ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

新新エエネネルルギギーー開開発発株株式式会会社社 GreenEcoプラン
https://www.itamisangyo-newenergy.co.jp/wp/
　　wp-content/uploads/2023/09/GreenEco2404.pdf ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

カカナナデデビビアア株株式式会会社社 メニューB ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
岐岐阜阜電電力力株株式式会会社社 ぎふでんＲＥ１００ ○○
東東京京エエココササーービビスス株株式式会会社社 実質再生可能エネルギー100％電気 ○○
株株式式会会社社イイーーセセルル イーセルグリーンプラン https://www.e-sell.co.jp/com.html ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
UNIVERGY株株式式会会社社 再生可能エネルギー使用プラン https://univergy.co.jp/renewable ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

株株式式会会社社ササニニッッククスス資資源源開開発発
ググルルーーププ

プラスゼロ https://denki.sanix-pps.com/eco_option.php ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

株株式式会会社社アアイイ・・ググリリッッドド・・ソソ
リリュューーシショョンンズズ

株株式式会会社社UPDATER

レレジジルル株株式式会会社社

中中央央電電力力エエナナジジーー株株式式会会社社

株株式式会会社社沖沖縄縄ガガススニニュューーパパ
ワワーー

一般送配電事業者供給区域
小売電気事業者 再エネメニュー掲載URL再エネメニュー名

一般送配電事業者の供給区域別再エネ電力メニュー販売状況【2/3】 

【参考】再生可能エネルギー電力の調達② 
（令和7年11月現在） 

注１：一般送配電事業者の供給区域の「○○」印は当該区域において当該メニューを販売・供給していることを表す。 
注２：供給区域等に「○○」印がついていても、直ちに需要家からの供給の要請に応えることを保証するものではない。 
注３：上記小売電気事業者以外にも再エネ電力メニューは販売・供給されているため調達者において確認が必要。 34 

北北海海道道 東東北北 東東京京 中中部部 北北陸陸 関関西西 中中国国 四四国国 九九州州 沖沖縄縄

プレミアムGREEN100 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
GREEN100 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
GREEN50 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
GREEN10 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
ジオエネ電気レギュラー https://www.summit-energy.co.jp/co2free/geoene_regular/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
みどりの電気 https://www.summit-energy.co.jp/co2free/green_energy/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

株株式式会会社社ＦＦＰＰＳＳ gREenオプション https://fps-inc.jp/service/electricity_retail/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
eneco RE100% https://looop-denki.com/home/menu/value/eneco/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
eneco RE50% https://looop-denki.com/home/menu/value/eneco/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
メニューA https://zerowattpower.co.jp/renewable_energy ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
メニューB https://zerowattpower.co.jp/renewable_energy ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
メニューC https://zerowattpower.co.jp/renewable_energy ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
メニューD https://zerowattpower.co.jp/renewable_energy ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
メニューE https://zerowattpower.co.jp/renewable_energy ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
RE100プラン https://idexdenki.idex.co.jp/kohatsu/co2-free/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
再エネプラン https://idexdenki.idex.co.jp/kohatsu/co2-free/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
ノーカーボンプラン https://idexdenki.idex.co.jp/kohatsu/co2-free/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
メニューA ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
残渣メニュー ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

エエババーーググリリーーンン・・リリテテイイリリンン
ググ株株式式会会社社

全てのプラン https://www.egmkt.co.jp/newsroom/powerconfig/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

CO2 100%フリープラン https://www.bpp-trading.com/retail.html ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
CO2 100%フリープラン https://www.bpp-trading.com/retail.html ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
CO2 60%フリープラン https://www.bpp-trading.com/retail.html ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
CO2 30%フリープラン https://www.bpp-trading.com/retail.html ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
電源連動型再エネメニュー https://www.eneres.jp/service/re-menue/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
再エネ標準メニュー https://www.eneres.jp/service/re-menue/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
市場連動型メニュー（実質再エネ） https://www.eneres.jp/service/re-menue/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
RE-MAXプラン https://denki.remixpoint.co.jp/re-menu/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
RE-MAXプラン https://denki.remixpoint.co.jp/re-menu/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
Styleプラスeco https://denki.remixpoint.co.jp/re-menu/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

アアーーババンンエエナナジジーー株株式式会会社社 ゼロエミプラン https://u-energy.jp/service/retail.html ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
NFVプラン https://www.fbit.co.jp/nfv/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
NFV RE100プラン https://www.fbit.co.jp/nfv/ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

オオリリッッククスス株株式式会会社社 メニューD、メニューF、メニューG https://biz.orix.co.jp/s27_energy.htm ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
エエネネササーーブブ株株式式会会社社 RE100メニュー https://www.eneserve.co.jp/power-retailing.html ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

ババンンププーーパパワワーートトレレーーデディィンン
ググ合合同同会会社社

株株式式会会社社エエナナリリスス・・パパワワーー・・
ママーーケケテティィンンググ

株株式式会会社社リリミミッッククススポポイインントト

エエフフビビッットトココミミュュニニケケーーシショョ
ンンズズ株株式式会会社社

ササミミッットトエエナナジジーー株株式式会会社社

株株式式会会社社Looop

ゼゼロロワワッットトパパワワーー株株式式会会社社

株株式式会会社社新新出出光光

株株式式会会社社ググロローーババルルエエンンジジニニ
アアリリンンググ

株株式式会会社社U-POWER

一般送配電事業者供給区域
小売電気事業者 再エネメニュー掲載URL再エネメニュー名
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（令和7年11月現在） 

【参考】供給区域別小売電気事業者参入状況① 

注１：一般送配電事業者の供給区域の「○○」印は当該区域において販売・供給していることを表す。 
注２：供給区域等に「○○」印がついていても、直ちに需要家からの供給の要請に応えることられること及び環境省配点例における裾切り基準 
   を満たしていることを保証するものではない。 
注３：上記小売電気事業者以外にも当該区域において電力は販売・供給されているため調達者において確認が必要。 37 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　供供給給区区域域
　　小小売売電電気気事事業業者者

北北海海道道電電力力
NW

東東北北電電力力
NW

東東京京電電力力
PG

中中部部電電力力
PG

北北陸陸電電力力
送送配配電電

関関西西電電力力
送送配配電電

中中国国電電力力
NW

四四国国電電力力
送送配配電電

九九州州電電力力
送送配配電電

沖沖縄縄電電力力

東東京京電電力力エエナナジジーーパパーートトナナーー株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

関関西西電電力力株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

東東北北電電力力株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○

北北陸陸電電力力株株式式会会社社 ○○ ○○

四四国国電電力力株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○

北北海海道道電電力力株株式式会会社社 ○○ ○○

東東京京ガガスス株株式式会会社社 ○○ ○○

株株式式会会社社エエネネッットト ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

丸丸紅紅新新電電力力株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

沖沖縄縄電電力力株株式式会会社社 ○○

EENNEEOOSS  PPoowweerr株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

SSBBパパワワーー株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

ミミツツウウロロココググリリーーンンエエネネルルギギーー株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

日日本本テテククノノ株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

株株式式会会社社UU--PPOOWWEERR ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

東東邦邦ガガスス株株式式会会社社 ○○

ササミミッットトエエナナジジーー株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

シシンン・・エエナナジジーー株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

楽楽天天モモババイイルル株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

株株式式会会社社ＦＦＰＰＳＳ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

株株式式会会社社LLoooooopp ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

ゼゼロロワワッットトパパワワーー株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

株株式式会会社社新新出出光光 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

株株式式会会社社ググロローーババルルエエンンジジニニアアリリンンググ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

株株式式会会社社東東急急パパワワーーササププラライイ ○○ ○○ ○○

エエババーーググリリーーンン・・リリテテイイリリンンググ株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

ババンンププーーパパワワーートトレレーーデディィンンググ合合同同会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

電気の供給を受ける契約【加点項目】 

加点項目による評価 

p.24 

省エネに係る情報提供の取組及び地域における再エネの導入拡大に資する取組
を加点して評価。また、加点項目及びその内容については、下記の2つを大枠の
方向性とし、例示した具体的内容を踏まえ、調達者において適切に設定 

情報提供の内容として以下の2つの取組は、簡易的なディマンド・リスポンスの取組と
して活用可能であり、電力需給状況の改善に資するとともに、電力使用量の抑制を
通じ、省エネにも寄与する事業者の取組として評価
 需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有していること
 電力逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需

要家に対し経済的な優遇措置を実施すること
地域において持続的に再エネが創出・利用されていくための事業者の取組を評価
 地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定していること
 発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していること
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 裾切り要件・最低限
の再エネ比率の設定 

 仕様書の作成（裾切・
再エネの要件を記載） 

 予定価格の作成 
 入札条件に必要な事項

の調整 

 入札公告 
 入札参加資格の
審査 

 入札 
 開札（事業者決定） 
 契約 

契約手続の流れと環境配慮のタイミング 

電気の供給を受ける契約【裾切り方式】 

入札参加資格を定め裾切り 価 格 競 争 

電源構成等を開示及び排出係数しきい値を下回る 
小売電気事業者について、二酸化炭素排出係数 
及び環境負荷低減に関する取組の状況（再エネ導
入状況・未利用エネ活用状況等）を評価し、 
一定の点数を得た事業者に入札参加資格を付与 

入札準備 入札公告 
資格審査 

事業者決定 
契 約 

39 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　供供給給区区域域
　　小小売売電電気気事事業業者者

北北海海道道電電力力
NW

東東北北電電力力
NW

東東京京電電力力
PG

中中部部電電力力
PG

北北陸陸電電力力
送送配配電電

関関西西電電力力
送送配配電電

中中国国電電力力
NW

四四国国電電力力
送送配配電電

九九州州電電力力
送送配配電電

沖沖縄縄電電力力

株株式式会会社社エエナナリリスス・・パパワワーー・・ママーーケケテティィンンググ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

株株式式会会社社オオププテテーージジ ○○

株株式式会会社社リリミミッッククススポポイインントト ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

アアーーババンンエエナナジジーー株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

鈴鈴与与商商事事株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

エエフフビビッットトココミミュュニニケケーーシショョンンズズ株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

オオリリッッククスス株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

エエネネササーーブブ株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

株株式式会会社社アアイイ・・ググリリッッドド・・ソソリリュューーシショョンンズズ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

株株式式会会社社UUPPDDAATTEERR ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

レレジジルル株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

中中央央電電力力エエナナジジーー株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

ササーーララｅｅエエナナジジーー株株式式会会社社 ○○ ○○

鈴鈴与与電電力力株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

株株式式会会社社沖沖縄縄ガガススニニュューーパパワワーー ○○

TTEERRAA  EEnneerrggyy株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

カカナナデデビビアア株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

パパナナソソニニッックク  オオペペレレーーシショョナナルルエエククセセレレンンスス株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

岐岐阜阜電電力力株株式式会会社社 ○○

東東京京エエココササーービビスス株株式式会会社社 ○○

株株式式会会社社イイーーセセルル ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

UUNNIIVVEERRGGYY株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

ダダイイヤヤモモンンドドパパワワーー株株式式会会社社 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

株株式式会会社社ササニニッッククスス資資源源開開発発ググルルーーププ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

福福山山未未来来エエナナジジーー株株式式会会社社 ○○

（令和7年11月現在） 

【参考】供給区域別小売電気事業者参入状況② 

注１：一般送配電事業者の供給区域の「○○」印は当該区域において販売・供給していることを表す。 
注２：供給区域等に「○○」印がついていても、直ちに需要家からの供給の要請に応えることられること及び環境省配点例における裾切り基準 
   を満たしていることを保証するものではない。 
注３：上記小売電気事業者以外にも当該区域において電力は販売・供給されているため調達者において確認が必要。 
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低低圧圧受受電電施施設設等等ににおおけけるる環環境境配配慮慮契契約約のの運運用用 
(2) 入入札札にに付付ささなないい場場合合 

随意契約等の「入札に付さない場合」は環境配慮契約の実施
は求められていない 
温室効果ガス排出削減の観点から、よよりり二二酸酸化化炭炭素素排排出出係係数数
のの低低いい電電力力のの調調達達が重要 
 電力供給可能な小売電気事業者のうち、適切に電源構成等を開

示し、二二酸酸化化炭炭素素排排出出係係数数のの低低いい事事業業者者やや再再生生可可能能エエネネルルギギーー
のの導導入入割割合合のの高高いい事事業業者者等等をを選選定定ししてて見見積積をを徴徴すするる※ことによ
り、より低炭素な電力の調達を増やす対応が重要 

 見積を徴する場合は、小売電気事業者の示す料料金金メメニニュューーをを活活
用用することも、手続の簡素化等の観点から現実的な対応 

※ 随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積を徴さ
なければならない【予算決算及び会計令第99条の6】（脚脚注注31） 

低圧受電施設等における環境配慮契約② 

p.32 

41 

低低圧圧受受電電施施設設等等ににおおけけるる環環境境配配慮慮契契約約のの運運用用 
(1) 環環境境配配慮慮契契約約をを実実施施すするる場場合合 

「入入札札にに付付すするる場場合合」は、原則として低圧受電施設等につい
ても環環境境配配慮慮契契約約をを実実施施する 
一定の電力調達規模に達しない場合（少額随契の対象等）は、
周辺の複数の低圧受電施設等の契約期間の調整を行い、一一括括
発発注注をを検検討討の上、環環境境配配慮慮契契約約のの実実施施にに努努めめるる 
 原則として一般送配電事業者の供給区域内の低圧受電施設（従

量電灯及び低圧電力）のみをまとめること【同一地域・同一メ
ニュー】 

 複数の施設の契約時期の調整を行い同一契約期間とすること。
また、原則として契約期間は1年※とすること【同一期間】 

 電力使用実績及び予定使用電力量を提示すること 
※ より排出係数の低い小売電気事業者の参入もあり得るため、毎年度、

裾切り要件の見直し及び小売電気事業者の再評価を行うことを推奨 

低圧受電施設等における環境配慮契約① 

p.31 
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令令和和7（（2025））年年 令令和和8（（2026））年年 令令和和9（（2027））年年

4月月 5月 6月 7月 8月 9月月 10月 11月 12月 1月 2月 3月月 4月月 5月 6月 7月 8月 9月月 10月 11月 12月 1月 2月 3月月

令令和和7年年度度排排出出係係数数ととみみななすす

令令和和8（（2026））年年度度排排出出係係数数

令令和和6年年度度排排出出係係数数ととみみななすす

新規参入の電気事業者の排出係数の算出【令和7年9月参入例】 
 参入月（令令和和7年年9月月）から令和8年3月までの数値を令令和和6年年度度のの排排出出

係係数数とみなす。当該排出係数は令和8年7月頃公表 
 参入月から12か月間の数値を令令和和7年年度度のの排排出出係係数数とみなす。当該排

出係数は令和8年12月頃公表 
 令和8（2026）年度の排出係数は既参入者の算出方法と同様 

令和7年9月に 
参入した場合 

【参考】新規参入小売電気事業者の評価② 

43 

新新規規参参入入又又はは参参入入予予定定のの小小売売電電気気事事業業者者のの評評価価 
① 適切に電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排

出係数の情報を開示※していること 
※ 新規参入の小売電気事業者で電源構成の情報を開示していない者は、

事事業業開開始始日日かからら1年年間間にに限限っってて開開示示予予定定時時期期（（事事業業開開始始日日かからら1年年以以
内内にに限限るる。。））をを明明示示することで、適切に開示したものとみなす【再
掲】 

② 新規参入（又は参入予定）の小売電気事業者の評価及び参
入の可否は、最最終終的的にに発発注注者者のの判判断断による。電力の販売実
績がある場合は、販売した電力に係る排出係数等の評価項
目の提出を求め評価 

③ 他者から調達した（又は調達予定の）電気については、電
源構成等に基づき算定した排出係数等の評価項目の提出を
求め評価 

④ 実績の算定が困難な場合は代替値（令令和和6年年度度実実績績代代替替値値
0.416kg-CO2/kWh）の使用も検討 

【参考】新規参入小売電気事業者の評価① 
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電気の供給を受ける契約【基本的事項】 

政府実行計画の2030年目標に向けて、電気の供給を受ける契約についての温室効
果ガス等の排出の削減に関する基本的事項は以下のとおりとする。 

電気の供給を受ける契約に当たっては、温室効果ガス等の排出の程度を示す係
数が低い小売電気事業者と契約するよう努めるものとする。 
電気の供給を受ける契約のうち、入札に付する契約については、温室効果ガス
等の排出の程度を示す係数の低減、再生可能エネルギーの導入拡大を促進する
ため、電気の価格並びに温室効果ガス等の排出の程度を示す係数、環境への負
荷の低減に関する取組の状況（再生可能エネルギーの導入状況、未利用エネル
ギーの活用状況、追加性のある再生可能エネルギー電気の導入状況、指定地域
における持続的な再生可能エネルギー電気の創出・利用に向けた取組状況）並
びに電源構成及び温室効果ガス等の排出の程度を示す係数の開示の状況等を総総
合合的的にに評評価価ししてて落落札札者者をを決決定定すするる方方式式（以下「総合評価落札方式」という。）
によるものとする。再生可能エネルギー電気が調達する電力の割合を全て占め
る場合は、必ずしも総合評価落札方式によらなくてもよい。 
総合評価落札方式の実施に当たっては、公正な競争の確保の観点を踏まえ、原
則複数の小売電気事業者の参入が可能となるよう評価項目や配点を設定する。 

電気の供給を受ける契約に関する基本的事項（案）【1/2】 

45 

※ 電気の供給を受ける契約に関する基本的事項（案）はパブリックコメント（令和8年1月19日～2月18
日）に付しているもの。 

 
 

2．電気の供給を受ける契約 
2.1 裾切り方式について 
2.2 総合評価落札方式について 
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電気の供給を受ける契約【基本的考え方】 

温室効果ガス等の排出の程度を示す係数（二酸化炭素排出係数）の低い小売
電気事業者との契約に努めるよう配慮。 
二酸化炭素排出係数の低減、再生可能エネルギー電気の導入拡大等の観点か
ら、環境への負荷の低減に関する小売電気事業者の取組状況（二酸化炭素排
出係数、再生可能エネルギーの導入状況、未利用エネルギーの活用状況等）、
調達する電力に占める再生可能エネルギー電気の割合並びに電気の価格等を
総合的に評価して落札者を決定する方式（総合評価落札方式）を採用。 
 標標準準点点のの評評価価項項目目は事事業業者者全全体体のの調調整整後後排排出出係係数数又は調調達達電電力力のの排排出出係係

数数、調調達達電電力力にに占占めめるる再再生生可可能能エエネネルルギギーー電電気気のの割割合合 
 加加算算点点のの評評価価項項目目は事事業業者者全全体体のの調調整整後後排排出出係係数数、調調達達電電力力にに占占めめるる再再

生生可可能能エエネネルルギギーー電電気気のの割割合合、追追加加性性ののああるる再再生生可可能能エエネネルルギギーー電電気気のの
割割合合、再再生生可可能能エエネネルルギギーーのの導導入入状状況況、未未利利用用エエネネルルギギーーのの活活用用状状況況等 

小売電気事業者の電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数
の開示状況を考慮。 
調達電力に占める再生可能エネルギー電気の割合が100%である場合は、必
ずしも総合評価落札方式は採用しない。 
 再再エエネネ比比率率100％％でで調調達達ししてていいるる/調調達達すするる場場合合は総総合合評評価価落落札札方方式式をを

採採用用ししななくくててももよよいい。 

別紙p.3 

47 

基本的考え方【1/2】 

電気の供給を受ける契約【基本的事項】 

（つづき） 
電気の供給を受ける契約に当たっては、契約期間中の契約電力、予定使用電力
量等を確実かつ安定的に供給できると見込まれる小売電気事業者と契約するこ
ととする。 
可能な限り再生可能エネルギー電源の導入拡大に資する再生可能エネルギー電
気の調達に努めるものとする。 
再生可能エネルギー電源の調達に際しては、地域共生が図られていない発電施
設で発電された電力の調達を避けることとする。 
国及び独立行政法人等はエネルギーの合理的かつ適切な使用等に努めるととも
に、電気の供給を受ける契約の実施に当たっては、中小企業者が不当に不利に
ならないようにする等公正な競争の確保に留意するとともに、他の国等の契約
に関する施策及びエネルギー政策基本法第12条第１項に規定するエネルギー
基本計画に基づく施策その他の国等の温室効果ガス等の排出の削減等に関係の
ある施策との調和を確保するものとする。 

46 

電気の供給を受ける契約に関する基本的事項（案）【2/2】 
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評価値 =   評価点 
価格点

 =   標準点（基礎点）＋加算点 
価格点

 

× Ｃは『要件①』を満たしていない 
入札価格 ＞ 予定価格 

× Ｄは『要件②』を満たしていない 
× Ａは入札価格では上位だが評価値 
がＢを下回る 

○ Ｂは２つの要件をクリアし評価値が 
最も高いので落札者となる 

要件②を満たす場合は標準点100点を獲得 

【参考】除算方式による総合評価方式のイメージ 

資料：「公共工事における総合評価方式活用検討ガイドライン」公共工事における総合評価方式活用検討委員会 

電気の供給を受ける契約【基本的考え方】 

公正な競争の確保の観点から、総合評価落札方式の評価項目や配点の設定に
当たっては原則複数の小売電気事業者の参入が可能であることを確保。 
契約期間中の契約電力、再生可能エネルギー電気、予定使用電力量等を確実
かつ安定的に供給できると見込まれる小売電気事業者と契約するよう配慮。 
再生可能エネルギー電源の導入拡大に資する再生可能エネルギー電気の調達
に努める。 
 調達電力に占める追追加加性性ののああるる再再生生可可能能エエネネルルギギーー電電気気を評価 

地域共生が図られていない発電施設において発電された電力の調達を回避 
 森林法、環境影響評価法、電気事業法等、発発電電施施設設のの建建設設及及びび発発電電事事業業

にに関関連連すするる法法令令にに違違反反ししてていいるる発発電電施施設設をを想想定定。今後詳細を検討の上、
具体的な内容・確認方法を含む運用方法等について公表する予定。 

小売電気事業者間の競争を不当に阻害しないことに配慮。 
評価項目の要件については必要に応じ見直す（適切なタイミング（少なくと
も2年に1回）で原則引き下げ/引き上げ）。 

基本的考え方【2/2】 
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上記のすべての評価項目を満たす場合に標準点100点を付与 

標準点の評価項目 

二酸化炭素排出係数及び調達電力の再エネ比率

51 

電源構成、二酸化炭素排出係数等に係る情報開示 
電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開
示※していること（裾切り方式と同様） 
※ 「電力の小売営業に関する指針」に示された望ましい方法に準じて実施 

二酸化炭素排出係数（次のいずれか） 
事業者全体の調整後排出係数※  ：0.435kg-CO2/kWh以下 
 2027（令和9）年度の排出係数しきい値（予告値） 
※ 沖縄電力供給区域においては同供給区域内で供給された排出係数を使用 
調達電力の排出係数  ：0.342kg-CO2/kWh以下 
 小売電気事業者の単純平均値と2030年度目標値0.250kg-CO2/kWhを
線形強化した場合の2027（令和9）年度における排出係数 

調達電力に占める再生可能エネルギー電気の割合 
調達する電力に占める再生可能エネルギー電気（大型水力含む）の割合
     ：50％以上 

別紙p.7～ 

総合評価落札方式における評価項目 
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標準点の評価項目 基準値 

1 電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素
排出係数の情報を開示していること － 

2 事業者全体注１又は調達電力の二酸化炭素排出係数 事業者全体：0.435kg-CO2/kWh以下 
調達電力  ：0.342kg-CO2/kWh以下 

3 調達電力に占める再生可能エネルギー電気の割合 50%以上 

加算点の評価項目 配点注２ 

ア 

必須 

事業者全体注１の二酸化炭素排出係数 20点 
イ 調達電力に占める再生可能エネルギー電気の割合 10点 
ウ 再生可能エネルギーの導入状況 5点 
エ 未利用エネルギーの活用状況 5点 
オ 調達電力に占める追加性のある再生可能エネルギー電気の割合 5点 
カ 指定地域における持続的な再生可能エネルギー電気の創出・利用に向けた取組 5点 
キ 任意 ディマンド・リスポンスの取組 任意 

総合評価落札方式における標準点の評価項目 

総合評価落札方式における加算点の評価項目 

注１：沖沖縄縄電電力力供供給給区区域域ににおおいいててはは同同供供給給区区域域内内でで供供給給さされれたた排排出出係係数数をを使使用用するものとする。 
注２：配点は加算点の標準的な例を示したもの。加加算算点点のの合合計計50点点をを変変更更ししなないい限限りり、、調調達達者者のの判判断断にによよりり、、 
   キキのの任任意意のの評評価価項項目目のの採採用用をを含含めめ、、配配点点・・配配分分をを決決めめるるここととはは差差しし支支ええなないい。 

別紙p.6 
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加算点の評価項目（必須） 

ア．事業者全体の二酸化炭素排出係数

53 

事業者全体の二酸化炭素排出係数を線形評価 
 標準点の基準値である0.435kg-CO2/kWhを下回る場合は加点、上回る場
合は減点。0.250kg-CO2/kWh以下は上限値を付与 

配点を20点とする場合の
線形評価式及び評価点 

𝒚𝒚 𝒚 𝒚𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒
𝟑𝟑𝟑𝟑 𝒙𝒙 𝒙 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟑𝟑𝟑𝟑
(𝒙𝒙 𝒙 𝒙𝒙𝒙 𝒙𝒙 𝒙 𝒙𝒙𝒙 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 → 𝒚𝒚 𝒚 𝟐𝟐𝟐𝟐)

別紙p.8 

52 

【再掲】排出係数しきい値の引き下げイメージ 

2023及び24年度 
契約のしきい値 

注：2024年度以降の絵姿はイメージ（2031年度の契約のしきい値を0.31kg-CO2/kWh） 
しきい値を線形に引き下げた場合は年間▲0.042kg-CO2/kWh 
2023年度までの単純平均値は実績（2030年度0.25kg-CO2/kWh） 
2023年度までの協議会平均値（電気事業低炭素社会協議会会員）は実績 

2031年度 
契約のしきい値 

2026年度に27年度 
契約の評価値を決定 

2030年度に31年度 
契約のしきい値を0.31 

 X年度においてX+1年度からの契約に使用する排出係数しきい値を決定 
排出係数しきい値を検討するための小売電気事業者の調整後排出係数は、

X-2年度及びX-1年度の数値を参考（例えば本年度において検討した
2025年度のしきい値は2022年度及び23年度の調整後排出係数）。ただ
し、タイミング的にX-1年度の数値は各小売電気事業者の公表値 

2025及び26年度 
契約のしきい値 

調達電力の排出係数の基準値 

事業者全体の 
排出係数の基準値 

平均0.25kg-CO2/kWh 
標準偏差0.123の正規分布 
平均値+標準偏差/2程度 
0.31kg-CO2/kWh程度 
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加算点の評価項目（必須） 

ウ．再生可能エネルギーの導入状況

55 

供給電力量に占める再生可能エネルギー電気の導入割合を線形評価 
 裾切り方式の評価項目としている再生可能エネルギーの導入状況（供給電力量に
占める再エネ割合）。導入していれば加点。15%を満点として上限値を付与 

𝒚𝒚 𝒚 𝟏𝟏
𝟑𝟑 𝒙𝒙

(𝟎𝟎 𝟎 𝟎𝟎 𝟎 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝒙𝒙 𝒙 𝟏𝟏𝟏𝟏 → 𝒚𝒚 = 𝟓𝟓)

配点を5点とする場合の
線形評価式及び評価点 

別紙p.11 

加算点の評価項目（必須） 

イ．調達電力に占める再生可能エネルギー電気の割合

54 

調達電力に占める再生可能エネルギー電気の割合を線形評価 
 標準点の基準値である50%を上回る場合に加点。100%を満点として上限値を
付与 

𝒚𝒚 𝒚 𝟏𝟏
𝟓𝟓𝒙𝒙 𝒙 𝟏𝟏𝟏𝟏

(𝟎𝟎 𝟎 𝟎𝟎 𝟎 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝒙𝒙 𝒙 𝟓𝟓𝟓𝟓 → 𝒚𝒚 = 𝟎𝟎)

配点を10点とする場合の
線形評価式及び評価点 

別紙p.10 
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加算点の評価項目（必須） 

オ．追加性のある再生可能エネルギー電気の割合

57 

調達電力に占める追加性のある再生可能エネルギー電気の割合を線形評価 
 調達電力に占める追加性のある再生可能エネルギー電気（運転開始又はリパワリン
グから15年以内）。35%超の供給で加点。100%を満点として上限値を付与 

配点を5点とする場合の
線形評価式及び評価点 

𝒚𝒚 𝒚 𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒙𝒙 𝒙

𝟑𝟑𝟑𝟑
𝟏𝟏𝟏𝟏

(𝟎𝟎 𝟎 𝟎𝟎 𝟎 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝒙𝒙 𝒙 𝟑𝟑𝟑𝟑 → 𝒚𝒚 = 𝟎𝟎)

別紙p.14 

加算点の評価項目（必須） 

エ．未利用エネルギーの活用状況

56 

供給電力量に占める未利用エネルギー電気の活用割合を線形評価 
 裾切り方式の評価項目としている未利用エネルギーの活用状況（供給電力量に占
める未利用エネ割合）。導入していれば加点。2%を満点として上限値を付与 

𝒚𝒚 𝒚 𝟓𝟓
𝟐𝟐 𝒙𝒙

(𝟎𝟎 𝟎 𝟎𝟎 𝟎 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏,𝒙𝒙 𝒙 𝒙𝒙 → 𝒚𝒚 = 𝟓𝟓)

配点を5点とする場合の
線形評価式及び評価点 

別紙p.13 
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加算点の評価項目（任意） 

キ．ディマンド・リスポンスの取組【1/2】

59 

小売電気事業者のディマンド・リスポンス（DR）の取組に係る評価項目・内容とし
ては、例えば以下の評価項目等が想定 
下げDR（ピーク時節電）に関する加算例 
 需給ひっ迫時のインセンティブ型DRを常設、高圧需要家向けの報酬付き節電プログ
ラムの運用など 

上げDR（再エネ余剰吸収・ピークシフト）に関する加算例 
 再エネ出力抑制時間帯に合わせた「上げDRメニュー」、季節キャンペーン型の需要前
倒し（先冷/先充電等）など 

アプリ/見える化/スマートメーター連動に関する加算例 
 アプリによる節電ナッジ＋ポイント付与、スマートメーター・マイページのアラート機能
（当日/直前プッシュ）など 

IoT機器の遠隔制御（機器制御型DR）に関する加算例 
 通信機能付きヒートポンプ給湯機/蓄電池の事前同意に基づく遠隔制御、EV充電
の時間帯別制御/課金（オプトイン方式）など 

料金メニュー（価格シグナル）に関する加算例 
 季節別・時間帯別・曜日別の料金設計、市場連動型（JEPX連動等）プラン、ネ
ガワット取引など 

別紙p.16 

加算点の評価項目（必須） 

カ．再生可能エネルギー電気の創出・利用の取組

58 

指定地域における卒FIT電力の買取価格を線形評価 
 卒FIT電力の1kWh当たりの買取価格を7円から評価。7円超で買い取っていれば
加点。12円を満点として上限値を付与 

𝒚𝒚 𝒚 𝒚𝒚 𝒚 𝒚𝒚
(𝒙𝒙 ≥ 𝟎𝟎,𝒙𝒙 < 𝟕𝟕 → 𝒚𝒚 = 𝟎𝟎,𝒙𝒙 > 𝟏𝟏𝟏𝟏 → 𝒚𝒚 = 𝟓𝟓)

配点を5点とする場合の
線形評価式及び評価点 

別紙p.15 
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線形評価式を含め評価値の算定は環境省HPで自動算定ツールを提供 

総合評価落札方式の評価値算定例 

61 

総合評価落札方式による総合評価値の算定例 

注： A～Eの事業者については標準点の要件を満たしているものとする（標準点100点を獲得） 

別紙p.17 

加算点の評価項目（任意） 

キ．ディマンド・リスポンスの取組【2/2】
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アグリゲーション/VPP・市場連携に関する加算例 
 アグリゲーターとして容量市場の発動指令電源を保有/運用、需給調整市場（一次

/三次①等）・調整力市場I’へのDR供出、VPP（仮想発電所）の構築・実証及
び運用など 

地域エネルギー×DR（マイクログリッド等）に関する加算例 
 地区EMSと連携したDRオペレーションなど 
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1．建築物に係る契約 
(1) 建築物の設計に係る契約 
(2) 建築物の維持管理に係る契約 
(3) 建築物の改修に係る契約 
①① 省エネルギー改修（ESCO事事業業） 

 に係る契約 
② その他の省エネ改修事業に係る契約 

63 

※基本方針・解説資料の主な部分のみスライドとして抜粋
詳細は基本方針及び基本方針解説資料を参照

※関連情報を掲載した環境省ホームページも参照
https://www.env.go.jp/policy/ga/bp_mat.html 

ⅣⅣ．その他の契約類型
（既存の契約類型の内容について、問い合わせの多い 
箇所や実務に当たっての留意点を中心に） 

 

環境配慮契約法基本方針： 
国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出 
の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針 

（平成19年12月7日閣議決定 令和５年2月24日変更閣議決定） 
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業務その他部門におけるCO2排出量の推移 
 2023年年度度の業業務務そそのの他他部部門門ののエエネネルルギギーー起起源源CO2排排出出量量はは165百百万万㌧㌧で2013年度

比では29.7%削減（電力の排出係数改善等による）、前年度比では6.2%減減少少 
 二酸化炭素排出量に占める割合は1990年度11.3%から2023年年度度16.7%へ伸長 

資資料料：：「「日日本本のの温温室室効効果果ガガスス排排出出量量デデーータタ（（1990～～2023年年度度確確報報値値））」」（（国国研研））国国立立環環境境研研究究所所GIO 

65 

 
 

1．建築物に係る契約 
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建築に係る契約【基本的考え方】 

建建築築物物のの新新築築時時には、原則として、建築物のZEB化化及び再再生生可可能能エエネネルルギギーー
のの導導入入を図る 
 企画・設計段階におけるZEB水水準準（（ZEB Oriented相相当当以以上上））のの省省エエ

ネネルルギギーー性性能能のの確確保保、再再生生可可能能エエネネルルギギーーのの最最大大限限のの導導入入が必要 
既既存存建建築築物物のの改改修修時時には、改修による省エネルギー効果等を踏まえ、必要に
応じ、ZEB化化をを見見据据ええたた中中長長期期的的なな改改修修計計画画を検討する 
 建築物の特性や改修規模を踏まえたZEB化化のの可可能能性性のの検検討討及び中中長長期期

的的・・段段階階的的ななZEBのの実実現現に向けた改修計画の検討を実施 
建築物のラライイフフササイイククルル全全般般において脱炭素化を図るため、エネルギー消費
量等のデータ計測・分析等を踏まえた各各段段階階ににおおけけるる対対策策・・取取組組等等のの効効果果的的
なな連連携携及及びび評評価価、、要要求求性性能能のの実実現現ののたためめののププロロセセススのの設設定定等等について専専門門家家
等等のの活活用用を含め検討する 
 建築物のライフサイクルにおけるココミミッッシショョニニンンググププロロセセススのの活活用用、脱

炭素化に向けた対策・取組等の効果的な連携を図る 
 エエネネルルギギーー管管理理指指標標・・目目標標等等による要求性能の設定、要求性能の実現に

向け、管管理理レレベベルルにに対対応応ししたたエエネネルルギギーー管管理理機機能能のの導導入入の検討 
 発注者自らが技術内容を理解し、発注仕様を作成することが困難な場合

等における専専門門家家のの関関与与・・活活用用可可能能性性のの検検討討 

基本的考え方 

p.69 
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建築物に係る契約【基本的事項】 

建築物の設計に係る契約、建築物の維持管理に係る契約及び建築物の改修に係る
契約（以下「建築物に係る契約」という。）に関する基本的事項は以下のとおり
とする。 

建築物の新築に当たっては、原則として、建築物のZEB化及び再生可能エネル
ギーの導入を図るものとする。 
既存建築物の改修に当たっては、改修による省エネルギー効果等を踏まえ、必
要に応じ、ZEB化を見据えた中長期的な改修計画を検討するものとする。 
建築物に係る契約に当たっては、建築物の企画・設計段階から維持管理の運用
段階、さらには建築物の改修段階に至るまでのライフサイクル全般において、
建築物の脱炭素化を図るため、エネルギー消費量等のデータ計測・分析等を踏
まえた各段階における対策・取組等の効果的な連携及び評価、要求性能の実現
のためのプロセスの設定等について、専門家等の活用を含め、検討するものと
する。 

建築物に係る契約に関する基本的事項 
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データ計測・分析結果等の他の契約類型への展開・活用 
建築物の設計段階又は改修段階において維持管理の運用段階におけるデータ計
測・分析結果等の他の契約類型への展開及び活用を想定した対策が重要 
 エネルギー管理指標・目標等による要求性能の設定、要求性能の実現に向け取得デー
タの活用を図るため、管理レベルに対応したエネルギー管理機能の導入を推奨 

 データ計測・分析結果等を他の契約類型に効果的に展開するため、必要に応じた維持
管理とデータ分析に係る業務の分業化を含めた専門家の活用等の取組を促進 

建築物に係る契約における契約類型間の連携① 
建築物の設計、維持管理及び改修が建築物のライフサイクルにおいて効果的・有機的
に連携することにより、温室効果ガス排出削減に対する相乗効果が期待 

設計段階におけるZEB水準の省エネルギー性能の確保や再生可能エネルギーの

最大限の導入、維持管理の運用段階におけるデータの活用、改修・更新時にお
ける最適な設備等の選択・導入判断等、建築物のライフサイクルにおいて、徹
底的な省エネルギー対策を図るとともに、脱炭素化を目指すことが必要 
省エネルギー対策の実効性をより高めるためには、企画・設計段階、運用段階
及び改修の各段階をデータの計測・分析結果等を通じて一体的にマネジメント
していくことが重要 
OPR等のコミッショニングプロセスの適用について検討が重要 

69 
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【参考】4段階のZEBの定義 

資料：環境省「ZEB PORTAL-ネット・ゼロ・エネルギービル（ゼブ）ポータル」 
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【参考】新築建築物における効果的連携イメージ 

企画・設計段階のZEB化、徹底した省エネ対策、再エネの導入、運用段階の要求性能
の実現・改善、改修段階の運用実績データの活用など建築物のライフサイクルにおいて各
契約類型が効果的・有機的に連携、脱炭素推進のためコミッショニングプロセスを活用 

コミッショニングプロセスの仕組み 

建築物に係る契約における契約類型間の連携② 

建築物のライフサイクル全般におけるコミッショニングプロセスの適用 
ライフサイクルの各段階における専門家の関与等の可能性の検討を推奨 
 発注者が自ら技術内容を理解し、発注仕様を作成することが困難な場合等における専
門家の関与・活用可能性の検討を実施 

OPR（Owner’s Project Requirement）等のコミッショニングプロセスの適用 
 新築建築物については、発注者が要求性能・要求水準の実現を図る観点から、建築物
のライフサイクルの各段階においてコミッショニングプロセスを適用（上記の専門家の関与等
の可能性と併せて検討）するための事例収集、適用方法等を検討 

 既存建築物については、維持管理の運用段階のデータ計測・分析等を通じた運用改善・
運用方法の最適化を図るとともに、必要な設備更新、更に改修計画の策定に向けて要
求性能・改修性能の実現のためコミッショニングプロセスの考え方を検討・導入 

発注者向けの省エネ・脱炭素化に向けた対策等のメニュー化 
省エネ・脱炭素化に向けた対策・取組等の連携の具体化・メニュー化については、
引き続き検討 
 建築物のライフサイクルにおける発注者向けの省エネ・脱炭素対策等のメニュー化（維持
管理におけるメニュー化と連携） 
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【参考】管理レベル設定の目安、管理方法等 

資料：「官庁施設におけるエネルギー管理機能の計画・設計の手引き（案）」（令和3年9月）により作成 

管 理 レ ベ ル 
レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ 

設
定
の
目
安
 

規模 ～1,000㎡ 1,000～3,000㎡ 3,000～10,000㎡ 10,000㎡～ 

空気調和設備 
の形式 個別方式 中央方式 中央方式 中央方式 

中央監視制御装置
の形式 警報盤（集中管理リモコン） 簡易型監視制御装置 簡易型監視制御装置 

又は監視制御装置 監視制御装置 

施設管理体制 職員 職員 職員又は外部委託 
（非常駐、常駐） 

外部委託 
（常駐） 

エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
の
方
法
等
 

エネルギー消費量等
の把握・評価 

施設全体のエネルギー使用
量の総量を把握 

目標値や実績との比較・評
価を実施 

施設全体のエネルギー使用
量の総量を把握 

主な用途種別ごとの使用量
を把握 

目標値や実績との比較・評
価を実施 

施設全体のエネルギー使用
量の総量を把握 

主な用途種別ごと及びフロア
又は系統ごとの使用量を把
握 

目標値や実績との比較・評
価を実施 

主要機器・システム性能の
確認、性能評価を実施 

施設全体のエネルギー使用
量の総量を把握 

用途種別ごと及びフロア又は
系統ごとの使用量を把握 

目標値や実績との比較・評
価を実施 

主要機器・システム性能の
確認、性能評価を実施 

空調二次側システムの性能
の確保、評価を実施 

管理指標 

施設全体のエネルギー使用
量(電力・ガス等) 

施設全体の1次エネルギー
消費量（CO2排出量） 

主な用途種別ごとのエネル
ギー使用量（電力・ガス
等） 

施設全体の1次エネルギー
消費量（CO2排出量） 

主な用途種別ごと、フロア又
は系統ごとのエネルギー使用
量（電力・ガス等） 

主要機器・システムの性能
（機器・システムCOP等） 

施設全体の1次エネルギー
消費量（CO2排出量） 

主な用途種別ごと、フロア又
は系統ごとのエネルギー使用
量（電力・ガス等） 

主要機器・システムの性能
（空調二次側を含む） 

72 

【参考】既存建築物における効果的連携イメージ 

既存建築物は運用段階におけるデータ計測・分析等を通じた改善への取組、更新・改修に向
けた運用実績データの積極的な活用等要求性能実現のためコミッショニングプロセスを活用 

より詳細なデータ分析 
類似施設との比較・分析 
運用改善計画の策定 
要求性能の検討 
優良事例の活用 
改修計画の策定 

適切な運用 
データ計測・集計 
データ分析 
日常的な改善 

データの分析結果を
活用した運用改善 

運用方法の最適化 

改修【更新含む】 

運 用
運用改善 

要求性能・改修性
能の実現 

設備の適正化 
設備の性能向上 

企画【評価/計画】 
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【参考】コミッショニング① 

コミッショニングは大きく2つに分
かれる。一つは新新築築建建築築物物ののココミミッッ
シショョニニンンググ、もう一つは既既存存建建築築物物
ののココミミッッシショョニニンンググ 
新築建築物のコミッショニングは、
ビルのオーナーやユーザーが求める
建築設備への要求性能を文書として
まとめ、その要求通りに企画・設計
され、建設され、運用されているこ
とを検証する過程（プロセス） 
既設建築物のコミッショニングは、
現状の運用性能を分析し、より適切
な運転にするために必要な調整や改
修、並びに運転の最適化を提案し、
性能検証して実現するプロセス 

資料：特定非営利活動法人 建築設備コミッショニング協会ホームページ 
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【参考】施設規模等による管理レベル設定の目安 

資料：「官庁施設におけるエネルギー管理機能の計画・設計の手引き（案）」（令和3年9月） 
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(1) 建築物の設計に係る契約 
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【参考】コミッショニング② 

新築建築物のコミッショニング 既存建築物のコミッショニング

資料：特定非営利活動法人 建築設備コミッショニング協会ホームページ 
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建築物の設計に係る契約【基本的事項】 

環境配慮型プロポーザル方式を採用した場合であって、特定された者の技術提
案に盛り込まれた温室効果ガス等の排出の削減への配慮の内容が、経済性にも
留意して妥当と判断されるときは、その内容を契約図書に明記することにより、
当該技術提案の内容が設計成果に反映されるようにするものとする。 
環境配慮型プロポーザル方式を採用した場合にあっては、特定された者と契約
を締結し、設計成果について総合的な環境保全性能とともに生涯二酸化炭素排
出量（LCCO2）の評価を契約の相手方（設計者）に求めるものとする。 
環境配慮型プロポーザル方式による発注に当たっては、あらかじめその旨及び
概要を公表するものとし、また、概要を変更したときは変更後の概要を公表す
るものとする。 
環境配慮型プロポーザル方式による発注に当たっては、技術提案の提出を求め
る者に対し必要な情報を提供し、検討のための適切な時間を確保するように配
慮するものとする。 
環境配慮型プロポーザル方式による発注に当たっては、公平性、透明性及び客
観性を確保するものとする。 

建築物の設計に係る契約に関する基本的事項【2/2】 
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建築物の設計に係る契約【基本的事項】 

建築物の設計に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。ただし、当
該事業の主目的に照らして温室効果ガス等の排出の削減以外の項目が特に優先さ
れる事業、温室効果ガス等の削減について設計上の工夫の余地がほとんどない事
業等についてはこの限りではない。 

建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、原則として
温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容（自然エネルギー等の積極的な利
用を含む。）を含む技術提案を求め、総合的に勘案してもっとも優れた技術提
案を行った者を特定する方式（以下「環境配慮型プロポーザル方式」とい
う。）を採用するものとする。 
建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、原則として、
設計成果に求める施設の長寿命化、省エネルギー・省資源、自然エネルギーの
利用、環境負荷低減に配慮した木材等の資機材の利用等を踏まえた環境保全性
能を契約図書に明記するものとする。 
建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、建築物のラ
イフサイクル全般におけるエネルギー消費量等のデータ活用等の重要性に鑑み、
必要に応じ、エネルギー管理機能の導入を契約図書に明記するものとする。 

建築物の設計に係る契約に関する基本的事項【1/2】 
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建築物の設計に係る契約のポイント② 

建築設計における要求水準としての環境保全性基準の設定 
新築の官庁施設整備に適用するエネルギー消費性能をZEBレベル（再生可能エ

ネルギーを除く）に適合させるため、「官庁施設の環境保全性基準」が改定さ
れたところ（令和4年4月1日より適用開始） 
独立行政法人等の施設についても、設計における要求水準として、ZEB化に対
応した環境保全性基準の適用を推奨 

官庁施設整備に適用する基準類の見直しの内容の環境配慮契約への反映 
「官庁施設の環境保全性基準」の改定を受けて建築物の設計に係る契約
においてZEB化を推進 
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建築設計における環境配慮型プロポーザル方式の実施の重要性 
政府実行計画においてZEB化の目標達成※１に向けた省エネルギー対策の徹底及
び再生可能エネルギーの最大限の活用※２が求められているところ 

    ※１ 新築事業は原則ZEB Oriented相当以上、2030年度までに新築建築物の平均でZEB 
Ready相当となることを目指す 

    ※２ 2030年度には設置可能な建築物（敷地を含む。）の約50%以上に太陽光発電設備を設
置することを目指す 

国等の公的機関による率先した取組の必要性、新築の住宅・建築物において確
保すべき省エネ性能の（目標年度を待たず）可能な限り早期の達成※ 

※ 脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方（令和3年8月） 
以上を踏まえ、政府実行計画等の実現に資する技術提案のテーマ設定とするこ
とが重要 

環境配慮型プロポーザルの技術提案のテーマの設定 
建築物のZEB化、再生可能エネルギーの最大限の導入など求められる水準の確保を
前提に、維持管理も念頭に、脱炭素につながる技術提案のテーマの設定を進める 
 新築ZEB Oriented相当以上を達成するための設計上の配慮事項に関する技術提案 
 対象施設の特性を踏まえた機能・品質を確保した上で徹底した省エネルギー対策に取り
組むための設計上の配慮事項に関する技術提案 等 

建築物の設計に係る契約のポイント① 
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(1) 趣趣旨旨 
建建築築物物にに要要求求さされれるる性性能能はは、、環環境境保保全全性性、、安安全全性性、、機機能能性性、、経経
済済性性ななどど広広範範多多岐岐 
広広範範多多岐岐なな要要求求性性能能のの中中でで、、環環境境とと高高度度にに調調和和ののととれれたた設設計計をを
行行うう高高いい技技術術力力がが必必要要 
温温室室効効果果ガガスス等等のの排排出出削削減減にに関関すするる内内容容をを一一つつ以以上上盛盛りり込込んんだだ
技技術術提提案案をを求求めめるるここととがが適適切切 

設設計計のの初初期期段段階階かからら意意匠匠・・構構造造・・設設備備等等かかららななるる設設計計チチーームムのの
ババラランンススがが取取れれたた環環境境配配慮慮にに対対すするる提提案案・・検検討討ががななさされれ、、実実現現
さされれてていいくくここととがが重重要要 
建建築築物物のの設設計計ににおおいいててはは、、設設計計者者やや設設計計組組織織のの持持つつ創創造造力力やや確確
かかなな技技術術力力等等のの経経験験のの蓄蓄積積にに基基づづくく専専門門家家ととししててのの豊豊かかななノノウウ
ハハウウをを評評価価すするるたためめププロロポポーーザザルル方方式式のの採採用用がが適適切切 

建築物の設計に係る契約【優れた環境配慮設計の推奨】 

ププロロポポーーザザルル方方式式にに準準じじたた環環境境配配慮慮型型ププロロポポーーザザルル方方式式をを採採用用

環境配慮型プロポーザル方式について p. 90 
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建築物の設計に係る契約【背景と意義】 

建建築築物物はは、、設設計計者者がが発発注注者者のの意意図図をを把把握握しし、、様様々々なな要要求求事事項項のの
ババラランンススををととりり作作成成ししたた設設計計図図にによよっってて単単品品生生産産さされれるる 
建建築築物物はは何何十十年年のの長長期期にに供供用用さされれるるたためめ、、設設計計段段階階ににおおけけるる環環
境境配配慮慮がが不不十十分分なな場場合合、、そそのの負負のの影影響響もも長長期期ににわわたたるる 

 建建築築物物のの質質やや経経済済性性等等はは設設計計者者にによよっってて大大ききくく左左右右さされれるる 
 公公共共施施設設はは国国民民共共有有のの財財産産ととししてて質質のの高高ささがが求求めめらられれるる 
 設設計計料料のの多多寡寡だだけけででははななくく、、設設計計者者のの技技術術力力等等をを審審査査のの上上、、業業

務務にに最最もも適適ししたた設設計計者者をを選選定定すするるここととがが極極めめてて重重要要 

建築設計における環境配慮の必要性と意義 p.74 

建築設計におけるプロポーザル方式の意義 p.91 
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国国等等のの機機関関のの建建築築物物のの建建築築又又はは大大規規模模なな改改修修にに係係るる設設計計
をを委委託託すするる場場合合、、2段段階階のの環環境境配配慮慮をを求求めめるる 

① 要求環境保全性能の規定（ボトムアップ） 
すべての設計業務を発注する際に環境保全性能を求めること
により、すすべべててのの建建築築物物のの環環境境保保全全性性能能をを一一定定のの水水準準ままでで
向向上上させる 

② 優れた環境配慮設計の推奨（レベルアップ） 
環環境境配配慮慮型型ププロロポポーーザザルル方方式式のの導導入入により、環境保全に対
し優れた創造性、技術力、経験等を有する設計者を選定し、
優れた手法を発掘し、建建築築物物のの環環境境保保全全性性能能をを向向上上させる 

建築物の設計に係る契約【背景と意義】 

建築設計における環境配慮の必要性と意義 p.83 
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建築物の設計に係る契約【優れた環境配慮設計の推奨】 

環境配慮型プロポーザル方式について p.90 

(2) 適適用用範範囲囲 
建建築築物物のの建建築築又又はは大大規規模模なな改改修修にに係係るる設設計計業業務務のの発発注注 
原原則則ととししてて環環境境配配慮慮型型ププロロポポーーザザルル方方式式をを採採用用 

 

例外 事事業業のの目目的的にに照照ららししてて温温室室効効果果ガガスス等等のの排排出出のの削削減減以以外外のの項項
目目がが特特にに優優先先さされれるる事事業業、、温温室室効効果果ガガスス等等のの削削減減ににつついいてて設設
計計上上のの工工夫夫のの余余地地※※ががほほととんんどどなないい事事業業等等 
※ 極極めめてて高高度度なな特特定定のの機機能能にに対対すするる要要求求性性能能がが温温室室効効果果ガガスス等等のの排排出出削削減減にに

優優先先すするる事事業業、、設設計計業業務務発発注注前前にに多多くくのの項項目目ににつついいてて意意思思決決定定ががななさされれ優優
先先さされれるるべべきき事事項項がが決決定定ししてていいるる事事業業、、宿宿舎舎等等でで一一連連のの施施設設群群にに対対しし最最初初
のの設設計計をを基基にに連連続続的的にに設設計計をを行行うう事事業業、、及及びび特特段段のの事事情情にによよりり採採択択ででききなな
いい理理由由をを事事前前にに公公表表ししてていいるる事事業業 

環環境境配配慮慮型型ププロロポポーーザザルル方方式式のの適適用用をを除除外外（（可可能能なな限限りり環環境境
配配慮慮契契約約のの実実施施可可能能性性のの検検討討がが必必要要）） 

注注 実実施施設設計計ののみみをを外外注注すするる場場合合でで「「設設計計上上のの工工夫夫のの余余地地ががほほとと
んんどどなないい」」とと整整理理ででききるる場場合合、、一一般般競競争争入入札札ででもも可可 
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建築物の設計に係る契約【要求環境保全性能】 

建建築築物物のの環環境境保保全全性性能能にに関関すするる規規定定 
官官庁庁施施設設のの環環境境保保全全性性基基準準 

環境保全性に係る性能 
環境負荷低減性 

長長寿寿命命、、適適正正使使用用・・適適正正処処理理、、エエココママテテリリアアルル、、省省エエネネルル
ギギーー・・省省資資源源  

周辺環境保全性 
地地域域生生態態系系保保全全、、周周辺辺環環境境配配慮慮  

官庁施設の環境保全性基準 p.87 
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 与条件の整理 
 手続開始の公示 
 説明書の交付 
 参加表明書の受領 

 技術提案書の提出
者の選定 

 選定通知書／提出
要請書の送付 

技術提案書の受領・
ヒアリングの実施 

技術提案書の評価・
特定・通知 

 契約 

設計者選定手続の流れと環境配慮のタイミング 

建築物の設計に係る契約【プロポーザル方式】 

 「要求環境保全性能」を契約図書に明記し、最低限必
要とする環境保全性能を確保 

環境配慮に関する項目を含む技術提案を求め、優れた
技術提案を行った者を特定する「環境配慮型プロポー
ザル方式」を採用し、技術提案内容を設計成果に可能
な限り反映 

プロポーザル準備 提案者選定 
提出要請 

技術提案書 
特定・契約 
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建築物の設計に係る契約【要求環境保全性能】 

官庁施設の環境保全性基準 p.88 

環境保全性の水準

3. その他 
運運用用段段階階ににおおけけるるエエネネルルギギーー消消費費量量（（運運用用エエネネルルギギーー））及及びびそそれれにに伴伴
うう二二酸酸化化炭炭素素排排出出量量（（運運用用CO2））、、ラライイフフササイイククルル二二酸酸化化炭炭素素排排出出量量
（（LCCO2））、、ラライイフフササイイククルル廃廃棄棄物物最最終終処処分分量量（（LCW））、、ラライイフフササ
イイククルル資資源源投投入入量量（（LCR））をを算算出出すするる方方法法、、そそのの他他のの方方法法にによよりり確確認認
すするる場場合合はは、、1及及びび2をを考考慮慮ししたた水水準準をを設設定定 
 「「官官庁庁施施設設のの環環境境保保全全性性基基準準」」をを設設計計業業務務をを実実施施すするる際際のの適適用用基基準準

ととししてて設設計計仕仕様様書書にに明明記記すするるここととにによよりり、、最最低低限限必必要要ととすするる環環境境保保
全全性性能能をを確確保保 

 ささららななるる環環境境保保全全性性能能をを求求めめるる場場合合はは、、環環境境保保全全性性のの水水準準をを設設計計仕仕
様様書書にに特特記記すするる 

「「CASBEEののBEE値値○○以以上上」」ででああるるこことと  等等 
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建築物の設計に係る契約【要求環境保全性能】 

88 

官庁施設の環境保全性基準 p.88 

環境保全性の水準

1. 建築環境総合性能 
① 特定事務庁舎を新築する場合 

建建築築環環境境総総合合性性能能評評価価シシスステテムム（（CASBEE））にによよるる建建築築物物のの環環境境
効効率率（（BEE値値））がが1.5以以上上 

② ①以外 
CASBEEにによよるる建建築築物物のの環環境境効効率率（（BEE値値））がが1.0以以上上 

2. 建築物のエネルギー消費性能 
① 新築する場合 

原原則則ととししてて、、建建築築物物エエネネルルギギーー消消費費性性能能基基準準等等をを定定めめるる省省令令（（基基準準
省省令令））にに基基づづくく設設計計一一次次エエネネルルギギーー消消費費量量のの値値がが、、基基準準省省令令にに基基づづ
くく用用途途にに応応じじててそそれれぞぞれれ以以下下のの値値以以下下 
a. 事事務務所所等等、、学学校校等等、、工工場場等等 
基基準準省省令令にに基基づづくく基基準準一一次次エエネネルルギギーー消消費費量量のの値値にに0.6をを乗乗じじてて得得たた値値 

b. a以以外外 
基基準準省省令令にに基基づづくく基基準準一一次次エエネネルルギギーー消消費費量量のの値値にに0.7をを乗乗じじてて得得たた値値 

② ①以外 
省省エエネネ性性能能のの向向上上ののたためめのの措措置置をを講講じじるるこことと 
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技技術術提提案案ののテテーーママ設設定定にに当当たたっっててはは、、温温室室効効果果ガガスス等等のの排排出出削削減減にに関関
すするる内内容容（（自自然然エエネネルルギギーー等等のの積積極極的的なな利利用用をを含含むむ。。））をを含含めめるる 

建築物の設計に係る契約【設計者選定手続】 

技術提案のテーマ設定例
 ZEB Oriented相相当当以以上上をを達達成成すするるたためめのの設設計計上上のの配配慮慮事事項項ににつついいてて 
 施施設設のの特特性性をを踏踏ままええたた機機能能・・品品質質をを確確保保ししたた上上でで徹徹底底ししたた省省エエネネルルギギーー対対

策策にに取取りり組組むむたためめのの設設計計上上のの配配慮慮事事項項ににつついいてて 
 地地域域性性をを考考慮慮ししたた環環境境負負荷荷のの抑抑制制とと自自然然エエネネルルギギーーのの活活用用にに関関すするる設設計計上上

のの配配慮慮事事項項ににつついいてて 
 本本施施設設にに適適用用すすべべききLCCO2削削減減技技術術及及びびそそれれをを決決定定ししてていいくく上上でで考考慮慮すす

べべきき要要素素ににつついいてて 
 本本施施設設のの特特性性をを考考慮慮ししたた、、効効果果的的なな環環境境負負荷荷低低減減にに関関すするる設設計計上上のの提提案案にに

つついいてて（（一一般般的的項項目目のの網網羅羅的的提提示示ででははななくく、、気気候候・・敷敷地地・・形形状状・・周周辺辺状状況況
等等をを考考慮慮しし、、よよりり効効果果的的なな方方策策をを示示すすこことと）） 

 積積雪雪・・寒寒冷冷地地にに立立地地すするる施施設設ににつついいてて、、温温室室効効果果ガガスス排排出出量量のの削削減減をを行行うう
たためめのの気気候候風風土土及及びびココスストトをを踏踏ままええたた環環境境負負荷荷低低減減方方策策のの提提案案ににつついいてて 

選定通知／提出要請書の送付 p.99 
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【参考】官庁施設の環境保全性基準の改定 

 官庁施設の計画・設計に適用する「官官庁庁施施設設のの環環境境保保全全性性基基準準」を改定し、官
庁施設が確保すべきエネルギー消費性能として、政府実行計画に基づき、新築
する場合は原原則則 ZEB Oriented相相当当以以上上 

 国の各府省庁が共通して使用する「統統一一基基準準」として令和4年4月1日から適用 

国国土土交交通通省省報報道道発発表表資資料料よよりり作作成成 

官官庁庁施施設設のの 
環環境境保保全全性性基基準準 

300㎡㎡以以上上 
低低炭炭素素基基準準※※１１（（BEI≦≦0.9））をを満満足足 

300㎡㎡未未満満 
省省エエネネ基基準準（（BEI≦≦1.0））をを満満足足 

ZEB Oriented 相当以上※※２ 

＜旧基準＞ ＜新基準＞ 改定内容 

※１：「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準」に示す 
建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準 

※２：「ZEB Oriented 相当以上」は、以下の式で表される。 
 事務所等、学校等、工場等 ：BEI（再生可能エネルギーによる削減を含めない）≦0.6 
 上記以外  ：BEI（再生可能エネルギーによる削減を含めない）≦0.7 

 
 
 
 
※３：空調、換気、照明、給湯、昇降機 
※４：再生可能エネルギー等 

BEI ＝ 
設計1次エネルギー消費量※３の合計－エネルギー利用効率化設備※４による削減量 

基準1次エネルギー消費量※３の合計 
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建築物の設計に係る契約【環境配慮型プロポーザル方式】 

環環境境配配慮慮型型ププロロポポーーザザルル方方式式をを採採用用ししたた業業務務ににああっっててはは、、設設計計成成果果にに
総総合合的的なな環環境境保保全全性性能能及及びびLCCO2のの評評価価をを設設計計者者にに求求めめるる 

国国等等のの施施設設のの評評価価手手法法 
 官官庁庁施施設設ににああっっててはは官官庁庁施施設設のの環環境境保保全全性性基基準準  
 住住宅宅のの用用途途ににああっっててはは住住宅宅のの品品質質確確保保のの促促進進等等にに関関すするる法法律律

にに基基づづくく評評価価方方法法基基準準 
そそのの他他のの評評価価手手法法 
 建建築築物物総総合合環環境境性性能能評評価価シシスステテムム（（CASBEE））  

環境保全性能の評価 p.101 
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小計
建築 3
構造 2
機械 1

5
建築 3
機械 1

2
建築 2

7
①①

16
②② 10
③③ テテーーママ③③ににつついいてて（（後後略略）） 10

100
48

業務への取組体制、設計チームの特徴、特に重視する設計上の
配慮事項等について（ただし、特定テーマに対する内容を除
く。）、的確性、独創性、実現性等を総合的に評価する。

温室効果ガス等の排出削減ににつついいてて、、そそのの的的確確性性
（（与与条条件件ととのの整整合合性性がが取取れれてていいるるかか等等））、、独独創創性性
（（工工学学的的知知見見にに基基づづくく独独創創的的なな提提案案ががさされれてていいるる
かか等等））、、実実現現性性（（提提案案内内容容がが理理論論的的にに裏裏付付けけらられれ
てておおりり、、説説得得力力ののああるる提提案案ととななっってていいるるかか等等））をを
考考慮慮ししてて総総合合的的にに評評価価すするる。。

テテーーママ②②ににつついいてて（（後後略略））

資格

技術力

専門分野の技術者資格

評価の ｳｪｰﾄ

14

5

14

評価の着目点

平成8年12月以降の同種又は類似業
務の実績（実績の有無及び件数、携

以下の順で評価する。
①同種業務の実績がある。
②類似業務の実績がある。

19

評価
項目 判断基準

業務実施方針及び手
法
(評価にあたっては技
術提案書の内容及び
ヒアリングの結果に
より総合的に判断を
行う。）

業務の実施方針

特特定定テテーーママ
にに対対すするる技技
術術提提案案

平成13年12月以降に担当した○○
経経験験年年数数

担当技術者

各担当分野について、資格の内容を資
格評価表により評価する。

合計

主任担当技術者

主任担当技術者
主任担当技術者

主任担当技術者
管理技術者

管理技術者

経験年数を評価する。
以下の順で評価する。

 
 

技技術術提提案案書書のの評評価価基基準準のの例例（（特特定定テテーーママ①①にに環環境境配配慮慮のの技技術術提提案案評評価価）） 

建築物の設計に係る契約【設計者選定手続】 

資格、技術力、経験年数等に半分程度の配点を与える 
特定テーマに対する技術提案のひとつ以上に環境配慮

に関する項目を設け、評価する 

技術提案書の特定・通知 p.100 
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建築物の維持管理に係る契約【基本的事項】 

建築物の維持管理に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。 
建築物の維持管理に係る契約を発注する場合は、原則として、温室効果ガス等
の排出の削減に配慮した内容を契約図書に明記するものとする。 
建築物の維持管理に係る契約を発注する場合は、対象となる施設のエネルギー
使用実態、特性等を踏まえ、複数年契約、複数施設の一括発注等、運用改善に
資する契約方式の検討を行うものとする。 
建築物の維持管理に係る契約であって、入札に付するもののうち、価格と価格
以外の要素を総合的に評価して事業者を選定する場合は、原則として、温室効
果ガス等の排出の削減に配慮する内容を含む提案を求めるものとする。 
建築物の維持管理に係る契約に当たっては、エコチューニング等を活用し、エ
ネルギー消費量等のデータ計測・分析及び分析結果を反映した運用改善を実施
事業者に求めるものとする。また、運用実績データを改修計画の検討に活用す
るものとする。 
具体的な要求仕様及び入札条件については、当該建築物の用途・特性等を踏ま
え、調達者において設定するものとする。 

建築物の維持管理に係る契約に関する基本的事項 
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(2) 建築物の維持管理に係る契約 
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データ計測・分析、評価指標等 
維持管理の運用段階において施設規模・運用管理体制に応じた管理レベルの目
安の提示及びエネルギー消費量等のデータ計測・分析等の推奨 
 施設規模・運用管理体制に応じたエネルギー（又はGHG）の管理レベルの目安の提示 
 エネルギー（又はGHG）の管理指標・目標の設定による継続的なデータの収集・分析・評
価（必要に応じ、データ計測・分析・評価に係る情報提供を検討） 

 毎年度契約実績調査結果から、地域別・用途別・管理レベル別のエネルギー消費量（又
はGHG）のベンチマークとなる原単位（面積当たり、入居者当たり等）の算定及び公表 

 エコチューニング等の運用改善の手法の推進及び導入効果、先進・優良事例の提供 
BEMSを導入している施設、省エネルギー診断を実施した施設については、エネル
ギー消費量等のデータ計測・分析の実施及び分析結果の積極的な公表を要請 
 データ計測・分析、運用改善、改修計画等の各段階における専門家の活用を検討 

維持管理に係る契約のポイント① 

維持管理の運用段階におけるデータ計測・分析、継続的なデータ活用の重要性 
データ計測・分析、評価指標等は、建築物のライフサイクルにおける温室効果
ガス排出削減・脱炭素化に向けてすべての基盤、最も基本となるもの 
維持管理の成果を評価するための指標の設定及び継続的な把握・分析が重要 
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建築物の維持管理に係る契約【基本的考え方】 

原則として温温室室効効果果ガガスス等等のの排排出出のの削削減減にに配配慮慮ししたた内内容容をを契契約約図図書書にに明明記記 
対象となる施設のエネルギー使用実態、特性等を踏まえ、複複数数年年契契約約、、複複数数
施施設設のの一一括括発発注注等等、、運運用用改改善善にに資資すするる契契約約方方式式を検討 
 運用段階において施施設設規規模模・・運運用用管管理理体体制制にに応応じじたた管管理理レレベベルルのの設設定定及

びエエネネルルギギーー消消費費量量等等ののデデーータタ計計測測・・分分析析等等のの実実施施が重要 
 運用改善に資する複複数数年年契契約約方方式式、複複数数施施設設のの一一括括発発注注等等の可能性につ

いてエネルギー使用の実態や建物の特性等を踏まえた検討が重要 
価格と価格以外の要素を総合的に評価して事業者を選定する場合は、原則と
して温温室室効効果果ガガスス等等のの排排出出のの削削減減にに配配慮慮すするる内内容容をを含含むむ提提案案を求める 
エコチューニング等を活用し、エネルギー消費量等のデータ計測・分析及び
分析結果を反映した運運用用改改善善をを実実施施事事業業者者にに求求めめるる 
運用実績データを改改修修計計画画のの検検討討にに活活用用する 
 エネルギー消費量等のデータ計測・分析、分析結果を踏まえた運運用用改改善善

がが可可能能とと判判断断さされれるる事事業業者者（エコチューニング事業者等）のの選選定定が重要 
 蓄積された運運用用段段階階ににおおけけるるデデーータタをを次次期期改改修修計計画画のの検検討討にに活活用用するこ

とが重要 
具体的な要求仕様及び入札条件については、当該建築物の用途・特性等を踏
まえ、調達者において設定する 

基本的考え方 p.105 
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対象とする業務範囲等① 

【【一一般般的的なな建建築築物物のの維維持持管管理理にに係係るる業業務務】】 
建築物自体の維持管理、導入設備機器等の維持管理、環境衛生管理、清
掃、廃棄物処理、警備、受付、電話交換等 
 
上記のうち、施設に導入された設備・機器等の適切な運転保
守管理、運用改善等により温温室室効効果果ガガススのの排排出出削削減減がが期期待待ささ
れれるる以以下下のの業業務務を想定 

1. 電気設備保守管理業務 
2. 機械設備保守管理業務 
3. エレベーターを中心とした搬送設備保守管理業務 

 

発注に当たっては建築物の維持管理に係る環境配慮契約のチェックリストを参
考に省エネ・脱炭素対策等に資する環境配慮契約として仕様等に盛り込む 
ただし、上記1～3以外の業務であっても、温室効果ガス等の排出の削減に資す
る維持管理業務として発注者の判断により対象業務として選定することを妨げる
ものではない。 

対象とする業務範囲 p.106 
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運用改善に資する契約方式・契約方法等 
維持管理において省エネ効果を発揮するために施設規模、業務内容、契約方式に
対応した入札参加資格、評価項目・評価内容等の提示 
 契約方式（価格競争方式、総合評価落札方式、随意契約等）に応じた入札参加要
件の考え方、総合評価落札方式における評価項目・評価内容等の整理 

 データ計測・分析、分析結果を踏まえた運用改善が可能と判断される事業者の選定 
 蓄積された運用段階における成果を踏まえた次期発注仕様の作成 
運用改善に資する複数年契約方式、複数施設の一括発注等の実施可能性につ
いて、当該施設のエネルギー使用の実態や建物の特性を踏まえ検討することを推奨 
データ計測・分析等に係る業務については、当該施設のエネルギー管理レベル等に
応じ、維持管理業務と分離した発注（複数施設の業務を含む）の可能性の検討 

維持管理に係る契約のポイント② 

運用改善に向けた契約方式・契約方法等の検討の重要性
令和5年度の維持管理に係る契約の締結実績によると、契約年数では単単年年度度契契
約約87.7%、契約方式では最最低低価価格格落落札札方方式式51.0%、少少額額随随契契38.9% 
運用改善効果を発揮するためには事業者の能力に加え、一定の運用期間が必要
と考えられ、建築物の特性を踏まえた運用改善につなげ難い状況も想定 
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101 

【参考】維持管理に係るチェックリスト（例）② 

100 

【参考】維持管理に係るチェックリスト（例）① 

要求事項：契約図書に記載される業務の要求事項 
日常業務（自ら実施）：日常の点検・保守業務で対応可能なレベルであり、施設管理者等の担当者が実施可能 
日常業務（業者実施）：日常の点検・保守業務で対応可能なレベルであり、維持管理業者が実施する業務 
技術者支援等：技術者・専門家による一定の支援が必要となるレベル 
設備更新等：導入・更新等に対応する費用が発生するレベル（改修事業に反映） 
※「要求事項」及び「日常業務（自ら実施）」以外は実施に当たって費用の発生が想定される 

資料：環境省「温室効果ガス排出削減等指針ウェブサイト」、エコチューニング推進センター「エコチューニングを実践する 
   ための対策項目」、（一財）省エネルギーセンター「工場及びビルの省エネチェックリスト」などを参考に作成 

建建築築物物のの維維持持管管理理にに係係るる環環境境配配慮慮契契約約ののチチェェッッククリリスストト（（例例）） 
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対象とする業務範囲等② 
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公共サービス改革法に基づく取組 p.106 

公共サービス改革法に基づく公公共共ササーービビスス改改革革基基本本方方針針におい
て、国の行政機関等の施設※のうち、大規模な施設を中心に庁舎
の管理・運営業務が官民競争入札又は民間競争入札の対象業務
として選定され、民間競争入札が実施 
 複複数数業業務務をを包包括括し、複複数数年年契契約約で発注される場合が多い 
 原則として総総合合評評価価落落札札方方式式をを採採用用 

※ 公共サービス改革法における対象機関は、国の行政機関、独立行政法人、国立
大学法人、大学共同利用機関法人及び特殊法人となっており、概ね環境配慮契
約法の対象機関と合致 
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【参考】維持管理に係るチェックリスト（例）③ 
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【参考】管理レベルに対応した管理指標等 

資料：「官庁施設におけるエネルギー管理機能の計画・設計の手引き（案）」（令和3年9月） 

管 理 レ ベ ル 
レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ 

管理指標 

施設全体のエネルギー使用量
(電力・ガス等) 

施設全体の1次エネルギー消費
量（CO2排出量） 

主な用途種別ごとのエネルギー
使用量（電力・ガス等） 

施設全体の1次エネルギー消費
量（CO2排出量） 

主な用途種別ごと、フロア又は
系統ごとのエネルギー使用量
（電力・ガス等） 

主要機器・システムの性能（機
器COP、システムCOP等） 

施設全体の1次エネルギー消費
量（CO2排出量） 

主な用途種別ごと、フロア又は
系統ごとのエネルギー使用量
（電力・ガス等） 

主要機器・システムの性能（空
調二次側を含む） 

計測・計量
区分と項目
の考え方 

総量のみ計測・計量（電力・ガ
ス等） 

主な用途種別ごと（空調、照
明等、OAコンセント）のエネル
ギー使用量 

主な用途種別ごと（空調、照
明等、OAコンセント）、フロア又
は系統ごとのエネルギー使用量 

主要熱源・補機の電力・ガス消
費量、冷水（温水）熱量、流
量、出入口温度 

用途種別ごと（空調、照明等、
OAコンセント）、フロア又は系
統ごとのエネルギー使用量 

主要熱源・補機の電力・ガス消
費量、冷水（温水）熱量、流
量、出入口温度 

二次側空調熱量（冷水（温
水）） 

空調機の電力消費量、冷水
（温水）熱量 

データ収集・
保存方法 

データ収集 
 請求書データ（1か月ごと） 
保存方法 
 汎用表計算ソフトへの入力
及び管理 

 （クラウド環境への保存） 

データ収集 
 請求書データ（1か月ごと） 
 エネルギー管理機能（1時間
ごと） 

保存方法 
 CSVファイルによるエクスポート 
 データベース化 
 （クラウド環境への保存） 

データ収集 
 請求書データ（1か月ごと） 
 エネルギー管理機能（1時間
ごと） 

保存方法 
 CSVファイルによるエクスポート 
 データベース化 
 （クラウド環境への保存） 

データ収集 
 請求書データ（1か月ごと） 
 エネルギー管理機能（10分
～1時間ごと） 

保存方法 
 CSVファイルによるエクスポート 
 データベース化 
 （クラウド環境への保存） 
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施設におけるエネルギー管理は、一律なものではなく、各施設
の規模、設備方式、管理体制等に応じて検討を行い、設定され
るべきものであるが、エエネネルルギギーー管管理理レレベベルルのの検検討討にに当当たたっってて
のの目目安安を示すと、以下のとおり【【併併せせててススラライイドド55及及びび56をを参参照照】】 
 管管理理レレベベルル１１はは建建物物のの総総量量ののみみをを管管理理 
 管管理理レレベベルル２２はは用用途途種種別別ごごととにに管管理理 
 管管理理レレベベルル３３はは用用途途種種別別ごごとと・・フフロロアア（（系系統統））ごごととにに管管理理 
 管管理理レレベベルル４４ははささららにに機機器器ああるるいいははシシスステテムムレレベベルルのの性性能能をを管管理理 
小規模の施設であっても重点的な管理が必要な場合に高い管理
レベルを設定する、あるいは、大規模な施設において管理レベ
ル４より高いレベルでエネルギー管理を行うなど、施設の実情
に応じた管管理理レレベベルルをを検検討討のの上上、、適適切切にに設設定定することが重要 

データ計測・分析の実施､評価指標等の活用① 

エネルギー管理レベル及び管理指標の設定 p.109 

個別の施設ごとにエネルギー管理レベルについて適切に検討
エネルギー管理を行うための指標は管理レベルに応じて設定
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温室効果ガス等の排出削減に配慮した内容を契約図書に明記し、
具体的な成果を求める場合は、エネルギー消費量等に係る定量的
な”指指標標・・ももののささしし”が必要 
特にエネルギー管管理理レレベベルル１１が想定される施設にあっては、総エ
ネルギー消費量とともに、各エネルギー種類別の構成についても
把握することにより、省エネルギー対策の立案に当たり対象とな
るエネルギーを検討するための基礎情報として活用が可能 
地域別や単位面積当たり、入居者数当たり、施設利用者数当たり
等の指標は、総エネルギー消費量のみでは単純な比較が困難な同
一用途の施設等との比較評価のベベンンチチママーーククととししてて活活用用可能 
エネルギー消費効率からみた“立立ちち位位置置”の把握、他の施設にお
ける省エネルギー対策等を参考とした効果的な対策の検討が可能 

データ計測・分析の実施､評価指標等の活用② 

ベンチマーク指標の活用 p.116 

維持管理の成果を踏まえたエネルギー管理指標の設定及び
見直しにより、管理指標に基づく継続的改善への取組が期待
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【参考】管理レベルに対応した計測のイメージ 

資料：「官庁施設におけるエネルギー管理機能の計画・設計の手引き（案）」（令和3年9月）を加工・作成 

  ：レベル１～４の必須計量点   ：レベル２～４の必須計量点  ：レベル３・４の必須計量点 
  ：レベル４の主要機器計量点   ：レベル４の非主要機器等。必要に応じて要否を判断 
番号：種別番号（① 空調、② 照明、③ 換気、④ コンセントその他、⑤ ①～④以外） 

レベル１：総量 レベル２：総量＋用途別 レベル３：総量＋用途別＋部門別・フロア別 レベル４：総量＋用途別＋部門別・フロア別＋機器別 

電気熱源は3Φ200Vの場合もあり 
給湯熱源は潜熱回収型給湯器を想定 
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【参考】一般事務庁舎のベンチマーク指標例② 

一般事務庁舎における温室効果ガス排出原単位のベンチマーク指標（令和5年度及び6年度） 

平平均均値値：：50.2kg-CO2/㎡㎡ 

中中央央値値：：37.4kg-CO2/㎡㎡ 
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【参考】一般事務庁舎のベンチマーク指標例① 

一般事務庁舎におけるエネルギー消費原単位のベンチマーク指標（令和5年度及び6年度） 

平平均均値値：：979MJ/㎡㎡ 

中中央央値値：：733MJ/㎡㎡ 
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【参考】環境配慮契約実施状況とエネルギー消費 
（（MJ/㎡㎡・・年年）） 

一一般般事事務務庁庁舎舎のの環環境境配配慮慮契契約約実実施施状状況況及及びびエエネネルルギギーー消消費費量量・・消消費費原原単単位位等等（（令令和和6年年度度）） 

（（MJ/㎡㎡）） 
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【参考】エネルギー使用状況等の調査票イメージ 

施設の基本情報 
名称・所在地・延床面積・管理官署等 

エネルギーの使用状況 
燃料種別エネルギー使用量 

評価（10段階）が悪い場合 
は自らその理由を検討・報告 

等級評価  

建物用途  一般事務庁舎

１．施設情報

名称 建物棟数 2 棟

調達機関 管理官署

所在地 都道府県 ⇒ 地域区分 9 九州・沖縄

6,789  ㎡ ⇒ 面積区分 3 3000～10000

２．エネルギー使用状況

種別
単位

（注１）
使用量

熱量
（GJ)

排出係数
(注２)

GHG排出量
(tCO2)

電気 kWh 432,111 8.64 MJ/kWh 3,733.4 0.438 189.3

都市ガス ㎥ 1,567 40.0 MJ/㎥ 62.7 2.05 3.2

LPガス 50.1 GJ/t 0.0 0.0598 0.0

熱 GJ 1.19 － 0.0 0.0654 0.0

灯油 kL 11.1 36.5 GJ/kL 405.2 0.0686 27.8

軽油 kL 2.2 38.0 GJ/kL 83.6 0.0689 5.8

Ａ重油 kL 3.3 38.9 GJ/kL 128.4 0.0708 9.1

4,413.2 235.1

MJ/㎡ 650 kg-CO2/㎡ 34.6

742 1.153 39.9

C+ C-
注１：「単位」は選択可能

注２：電気及び都市ガスは「代替値として環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数」であって変更可能

いいずずれれかかのの
等等級級評評価価がが

E又又ははE-のの
場場合合はは

理理由由をを記記載載

  赤赤枠枠のの箇箇所所ははリリスストトかからら選選択択可可能能

等等　　級級　　評評　　価価

1.142

合合　　　　計計

原原単単位位（（単単位位面面積積当当たたりり））

地地域域×規規模模補補正正（（係係数数、、補補正正後後））

○○○○支所庁舎

延床面積

GHG換換算算エエネネルルギギーー使使用用量量

係数

総務部会計課

福岡県

◇◇◇省

熱熱量量換換算算

－ 56 －



113 

【参考】ベンチマーク指標の適用例 

環環境境配配慮慮契契約約実実施施状状況況別別ののエエネネルルギギーー消消費費原原単単位位ののベベンンチチママーークク指指標標（（令令和和6年年度度）） 

環環境境配配慮慮契契約約実実施施状状況況別別のの温温室室効効果果ガガスス排排出出原原単単位位ののベベンンチチママーークク指指標標（（令令和和6年年度度）） 
注：エネルギー消費及び温室効果ガス排出原単位は令和5年度に作成したベンチマーク指標を令和6年度の対象施設に当てはめて 
  算定したもの（運用を伴わない等の業務、制約がある場合等は除外）。各等級で概ね10％となるようにA+～E-の10段階に 
  等級区分している。なお「外れ値」処理を行っていないため、特にA+ランクが多くなっている。 
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【参考】建物用途別の環境配慮契約の実施状況 

建建物物用用途途別別のの環環境境配配慮慮契契約約のの実実施施状状況況（（令令和和6年年度度）） 

注：全体の環境配慮契約の実施/未実施割合（令和6年度環境配慮契約締結実績調査結果）は建物用途不明を含むため 
  上記グラフの用途別の実施状況の合計とは一致しない。 
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周辺地域や同一組織・機関等の複数の施設における設備機器等の
導入状況等を踏まえた維持管理業務の一括発注の検討 
一括発注の実施により期待される効果は以下のとおり 

発注規模を大きくすることによる事事業業者者のの当当該該業業務務へへのの参参入入イイ
ンンセセンンテティィブブの可能性の向上 
同種の業務を複数まとめて発注することによるコスト削減や業
務の効率化など費費用用対対効効果果のの向向上上 
複数の施設においてエエネネルルギギーー管管理理ののIT化化のの促促進進 
発注側・受注側双方にとって契契約約手手続続等等のの事事務務手手続続等等のの軽軽減減 

運用改善に資する契約方式・契約方法等② 

複数の施設における一括発注 p.120 

115 

建築物の維持管理に係る契約にあっては、単年度契約が大宗を占め
ており、建築物の特性等を踏まえた運用改善につなげ難い状況となる
施設も存在 
複数年契約の実施により期待される効果は以下のとおり 

単年度では把握できない当該施設のデデーータタ・・ノノウウハハウウのの蓄蓄積積にに
よよるる一一層層のの運運用用改改善善 
単年度では困難なPDCAササイイククルルにによよるる継継続続的的なな運運用用改改善善 
複数年にわたる温室効果ガス等の削削減減目目標標等等のの設設定定及及びびそそのの達達
成成状状況況のの進進行行管管理理にによよるる改改善善 
発注側・受注側双方にとって契契約約手手続続等等のの事事務務手手続続等等のの軽軽減減 
※ 国の機関の施設においては、会計制度上の制約から、複数年契約が困難な場
合もあることから、後述の複数施設の一括発注と併せて検討することが望まれる 

※ 制度上の制約の少ない独立行政法人等においては複数年契約の一層の普
及を期待 

運用改善に資する契約方式・契約方法等① 

複数年契約による発注 p.120 

114 
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すすべべててのの建建築築物物のの維維持持管管理理にに係係るる契契約約において、原則として、温温室室効効
果果ガガスス等等のの排排出出のの削削減減にに配配慮慮ししたた内内容容をを契契約約図図書書にに明明記記すること 
入札に付するもののうち、総総合合評評価価落落札札方方式式のの場場合合は、原則として、温温
室室効効果果ガガスス等等のの排排出出のの削削減減にに配配慮慮すするる内内容容をを含含むむ提提案案をを求求めめるること 

入札契約方式 

価格競争方式（最低価格落札方式）の場合、省エネルギー・温室効果ガス
排出削減に係る成果を求めるためには、例えば下記の観点から、事業者が適
切な業務遂行能力を有することを入札参加要件※として設定・事前に確認 

事事業業者者のの業業務務実実績績・・実実施施体体制制 
業業務務のの従従事事予予定定者者のの省省エエネネルルギギーー・・省省CO2にに係係るる専専門門ススキキルル 
適適切切ななエエネネルルギギーー関関連連デデーータタのの把把握握・・分分析析等等 

※ 過年度までに蓄積された運用段階における成果（エネルギー使用の現状把握、データ計測・分
析等）を踏まえ、継続的に運用改善が可能と判断される事業者選定が行われるよう発注仕様
を作成することが望ましい 
総合評価落札方式の場合、事業者の業務実績・実施体制や専門性に関す
る評価項目を設定・評価 

注注：：ググリリーーンン購購入入法法にに基基づづくく基基本本方方針針ににおおけけるる「「庁庁舎舎管管理理」」にに係係るる判判断断のの基基準準はは、、すすべべててのの 
    契契約約ににおおいいてて満満たたすすこことと 

価格競争方式、総合評価落札方式等 

p.121 

117 

データの計測・分析等は、建築物のライフサイクルにおける温室効果ガ
スの排出削減、更には脱炭素化に向けてすべての基盤 
運用段階においては、日常の省エネルギー対策、運用改善を図ることは
もとより、改修計画の検討にも活用 
データ計測・分析等に係る業務は、データを収集したのみでは不十分。
当該施設のエネルギー使用実態や設備機器等の運転状況の分析を
行い、その結果を運用改善に反映することが必要であり、業務の実施に
は高度な専門性が求められる 

運用改善に資する契約方式・契約方法等③ 

データ計測・分析等に係る業務の分離発注 p.121 

データ計測・分析等に係る業務の発注に当たり、施設のエネルギー管理レベル
等に応じて、他の維持管理業務と分離した発注（複数施設における計測・
分析等の業務の一括発注を含む。）の可能性について検討することも重要 

116 
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【参考】総合評価落札方式の具体的な評価項目例 
評評価価項項目目 具具体体的的なな内内容容（（例例）） 

実実
績績
体体
制制 

事事業業者者のの業業務務実実績績及及びび
実実施施体体制制 

前前ススラライイドドのの「「入入札札参参加加要要件件にに係係るる具具体体的的なな内内容容例例」」参参照照 

専専門門技技術術者者のの配配置置 

施施設設のの設設備備機機器器等等のの運運用用
にによよるる温温室室効効果果ガガスス等等のの
排排出出削削減減対対策策 

 施施設設ににおおけけるる設設備備機機器器等等にに対対応応ししたた制制御御、、設設定定値値のの調調整整ににつつ
いいてて 

 施施設設のの用用途途・・利利用用形形態態等等のの特特性性をを踏踏ままええたた対対策策ににつついいてて 
 施施設設のの地地域域特特性性をを踏踏ままええたた対対策策ににつついいてて 

上上記記以以外外のの温温室室効効果果ガガスス
等等のの排排出出削削減減対対策策 

 当当該該機機関関又又はは当当該該施施設設ににおおけけるる温温室室効効果果ガガスス等等のの排排出出削削減減目目
標標をを踏踏ままええたた対対策策ににつついいてて 

 施施設設利利用用者者（（入入居居者者、、来来庁庁者者等等））にに対対すするる温温室室効効果果ガガスス等等排排
出出削削減減にに係係るる対対策策ににつついいてて 

 PDCAササイイククルル（（ママネネジジメメンントトシシスステテムム））をを活活用用ししたた温温室室効効
果果ガガスス等等排排出出削削減減のの継継続続的的改改善善ににつついいてて（（複複数数年年契契約約等等）） 

 施施設設ののエエネネルルギギーー管管理理にに必必要要ななデデーータタのの収収集集・・活活用用ににつついいてて 
 （（蓄蓄積積さされれたた））エエネネルルギギーーデデーータタのの活活用用にによよるる運運用用改改善善ににつつ

いいてて 
【【省省エエネネルルギギーー診診断断をを実実施施ししてていいるる場場合合】】 
 診診断断結結果果にに基基づづくく設設備備機機器器等等のの運運用用改改善善ににつついいてて 
【【BEMSをを導導入入ししてていいるる場場合合】】 
 BEMSデデーータタのの分分析析及及びび効効率率化化のの措措置置ににつついいてて 
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【参考】入札参加要件に係る具体的な内容例 
入入札札参参加加要要件件 具具体体的的なな内内容容（（例例）） 

事事業業者者のの業業務務実実績績及及びび
実実施施体体制制 

 同同種種・・類類似似業業務務（（同同等等のの用用途途・・機機能能等等のの施施設設、、同同様様のの導導入入設設
備備・・機機器器等等））のの実実績績 

 配配置置予予定定責責任任者者・・配配置置予予定定従従事事者者のの員員数数、、同同種種・・類類似似業業務務のの経経
験験・・実実績績 

 業業務務のの遂遂行行状状況況ののチチェェッックク・・点点検検のの方方法法及及びび体体制制 
 契契約約図図書書でで求求めめらられれるる成成果果ののチチェェッックク・・点点検検のの方方法法及及びび体体制制 
 緊緊急急時時のの対対応応及及びび体体制制 

専専門門技技術術者者のの配配置置 
（（高高いい専専門門性性をを求求めめるる
場場合合）） 

 予予定定専専門門技技術術者者のの経経歴歴・・保保有有資資格格・・業業務務経経験験等等 
 例例ええばばググリリーーンン購購入入法法のの「「省省エエネネルルギギーー診診断断」」にに係係るる判判断断のの基基準準

ににおおいいてて必必要要ととさされれるる技技術術資資格格をを有有すするる者者若若ししくくははここれれとと同同等等とと
認認めめらられれるる技技能能をを有有すするる者者ななどど、、業業務務内内容容にに応応じじてて適適切切にに設設定定 
 
 
 
 

 
 ココミミッッシショョニニンンググににつついいててはは性性能能検検証証技技術術者者（（CxPE））、、性性能能検検

証証専専門門技技術術者者（（CxTE）） 
 エエココチチュューーニニンンググににつついいててはは第第一一種種エエココチチュューーニニンンググ技技術術者者、、第第

二二種種エエココチチュューーニニンンググ技技術術者者 
エエネネルルギギーー管管理理・・評評価価
ツツーールルのの使使用用 

 エエネネルルギギーー管管理理・・評評価価ツツーールル等等のの使使用用のの有有無無及及びび当当該該ツツーールルのの
仕仕様様 

【省エネルギー診断に係る判断の基準において必要とされる技術資格】
一級建築士、一級建築施工管理技士、一級電気工事施工管理技士、一級管工事
施工管理技士、技術士（建設、電気・電子、機械、衛生工学、環境）、エネルギー
管理士、建築設備士、電気主任技術者
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入入札札公公告告かからら技技術術提提案案等等のの提提出出ままででににはは、、技技術術提提案案をを作作成成すするるたためめにに必必要要十十分分なな期期間間をを
確確保保 
必必要要にに応応じじ、、技技術術提提案案書書等等をを受受領領後後、、提提案案内内容容にに関関すするるヒヒアアリリンンググ等等をを実実施施しし、、提提案案内内
容容のの評評価価にに活活用用すするるこことともも想想定定 
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総合評価落札方式の標準的な手続 p.125 

121 

 

 
入入札札準準備備のの段段階階のの「「参参加加資資格格のの設設定定」」はは期期待待すするる省省エエネネルルギギーー・・温温室室効効果果ガガスス排排出出削削減減にに係係
るる成成果果をを事事業業者者にに求求めめるるたためめのの適適切切なな業業務務遂遂行行能能力力をを有有すするるここととをを確確認認ででききるるよよううにに設設定定 
入入札札準準備備のの段段階階のの「「仕仕様様書書のの作作成成」」ははググリリーーンン購購入入法法にに基基づづくく基基本本方方針針にに規規定定さされれてていいるる基基
準準にに加加ええ、、事事業業者者にに求求めめるる内内容容をを検検討討・・作作成成 
入入札札公公告告・・資資格格審審査査のの段段階階のの「「入入札札参参加加資資格格のの審審査査」」はは入入札札参参加加資資格格をを設設定定ししたた場場合合にに実実施施
（（審審査査書書類類にに基基づづきき審審査査）） 
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価格競争方式の標準的な手続 p.124 
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【参考】エコチューニングの対策項目 

123 

エコチューニングを実践するための対策項目を、設設備備別別・・機機器器別別にに366
項項目目をを体体系系的的にに区区分分 
エコチューニング技術者によるエネルギー診断等を経て、これらの対策
項目から対象建築物において必要となる運運用用改改善善対対策策をを抽抽出出・・実実践践 

資料：エコチューニング推進センター 

 

 

【参考】エコチューニングの概要等 

エコチューニング
 「エエココチチュューーニニンンググ」とは、脱炭素社

会の実現に向けて、業務用等の建築物
から排出される温室効果ガスを削減す
るため、建築物の快適性や生産性を確
保しつつ、設設備備機機器器・・シシスステテムムのの適適切切
なな運運用用改改善善等等を行うこと 

運用改善
 「エエココチチュューーニニンンググににおおけけるる運運用用改改

善善」とは、エネルギーの使用状況等を
詳細に分析し、軽微な投資で可能とな
る削減対策も含め、設備機器・システ
ムを適切に運用することにより温室効
果ガスの排出削減等を行うこと 

効果
 エコチューニングでは、初期投資の必

要な大型最新設備の導入によることな
く、既存設備の適切な運用改善等に
よってCO2や光熱水費の削減を実現 資料：エコチューニング推進センター 
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(3) 建築物の改修に係る契約 

125 

 

 

【参考】省エネ・温室効果ガス排出削減対策の例 

124 

省省エエネネ・・温温室室効効果果ガガスス排排出出削削減減にに係係るる業業務務部部門門のの運運用用改改善善対対策策（（例例）） 

熱源設備・熱搬送設備 
冷温水出口温度・冷却水設定温度の適正化 

熱源台数制御装置の運転発停順位の適正化 
冷温水ポンプの冷温水流量の適正化、蓄熱システムの
運転スケジュールの適正化 

熱源機のブロー量の適正化 
燃焼設備の空気比の適正化 
熱源機の運転圧力の適正化 
熱源機の停止時間の電源遮断 

空調設備・換気設備 
空調設定温度・湿度の適正化 
 ウォーミングアップ時の外気取入停止 
空調機設備・熱源機の起動時刻の適正化 
使用されていない部屋の空調停止 
換気運転時間の短縮等の換気運転の適正化 
冷暖房の混合使用によるエネルギー損失の防止 
除湿・再熱制御システムの再加熱運転の停止 
夜間等の冷気取り入れ 
温湿度センサー・コイル・フィルター等の清掃・自動制御
装置の管理等の保守及び点検 

給排水設備・給湯設備・冷凍冷蔵設備 
給排水ポンプの流量・圧力の適正化 
給湯温度・循環水量の適正化 
冬季以外の給湯供給期間の短縮 
発電専用設備・受変電設備・コージェネレーション設備 
変圧が不要な時期・時間帯における変圧器の停止 

照明設備 
照明を利用していない場所及び時間帯におけるこまめな
消灯 

昇降機設備 
利用の少ない時間帯における昇降機の一部停止 

資料：環境省「温室効果ガス排出削減等指針ウェブサイト」より作成 
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建築物の改修に係る契約【基本的考え方】 

 建建築築物物にに係係るる契契約約 
既既存存建建築築物物のの改改修修に当たっては、改修による省エネルギー効果等を踏まえ、
必要に応じ、ZEB化化をを見見据据ええたた中中長長期期的的なな改改修修計計画画をを検検討討する 
 大大規規模模改改修修時時にあってはZEB等等のの省省エエネネ基基準準をを満満たたすす可可能能性性をを検検討討 
 改修による省エネルギー効果を踏まえつつ、段段階階的的ななZEB化化のの実実現現を図

るために中中長長期期的的なな改改修修計計画画をを検検討討 
 建建築築物物のの改改修修にに係係るる契契約約 

建建築築物物のの改改修修は、ESCO事事業業又はESCO事事業業以以外外のの省省エエネネルルギギーー・・脱脱炭炭素素化化
にに資資すするる改改修修事事業業とする 
改改修修計計画画のの検検討討に当たっては、当該施設の特性、エネルギー消費量等のデー
タ計測・分析及びデータの分析結果等を踏まえ、ESCO事業の導入可能性判
断を行う等、総総合合的的なな観観点点かからら適適切切なな建建築築物物のの改改修修事事業業（ESCO事業又はそ
の他の省エネ改修事業）をを選選択択する 
 総合的な観点から建建築築物物のの特特性性等等にに応応じじたた効効果果的的なな改改修修事事業業（ESCO事

業又はその他の省エネ改修事業）をを選選択択 

基本的考え方 p.133 
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建築物の改修に係る契約【基本的事項】 

建築物の改修に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。 
建築物の改修は、ESCO事業又はESCO事業以外の省エネルギー・脱炭素化に
資する改修事業（以下「その他の省エネ改修事業」という。）とする。 
改修計画の検討に当たっては、当該施設の特性、エネルギー消費量等のデータ
計測・分析及びデータの分析結果等を踏まえ、ESCO事業の導入可能性判断を
行う等、総合的な観点から適切な建築物の改修事業（ESCO事業又はその他の
省エネ改修事業）を選択するものとする。 
アア．．ESCO事事業業にに係係るる契契約約 
イイ．．そそのの他他のの省省エエネネ改改修修事事業業にに係係るる契契約約 

建築物の改修に係る契約に関する基本的事項 
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建築物の改修事業の導入フロー 

129 

改修計画の検討に当たっては、施設の特性、データ計測・分析等及び分析結果等を踏まえ、総合的な
観点から適切な建築物の改修事業を選択 
 ESCO事業の導入可能性の判断（事業成立の可能性等）を実施 
 ESCO事業の導入可能性が高いと判断された施設については、フィージビリティ・スタディを実施するな

どにより、最終的な事業実施の適否を判断 
 ESCO事業の導入効果が低い、事業の成立が困難である等の判断がなされた場合や事業実施の

適否の判断により「否」とされた場合は、その他の省エネ改修事業を選択 

対象施設の実態把握及び分析

省省エエネネルルギギーー技技術術

ESCO事業導入可能性の判断
可能性なし

ESCO事業予算化の手続

エエネネルルギギーー消消費費量量・・光光熱熱水水費費額額

否

ESCO事業実施の適否
（（フフィィーージジビビリリテティィ・・ススタタデディィのの実実施施等等））

適

対象となる施設の診断結果
（簡易な診断等）

省エネルギー診断

その他の省エネ改修事業

予算化の手続

ESCO事業の導入フロー

p.135 

既存建築物の改修によるストック対策 

128 

既存建築物のストック対策としての建築物の改修に係る契約の重要性
既存建築物のストック対策として建築物の改修のタイミングにおいて徹底した
省エネルギー対策、再生可能エネルギーの導入促進が極めて重要 
築後20年を経過する官庁施設は全体の76.5% 
築後30年を経過する官庁施設は全体の53.9% 

ESCO事業については独立行政法人等においては用途により一定程度の導入が
進展。国の機関は少ない状況 
2030年度の温室効果ガス排出削減目標の達成に向けて、ESCO事業以外のその
他の省エネルギー改修事業の実施が不可欠 

改修計画の検討に当たり、当該施設の特性、エネルギー消費量、温室効果
ガス排出量等のデータの計測及び分析結果等を踏まえ、総合的な観点から
適切な改修事業（ESCO事業又はその他の省エネ改修事業）を選択 
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省エネルギー改修事業に係る契約【基本的事項】 

省エネルギー改修事業（法第５条第２項第３号に規定する省エネルギー改修事業
をいい、以下「ESCO事業」という。）に係る契約に関する基本的事項は以下の
とおりとする。 

ESCO事業の立案に当たっては、事前に既存施設の状況を的確に把握し、
フィージビリティ・スタディなどESCO事業を適切かつ円滑に遂行する手段を
活用しながら、計画の立案を行うものとする。 
ESCO事業の立案に当たっては、長期の供用計画を適切に作成して、契約期間
内に契約条件に変更がないよう、十分検討を行うものとする。 
ESCO事業者の決定に当たっては、価格のみならず、施設の設備システム等に

もっとも適し、かつ、創意工夫が最大限に取り込まれた技術提案その他の要素
について総合的に評価を行うものとする。 
ESCO事業の契約に当たっては、事業期間中に想定されうるリスクの分担につ
いて、事前に実施事業者との間で十分協議を行うものとする。 
ESCO事業の実施に当たっては、維持管理及び計測・検証のための要領を適切
に定め契約を行うものとする。 
ESCO事業の終了前に、ESCO事業として採択された技術の範囲に関わる部分

について、事業終了後に適切な維持管理を行うための要領の作成を実施事業者
に求めるものとする。 

省エネルギー改修事業に係る契約に関する基本的事項 
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(3) 建築物の改修に係る契約 
①① 省エネルギー改修事業 

 （ESCO事業）に係る契約 
②② その他の省エネ改修事業に 

 係る契約 

130 

－ 66 －



ESCO事業のイメージ 

ESCO事業に係る契約 

p.76 
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省エネルギー改修事業の必要性と意義 

ESCO事業に係る契約【背景と意義】 

◇ 省エネルギー改修事業（ESCO事業） 
 

事事業業者者がが、、省省エエネネルルギギーーをを目目的的ととししてて、、庁庁舎舎のの供供用用にに伴伴うう
電電気気、、燃燃料料等等にに係係るる費費用用ににつついいてて当当該該庁庁舎舎のの構構造造、、設設備備等等
のの改改修修にに係係るる設設計計、、施施工工、、維維持持保保全全等等にに要要すするる費費用用のの額額以以
上上のの額額のの削削減減をを保保証証ししてて、、当当該該設設計計等等をを包包括括的的にに行行うう事事業業
（（法法第第5条条第第2項項第第3号号にによよるる定定義義）） 
ESCO事事業業はは、、施施設設管管理理者者がが光光熱熱水水費費等等ととししてて予予定定ししてていい

るる支支出出をを通通常常よよりり減減ららせせるる省省エエネネルルギギーー推推進進方方法法ととししてて注注
目目 
環環境境配配慮慮契契約約法法第第7条条のの規規定定にによよりり、、国国ののESCO事事業業のの契契
約約にに当当たたっっててはは、、10箇箇年年度度以以内内のの債債務務負負担担がが可可能能 

p.76 
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計計画画段段階階ににおおいいてて事事業業全全体体のの詳詳細細なな検検討討がが必必要要 

ESCO事業に係る契約【導入計画】 

ESCO事業の導入フロー p.138 

（フィージビリティ・スタディの実施等） （（国国のの機機関関ににああっっててははFFSSのの実実施施←←予予算算要要求求資資料料））

予算化の手続 事事業業実実施施にに係係るる予予算算要要求求手手続続

既存施設の実態把握

ESCO事業導入可能性の判断

ESCO事業実施の適否

実実態態把把握握調調査査項項目目、、診診断断方方法法のの検検討討・・整整理理、、調調査査

簡簡易易なな診診断断のの結結果果にに基基づづくく導導入入可可能能性性のの判判断断

各各種種要要件件をを勘勘案案しし事事業業実実施施のの適適否否をを検検討討

（簡易な診断） 設設備備機機器器、、エエネネルルギギーー消消費費実実態態、、省省エエネネ技技術術等等

ESCO事事業業はは長長期期ににわわたたるるここととかからら長長期期的的視視点点にに立立っったた当当該該施施設設のの運運用用計計画画 
周周辺辺のの他他のの公公的的施施設設全全体体のの中中でで当当該該施施設設をを適適切切にに供供用用すするる計計画画（（長長期期供供用用計計
画画））のの立立案案がが必必要要 
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ESCO事業に係る契約【背景と意義】 

設備更新型ESCO事業の活用 p.76 
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修

前 
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老老朽朽化化等等にによよりり更更新新をを必必要要ととししてていいるる設設備備機機器器ががああるる場場合合
当当該該設設備備のの更更新新をを通通常常ののESCO事事業業にに含含めめてて発発注注すするる事事業業 
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導入可能性の検討
      ESCO事事業業はは光光熱熱水水費費削削減減額額等等にによよりり事事業業費費をを賄賄ううここととかからら、、事事業業

のの成成立立ののたためめににはは、、一一定定以以上上ののエエネネルルギギーー削削減減余余地地がが見見込込ままれれるるここ
ととがが必必要要。。国国のの機機関関はは、、以以下下のの条条件件ををととももにに満満たたすす施施設設をを対対象象にに他他
のの改改修修計計画画等等ととのの整整合合性性をを考考慮慮のの上上、、導導入入可可能能性性をを検検討討 

一一次次エエネネルルギギーー消消費費量量（（換換算算値値）） 
2,000MJ/m2･･年年以以上上（（従従来来型型ESCO事事業業のの場場合合）） 
1,500MJ/m2･･年年以以上上（（設設備備更更新新型型ESCO事事業業のの場場合合）） 
年年間間光光熱熱水水費費額額 
5,000万万円円以以上上/施施設設 

※ 上上記記のの条条件件はは判判断断にに当当たたっっててのの目目安安。。主主要要設設備備機機器器のの更更新新時時期期ややエエネネルル
ギギーー使使用用実実態態等等のの施施設設のの特特性性をを踏踏ままええ、、導導入入可可能能性性をを検検討討 

※ 独独立立行行政政法法人人、、国国立立大大学学法法人人等等、、地地方方公公共共団団体体等等ににおおいいててもも、、施施設設ののエエ
ネネルルギギーー削削減減余余地地ににつついいてて適適切切にに判判断断しし、、導導入入可可能能性性をを検検討討 

ESCO事業に係る契約【導入計画】 

ESCO事業導入可能性の判断 p.139 
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調査項目
建建物物概概要要、、設設備備概概要要、、施施設設運運用用状状況況、、エエネネルルギギーー・・水水消消費費
量量、、設設備備運運転転状状況況、、改改修修履履歴歴、、改改修修計計画画予予定定 

簡易な診断方法
設設計計図図書書又又はは完完成成図図にに基基づづくく、、設設備備機機器器のの設設置置状状況況やや過過去去
のの改改修修履履歴歴等等、、対対象象施施設設のの現現状状把把握握 
エエネネルルギギーー消消費費実実態態分分析析、、エエネネルルギギーー消消費費傾傾向向把把握握 
省省エエネネルルギギーー効効果果のの高高いい技技術術ののリリスストトアアッッププ 
省省エエネネルルギギーー技技術術にに関関しし、、設設備備機機器器のの現現状状やや運運用用実実態態ななどど
のの把把握握をを目目的的ととししたた現現地地調調査査 
省省エエネネルルギギーー技技術術ごごととののおおおおよよそそのの費費用用対対効効果果算算出出 

グリーン診断を実施した施設は上記項目を調査済み

ESCO事業に係る契約【導入計画】 

既存施設の実態把握 p.138 
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 ESCO事業者が初期投資を含め必要な資金調
達を行い、発注者からの支払いは事業期間に分
割で行われる 

 発注者はESCO事業者と光熱費等の削減保証
を行うためのパフォーマンス契約を結ぶ 

 契約期間内で予算支出の平準化が可能である 

ESCO事業に係る契約【導入時の契約方法】 

ギャランティード・セイビングス契約 シェアード・セイビングス契約 

 初期投資（設計・施工）分は改修工事の完成
後に支払われる（ただし、前払い金が設定される
場合もある） 

 発注者はESCO事業者と光熱費等の削減保証
を行うためのパフォーマンス契約を結ぶ 

 初期投資年度の予算支出が突出する 

工工事事完完成成年年度度 １１年年目目 ２２年年目目 ３３年年目目 …… ＮＮ年年目目

支支
払払
額額

契契約約期期間間

保守・運転管理費

設計・工事費

工工事事完完成成年年度度 １１年年目目 ２２年年目目 ３３年年目目 …… ＮＮ年年目目

支支
払払
額額

契契約約期期間間

設計・工事費（分割）、
保守・運転管理費

初
期
費
用
な
し
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ESCO事業に係る契約【導入計画】 

ESCO事業導入可能性の判断 p.139 

エネルギー多消費施設から優先して導入可能性を検討
設設備備機機器器のの更更新新やや改改修修計計画画のの検検討討にに当当たたりりESCO事事業業のの導導入入可可
能能性性ににつついいてて検検討討 
導導入入可可能能性性のの判判断断ににおおいいててESCO事事業業のの導導入入効効果果がが低低いい又又はは困困
難難ででああるるとと判判断断さされれたた施施設設はは、、一一定定期期間間経経過過後後にに改改めめてて導導入入可可
能能性性をを検検討討 

設備更新型ESCO事業の実施可能性の検討 
設設備備機機器器のの老老朽朽化化にに伴伴いい通通常常のの設設備備改改修修等等をを実実施施すするる必必要要ががああ
るる場場合合にに、、設設備備更更新新型型ESCO事事業業のの実実施施可可能能性性をを検検討討 

バルク方式の採用可能性の検討 
周周辺辺のの複複数数のの施施設設ににおおけけるる設設備備等等のの更更新新時時期期等等のの整整合合性性をを踏踏まま
ええ、、必必要要にに応応じじ、、一一括括ししててESCO事事業業のの発発注注をを行行うう方方式式（（ババルル
クク方方式式））のの採採用用可可能能性性をを検検討討 
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その他の省エネ改修事業に係る契約【基本的事項】 

その他の省エネ改修事業に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。 
その他の省エネ改修事業の立案に当たっては、当該施設の運用段階におけるエ
ネルギー消費量等のデータの活用に努めるとともに、必要に応じ、改修後の維
持管理における運用改善に資するエネルギー管理機能の拡充を図るものとする。 
その他の省エネ改修事業の発注に当たっては、当該施設の特性及び当該改修の
目的等に応じたエネルギー消費量又は温室効果ガス等の排出量等の削減に資す
る契約方式を選択するものとする。 
具体的な要求仕様及び入札条件については、当該改修の目的等を踏まえ、調達
者において設定するものとする。 

その他の省エネ改修事業に係る契約に関する基本的事項 

141 

(3) 建築物の改修に係る契約 
①① 省エネルギー改修事業 

 （ESCO事業）に係る契約 
②② その他の省エネ改修事業に 

 係る契約 
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対象とする業務範囲 
 ESCO事業以外の省エネルギー・脱炭素化に資する改修事業 
 躯体（外皮）の断熱性能の向上、設備機器等の更新に伴う省エネルギー性能の向
上、再生可能エネルギー設備や再生可能エネルギー導入に資する蓄電設備の設置等
を含め、省エネルギー・脱炭素化に資する改修事業を幅広く対象 

※ ただし、省エネルギー・脱炭素化以外の項目が特に優先される事業、省エネルギー・脱炭素化に
工夫の余地のない事業等については、真に工夫の余地がないかを精査の上、対象外とすることが
できるが、当該建築物の改修目的等を踏まえ、可能な限り実施すること 

その他の省エネ改修事業の積極的な推進 
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その他の省エネ改修事業（省エネルギー・脱炭素化に資する改修事業）の推進
国等の機関の建築物のうち、大部分を占める既存建築物について、積極的に改修のタイミン
グで徹底した省エネルギー対策を実施 
その他の省エネ改修事業においては、以下の項目に関する検討が重要 
 改修による省エネ効果を踏まえ、必要に応じて中長期的な改修スケジュール（ZEB化
改修を見据えた中長期計画）を検討すること 

 大規模改修時にあってはZEB等の省エネ基準を満たす可能性を検討すること 
 維持管理の運用段階におけるデータの積極的な活用を図ること（改修計画への活用） 
 維持管理の運用改善に資するエネルギー消費量等のデータ計測・分析ツール、制御シス
テムの導入等のエネルギー管理機能の拡充を検討すること 

 改修事業終了後に適切な維持管理のため、必要に応じ、運転指針等を作成すること 

p.182 

その他の省エネ改修事業に係る契約【基本的考え方】 

 建建築築物物にに係係るる契契約約 
既既存存建建築築物物のの改改修修に当たっては、改修による省エネルギー効果等を踏まえ、
必要に応じ、ZEB化化をを見見据据ええたた中中長長期期的的なな改改修修計計画画をを検検討討する 
 大大規規模模改改修修時時にあってはZEB等等のの省省エエネネ基基準準をを満満たたすす可可能能性性をを検検討討 
 改修による省エネルギー効果を踏まえつつ、段段階階的的ななZEB化化のの実実現現を図

るために中中長長期期的的なな改改修修計計画画をを検検討討 
 そそのの他他のの省省エエネネ改改修修事事業業にに係係るる契契約約 

当該施設の運運用用段段階階におけるエネルギー消費量等のデデーータタのの活活用用に努める 
改修後の運用改善に資するエエネネルルギギーー管管理理機機能能のの拡拡充充を図る 
 維持管理の運用段階におけるデデーータタのの積積極極的的なな活活用用 
 エネルギー使用実態に基づく設設備備容容量量のの最最適適化化等等のの検検討討 
 改改修修後後のの運運用用改改善善に資するエネルギー消費量等のデータ計測・分析ツー

ル、制御システムの導入等のエエネネルルギギーー管管理理機機能能のの拡拡充充を検討 
エネルギー消費量・温室効果ガス等の排出量等の削減に資する契契約約方方式式のの選選択択 
要要求求仕仕様様及及びび入入札札条条件件は、当該改修の目的等を踏まえ調調達達者者ににおおいいてて設設定定 
 当該施設の特性・改修目的等を踏まえた要要求求仕仕様様・・入入札札条条件件のの設設定定、適

切な契契約約方方式式等等のの選選択択 

基本的考え方 p.181 
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【参考】ZEB化を実現するための技術等 

145 資料：環境省「ZEB PORTAL－ネット・ゼロ・エネルギービル（ゼブ）ポータル」 

144 

契約に当たっての留意事項等① 

ZEB化を見据えた改修 p.182 

改修による省エネ効果等を踏まえたZEB化を見据えた中長期的な改修計画の検討
建築物に係る契約に関する基本的事項において「既存建築物の改修に当たって
は、改修による省エネルギー効果等を踏まえ、必要に応じ、ZEB化を見据えた
中長期的な改修計画を検討するものとする」とされているところ 
地域脱炭素ロードマップにおいては、脱炭素の基盤となる重要対策の一つとし
て、国等の機関に対し、公共施設など既存建築物における省エネルギー対策の
徹底、更新や改修時のZEB化の推進を求めているところ 

 直近で大規模な改修を計画している場合はZEB化の実現（ZEB化水準のエネ
ルギー性能の確保）可能性の検討 

 中長期的な改修時期及び目指すべき省エネルギー性能の水準を検討・設定する
とともに、改修計画を踏まえた段階的な改修内容及び費用等の検討 
 1回の改修でZEB化の実現が困難な場合は、エネルギー性能・省エネルギー効
果、要する費用等を検討し、実現可能な範囲で部分改修を積み重ね、中長
期的にZEB化を見据えた改修計画を立案 
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契約方式の選択① 

契約方式の選択の考え方 p.186 

基本的事項において、「その他の省エネ改修事業の発注に当たっては、当該施設
の特性及び当該改修の目的等に応じたエネルギー消費量又は温室効果ガス等
の排出量等の削減に資する契約方式を選択する」こととされているところ 
当該改修の目的・内容等に照らして、エネルギー消費量又は温室効果ガス等の
排出量等の削減に資する契約方式を選択することが求められる 
一定の資格、実績等のみを競争参加要件とすることにより、発注者が求める省エ
ネルギー・脱炭素化に係る成果が確保される場合又は改修内容に技術的な工夫
の余地がほとんどない場合等を除き、原則として、エネルギー消費量又は温室効
果ガス等の排出量等の削減を評価テーマの一つとする技術提案を求める 
大規模な改修に係る設計業務は、建築物の設計に係る契約（環境配慮型プ
ロポーザル方式）の対象となる 
※ ESCO事業に代表されるパフォーマンス契約（効果保証契約）により省エネや温室効果ガス等の
排出削減を保証する契約形態もあり、施設の特性や改修目的等を踏まえ調達者が適切に判断 

技術提案を求める契約方式としては、プロポーザル方式又は
総合評価落札方式のいずれかを選択することを想定
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契約に当たっての留意事項等② 

データの活用とエネルギー管理機能の拡充 p.184 

運用段階におけるデータの活用 
 運用段階におけるエネルギー消費量等のデータ計測・分析等の結果等を踏まえた
対応の必要性 
設備機器等の改修時における熱源、空調、照明などの設備容量の最適化
（ダウンサイジング※等）による省エネルギー効果の発揮、コストの削減等 

※ 例えば設計段階において空調システムの設備容量や能力に余裕を持たせている場合がある。この
場合は、一般的に実際の負荷に対して設備容量が大きくなることから、熱源の台数分割や適切
な制御を行わなければ、効率的でない運転が多くなり、結果として多くのエネルギーを消費すること
もある 

エネルギー管理機能の拡充 
 改修後の運用改善を図るために必要となるエネルギー管理機能の拡充 
計測・計量項目や運用状況等を踏まえ、改修段階において必要な機能等を検
討の上、データ計測・分析ツールや制御システムの導入又は更新などの拡充 

設備機器等の省エネルギー性能を適切に発揮するため、必要に応じ、運用指
針等の作成及び施設管理者への引き継ぎ等を求めることも重要 
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契約方式の選択③ 

総合評価落札方式 p.187 

技術提案のテーマ設定例
 建建築築物物ののエエネネルルギギーー管管理理目目標標・・管管理理指指標標をを踏踏ままええたた改改修修のの考考ええ方方ににつついいてて 
 複複数数のの省省エエネネルルギギーー技技術術のの統統合合化化にによよるる効効果果的的なな省省エエネネルルギギーー対対策策ににつついいてて 
 デデーータタ分分析析にによよるる室室内内環環境境、、設設備備運運転転特特性性、、エエネネルルギギーー消消費費量量等等にに係係るる性性能能

評評価価ににつついいてて 
 エエネネルルギギーー管管理理にに必必要要ととななるるデデーータタ計計測測・・分分析析及及びび活活用用のの考考ええ方方ににつついいてて 
 地地域域のの自自然然的的条条件件、、建建築築物物のの特特性性をを踏踏ままええたた空空調調負負荷荷のの総総量量及及びびピピーークク削削減減

のの考考ええ方方ににつついいてて 
 改改修修事事業業終終了了後後のの設設備備機機器器等等のの適適切切なな運運転転のの考考ええ方方及及びび施施設設管管理理者者へへのの引引きき

継継ぎぎににつついいてて 

事前に仕様を確定可能であるが、入札者の提示する技術等によって調達価格の
差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生ずることが期待できる場合は、
総合評価落札方式を選択 
評価テーマに対する技術提案を求めることにより品質向上を期待する業務の場
合は標準型の総合評価落札方式を選択 
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契約方式の選択② 

プロポーザル方式 p.186 

技術提案のテーマ設定例
 建築物の特性を踏まえ機能・品質を確保した上で徹底的な省エネルギー対策

に取り組むための改修事業における配慮事項について 
 中長期的にZEB化を目指す上での省エネルギー技術（パッシブ技術、アク

ティブ技術等）の活用の考え方について 
 建築物の特性を考慮した、効果的なエネルギー消費量の削減又は温室効果ガ

スの排出削減に関する考え方について（一般項目の提示ではなく地域特性、
施設の特性等を踏まえたより効果的な方策） 

 省エネルギー性能を確保した上で、快適性、レジリエンス及びコストの縮減
を実現するための考え方について 

 地域性を考慮した再生可能エネルギーの最大限の導入に関する考え方について 
 改修事業終了後における維持管理の運用段階におけるエネルギーマネジメン

トの考え方について 

当該業務の内容が技術的に高度なもの又は専門的な技術が要求される業務で
あって、提出された技術提案に基づいて仕様を作成する方が優れた成果を期待
できる場合は、プロポーザル方式を選択 
大規模改修以外の設計業務の場合も可能な限りプロポーザル方式を選択 
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2．自動車の購入及び賃貸借に 
係る契約 
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契約方式の選択④ 

価格競争方式（最低価格落札方式） p.188 

プロポーザル方式及び総合評価落札方式によらず、入札参加要件として一定の
資格や実績等を付すことにより、発注者が期待する省エネルギー、温室効果ガス
排出削減に係る成果や業務の品質が確保できる場合※は価格競争方式（最低
価格落札方式）を選択 
入札参加要件の設定に当たっては、競争性の確保を考慮することが必要 
※ 業務遂行能力のない者の排除が可能 
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対象となる車種の考え方 

自動車の購入等に係る契約【対象となる車種等】 

(1)  総総合合評評価価落落札札方方式式のの対対象象車車種種 
何何ららかかのの基基準準にによよりり燃燃費費がが公公表表さされれてていいるるもものの 
電電動動車車等等ののううちちハハイイブブリリッッドド自自動動車車 
電電動動車車等等へへのの代代替替がが困困難難なな用用途途等等のの車車両両（（ガガソソリリンン自自動動車車、、
デディィーーゼゼルル自自動動車車等等）） 

(2)  行行政政目目的的にに応応じじたた調調達達 
ガガソソリリンン自自動動車車及及びびデディィーーゼゼルル自自動動車車ににつついいててはは、、発発熱熱量量換換算算
燃燃費費値値にによよりり、、同同一一のの燃燃料料基基準準にに係係るる車車両両重重量量区区分分ととししてて比比較較
可可能能。。たただだしし、、行行政政目目的的・・用用途途等等にに応応じじ燃燃料料種種別別等等ごごととのの入入札札
条条件件のの設設定定、、そそのの実実施施をを妨妨げげなないい 

p.37 

p.38 
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自動車の購入等に係る契約【基本的考え方】 

環境性能（燃費）と価格の両面から評価 
（総合評価落札方式の採用） 

要求性能は行政目的等が達成できるよう適切に設定 

具体的要件は使用状況（走行距離実績など）を勘案し調達者に
おいて設定 

グリーン購入法の判断の基準を満足することが前提条件 
（特定調達品目に該当する場合） 

 乗用車は電動車等※※ 

※ 電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車及び水素自動車 

 乗用車以外は可能な限り電動車等、少なくとも次世代自動車又は一定の燃
費基準等を満たす自動車 

基本的考え方 p.37 
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入札価格

100点点＋＋δδ

(標準点)

標準点＋
加算点

Ｂ

δδ

Ｃ

Ｄ

Ａ

自動車の購入等に係る契約【総合評価落札方式】 

①入札価格が予定
価格の範囲内で
あること 

 

②評価項目に関す
る最低限の基準
を満たしている
こと 

要
件
①
を
満
た
さ
な
い 要件②を満たさない 

もっとも費用対効果の高い者
＝傾きの大きいものと契約

予定価格 

 

◇自動車に求める仕様 
を満足 

◇グリーン購入法の 
判断の基準を満足※

要求要件 p.39 

※※ハイブリッド乗用車は2020年度の燃費基準値を満たすことが必要 
155 

 仕様書の作成 
 予定価格の作成 
 入札条件に必要な

事項の調整 

 入札公告 
 入札説明書の交付 

入札 
開札 
 契約 

契約手続の流れと環境配慮のタイミング 

最低限の要求水準で裾切り 価格と燃費で総合的に評価 

価格と燃費を総合的に評価し、 
もっとも評価値の高い者と契約
を行う 

入札準備 入札公告 
説明書交付 

事業者決定 
契 約 

自動車の購入等に係る契約【総合評価落札方式】 

154 

－ 78 －



総合評価値 = 環境性能に対する得点

入札価格に対する得点
 

入札価格（円）÷ 𝟏𝟏万円 

【総合評価値の算定方法】
標準点（𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏点）＋加算点 

加算点 = 満点（𝟓𝟓𝟓𝟓点） ×提案車の燃費値 −燃費基準値

燃費基準値
 

 燃費目標値は燃費基準値の2倍、加算点の満点（上限値）は50点に固定 
 「提案車の燃費値」及び「燃費基準値」の単位はkm/L 
 加算点の式の分母は 燃費基準値＝燃費目標値ー燃費基準値＝燃費基準値×2－燃費基準値 

グリーン購入法における乗用車に係る燃費基準値の算定式（WLTCモード） 
燃燃費費基基準準値値（（FE:km/L））はは車車両両重重量量（（M:kg））にに応応じじ以以下下ののととおおりり 

FE = （（－－2.47××10-6××M2－－8.52××10-4××M＋＋30.65））××α××β  （（M<2,759kg）） 
FE = 9.5××α××β  （（M≧≧2,759kg）） 
FEはは小小数数点点以以下下第第2位位をを四四捨捨五五入入 
α:燃燃費費基基準準達達成成率率でで0.8    β:燃燃料料ががガガソソリリンンのの場場合合1.0、、軽軽油油のの場場合合1.1、、LPガガススのの場場合合0.74 

総合評価値の算定方法 p.40 
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燃費基準値、燃費目標値及び加算点の考え方 

車車両両重重量量区区分分（（スステテッッププ））ごごととのの 
燃燃費費基基準準値値・・燃燃費費目目標標値値のの考考ええ方方 

スステテッッププレレスス方方式式のの 
燃燃費費基基準準値値・・燃燃費費目目標標値値のの考考ええ方方 

燃燃費費目目標標値値をを燃燃費費基基準準値値のの2倍倍、、加加算算点点のの満満点点をを50点点にに固固定定ととしし、、燃燃費費基基準準値値
をを超超ええるる部部分分ににつついいてて環環境境性性能能のの評評価価のの割割合合にに応応じじてて得得点点をを付付与与 
現現行行のの総総合合評評価価落落札札方方式式のの評評価価値値算算定定方方法法をを変変更更すするるここととななくく、、スステテッッププレレスス
方方式式（（乗乗用用車車がが対対象象））のの評評価価へへ対対応応もも可可能能 
 燃燃費費目目標標値値がが車車両両重重量量にによよりり一一義義的的にに決決定定さされれるるたためめ、、現現行行のの評評価価方方法法にに

おおいいてて複複数数のの車車両両重重量量区区分分ににままたたががるる場場合合ににああっっててもも加加算算点点のの算算定定がが容容易易 

（（km/L）） （（km/L））

燃燃費費目目標標値値

燃燃費費基基準準値値

Y 

2Y 

y 

2y 

（（kg)

重重量量区区分分

（（kg)車両重量車両重量

燃

費

＝

燃

費

＝

＝

＝

p.40 【乗用車以外】 【乗用車】 
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自動車の賃貸借に係る契約【評価値算定例】 

 購購入入のの評評価価方方式式とと同同様様のの総総合合評評価価落落札札方方式式をを適適用用 
 賃賃貸貸借借のの契契約約期期間間（（供供用用期期間間））のの長長短短にに応応じじてて加加算算点点のの

満満点点をを変変更更 
購入で供用期間7年間で加算点の満点の50点点にに対対しし、賃貸借の
契約期間に応じて満点を変更 
3年の場合3/7（（=21点点））、5年の場合5/7（（=36点点））を乗ずる 

 評評価価にに当当たたっってて環環境境性性能能ががほほととんんどど寄寄与与ししなないい場場合合はは、、
必必ずずししもも総総合合評評価価落落札札方方式式をを適適用用ししなないい 
例 契約期間が3年未満であって、かつ、仕様を満たす車種間の燃費

の差が小さく、加算点の満点が低い場合 

賃貸借の場合の評価の考え方 

注注：：概概ねね1年年にに満満たたなないい短短期期間間のの賃賃貸貸借借（（いいわわゆゆるる「「レレンンタタカカーー」」をを含含
むむ。。））及及びび再再リリーースス契契約約ににつついいててはは環環境境配配慮慮契契約約のの締締結結実実績績ととししてて
集集計計はは不不要要 

p.44 
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車名 車両重量 
（kg） 

提案車燃費 
（km/L） 

燃費基準値 
（km/L） 

燃費目標値 
（km/L） ①得点 ②価格点 

（1点/万円） 
評価値 
（①/②） 順位 

A 1,100 32.6 21.4 42.8 137.2 236 0.535 1 

B 1,300 19.8 20.3 40.6 105.6 235 0.426 5 

C 1,180 27.8 21.0 42.0 126.0 220 0.528 2 

D 1,270 22.0 20.5 41.0 111.5 217 0.478 4 

E 1,040 22.2 21.7 43.4 104.7 195 0.519 3 

加算点 = 𝟓𝟓𝟓𝟓 ×提案車の燃費値 −燃費基準値

燃費基準値
 

環境性能に対する得点 =標準点（𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏点）＋加算点 

最最低低価価格格 

算定方法による評価例 p.41 
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自動車の購入等に係る契約【その他留意点】 

省省エエネネ法法にに基基づづくく乗乗用用車車等等のの燃燃費費試試験験方方法法はは平平成成28年年10
月月かからら従従来来ののJC08モモーードドにに加加ええ、、WLTCモモーードドにによよるる試試
験験がが開開始始 
平平成成30年年10月月かかららWLTCモモーードドにに切切りり替替わわっってておおりり、、カカ
タタロロググ等等のの燃燃費費表表示示もも切切替替 
 省省エエネネ法法のの目目標標年年度度がが2020年年度度又又はは2022年年度度のの車車

種種のの燃燃費費目目標標値値ははJC08モモーードドでで設設定定 
 目目標標年年度度ままででははJC08モモーードドととWLTCモモーードドがが併併存存 

燃費試験法及び表示方法の移行 

燃費試験方法及び燃費移行期間における対応方針

p.48 
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自動車の購入等に係る契約【その他留意点】 

行行政政事事務務のの遂遂行行にに当当たたりり、、ググリリーーンン購購入入法法にに定定めめるる燃燃費費
基基準準をを満満たたしし、、目目的的にに合合致致すするる適適当当なな車車種種ががなないい場場合合 
小小型型ババスス、、貨貨物物車車、、重重量量車車等等のの一一部部のの車車種種ににおおいいてて燃燃費費
基基準準をを満満たたすす車車両両がが存存在在ししなないい場場合合  等等 

ググリリーーンン購購入入法法のの判判断断のの基基準準にによよららずず調調達達可可能能 
発発注注者者ににおおいいてて具具体体的的なな発発注注要要件件をを設設定定しし、、価価格格面面だだ
けけででななくく燃燃費費性性能能ににおおいいててもも競競争争性性のの確確保保にに留留意意ししたた
上上でで、、総総合合評評価価落落札札方方式式のの適適否否をを判判断断 
総総合合評評価価落落札札方方式式をを実実施施すするる場場合合はは、、仕仕様様書書等等にに示示しし
たた最最低低限限のの燃燃費費値値をを燃燃費費基基準準値値ととししてて設設定定しし、、評評価価 

燃費基準を満たした車両が存在しない場合等 p.48 
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1. 一一般般にに環環境境性性能能がが高高いいほほどど車車両両価価格格もも高高くくななるるたためめ、、予予
定定価価格格のの定定めめ方方にによよっっててはは、、環環境境性性能能がが高高いい自自動動車車にに係係
るる入入札札価価格格がが予予定定価価格格をを上上回回るる場場合合もも懸懸念念さされれるる 

2. 環環境境性性能能がが高高いい自自動動車車がが、、予予定定価価格格をを上上回回るるとといいうう理理由由
かからら落落札札さされれなないいののはは、、環環境境配配慮慮契契約約法法のの制制度度趣趣旨旨にに反反
すするる 
自自動動車車のの調調達達ににおおいいてて総総合合評評価価落落札札方方式式をを行行うう場場合合のの
予予定定価価格格はは、、仕仕様様をを満満たたすす自自動動車車ののううちち、、最最もも環環境境性性
能能がが高高いい自自動動車車のの市市場場価価格格（（交交換換購購入入契契約約をを行行うう場場合合
ににはは国国等等がが引引きき渡渡すす車車両両ととのの差差額額））をを予予定定価価格格ととすするる
ののがが適適当当 

【参考】予定価格の作成に係る考え方 
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自動車の購入等に係る契約【その他留意点】 

WLTC燃燃費費値値ははJC08燃燃費費値値にに比比較較ししてて同同水水準準又又ははよよりり低低いい
（（燃燃費費悪悪化化側側））値値ととななるる傾傾向向がが確確認認さされれてていいるるととこころろ。。ここのの
たためめ、、環環境境負負荷荷低低減減（（CO2排排出出削削減減））のの観観点点かからら、、移移行行期期間間
ににおおいいてて乗乗用用車車等等のの環環境境配配慮慮契契約約をを実実施施すするる場場合合のの原原則則はは、、
以以下下ののととおおりり。。 
1. 評評価価すするる全全ててのの自自動動車車ががWLTCモモーードドにによよるる燃燃費費表表示示をを

行行っってていいるる場場合合（（JC08モモーードドにによよるる燃燃費費表表示示ををととももにに
行行っってていいるる場場合合をを含含むむ。。））はは、、WLTC燃燃費費値値にによよりり評評価価
すするるももののととすするる 

2. 上上記記1以以外外のの場場合合はは、、JC08燃燃費費値値をを優優先先すするるももののととすするる
（（WLTC燃燃費費値値ののみみ表表示示ししてていいるる車車両両にに限限っっててWLTC燃燃
費費値値にによよりり評評価価）） 

燃費試験方法及び燃費移行期間における対応方針 p.48 
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3．産業廃棄物の処理に係る契約 

165 

総総合合評評価価競競争争入入札札をを行行おおううととすするる場場合合 
落落札札者者決決定定基基準準をを定定めめよよううととすするる場場合合（（場場合合にによよりり総総合合
評評価価競競争争入入札札ににおおいいてて落落札札者者をを決決定定ししよよううととすするる場場合合）） 

ああららかかじじめめ、、学学識識経経験験者者2人人以以上上のの意意見見をを聴聴くく義義務務
（（地地方方自自治治法法施施行行令令第第167条条のの10のの2第第4項項等等）） 

【参考】学識経験者の意見聴取 

地方公共団体が総合評価落札方式を導入する場合は、 
学識経験者の意見を聴く必要がある 
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契約における環境配慮の必要性と意義 

産業廃棄物の処理に係る契約において温室効果ガス等の排出削減、 
適正処理や再生利用の能力・実績等を考慮した事業者選定が必要 

産業廃棄物の処理に係る契約【必要性と意義】 

産産業業廃廃棄棄物物のの適適正正処処理理のの推推進進 
不不法法投投棄棄はは撲撲滅滅にに至至ららずず、、不不適適正正処処理理もも多多くく発発生生 
不不法法投投棄棄等等のの行行為為者者、、廃廃棄棄物物処処理理事事業業者者にに対対すするる規規制制
強強化化ととととももにに、、排排出出事事業業者者のの責責任任のの強強化化 
産産業業廃廃棄棄物物のの処処理理にに当当たたっっててのの優優良良産産廃廃処処理理業業者者認認定定
制制度度のの活活用用 

温温室室効効果果ガガスス等等のの排排出出削削減減 
廃廃棄棄物物分分野野かからら排排出出さされれるる温温室室効効果果ガガスス等等のの削削減減 
廃廃棄棄物物のの資資源源ととししててのの再再生生利利用用のの促促進進 

p.190 
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産業廃棄物の処理に係る契約【基本的考え方】 

基本的考え方 

温室効果ガス等の排出削減への取組の評価は、収集運搬から中
間処理、最終処分の各処理過程における温室効果ガス等の排出
削減、大気・水・土壌等の各環境質の保全を考慮  

再生利用や適正な処理の実施に関する能力や実績等の評価は、
優良認定制度への適合状況を考慮 

入札条件は、処理する産業廃棄物の種類や再生資源化の種類等
の特性を踏まえ、調達者において設定 

温室効果ガス等の排出削減への取組、優良認定制度への適合の
評価による裾切り方式  

p.193 
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産業廃棄物の処理に係る契約【区分・配点例】 

 

 

産業廃棄物の処理に係る契約における評価区分・配点例 
評価項目 区分（評価）例 配点例 

①① 環環境境/CSR報報告告書書 環環境境/CSR報報告告書書のの作作成成・・公公表表をを実実施施 10 

②② 温温室室効効果果ガガスス等等のの排排出出削削減減計計画画
・・目目標標 削削減減計計画画策策定定・・目目標標設設定定及及びび公公表表をを実実施施 10 

③③ 従従業業員員へへのの研研修修・・教教育育 従従業業員員にに対対しし定定期期的的なな研研修修・・教教育育をを実実施施 5 

環境配慮への取組状況（小計） －－ 25 
①① 優優良良適適性性（（遵遵法法性性）） 特特定定不不利利益益処処分分をを5年年間間受受けけてていいなないいこことと 10 
②② 事事業業のの透透明明性性 イインンタターーネネッットトにによよるる情情報報公公開開のの実実施施 10 

③③ 環環境境配配慮慮のの取取組組 ISO14001、、エエココアアククシショョンン21等等環環境境ママ

ネネジジメメンントトシシスステテムム認認証証取取得得  
10 

④④ 電電子子ママニニフフェェスストト 電電子子ママニニフフェェスストトシシスステテムムへへ加加入入、、利利用用可可能能 10 
⑤⑤ 財財務務体体質質のの健健全全性性 自自己己資資本本比比率率、、経経常常利利益益等等のの財財務務基基準準満満足足 10 

優良基準への適合状況（小計） －－ 50 
合     計 －－ 75 

p.196 
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プラスチック資源循環の促進 

産業廃棄物の処理に係る契約【プラ資源循環】 

p.191 
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プラスチック資源循環の促進（排出抑制・再資源化等） 
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（令和3年法律第60号）
が令和4年4月から施行 
製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけ
るプラスチック資源循環等の取組、3R+Renewableを促進することとして

おり、排出事業者に対してはプラスチック廃棄物の排出の抑制やその再資源
化等が求められているところ 
国及び独立行政法人等においても排出事業者として、プラスチック使用製品
廃棄物の排出の抑制を図るとともに、その再資源化等を率先して実行するこ
とが必要 

環境配慮契約の観点から、国及び独立行政法人等においてプラスチック廃棄物の
排出抑制、再資源化等の促進につながる取組について、同法に基づく「排出事業
者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に
関する判断の基準の手引き（令和4年3月）」等を参考とし、取り組むことが必要 

－ 85 －



優良適性（遵法性）に係る評価 

産業廃棄物の処理に係る契約【優良適性】 

優優良良適適性性（（遵遵法法性性））のの評評価価 
適適正正なな産産業業廃廃棄棄物物処処理理のの実実施施にに係係るる能能力力やや実実績績等等をを評評価価すするる観観
点点かからら、、特特定定不不利利益益処処分分をを過過去去5年年間間受受けけてていいなないいここととがが要要件件 
新新規規参参入入かからら5年年にに満満たたなないい事事業業者者はは0点点 
他他方方、、新新規規参参入入事事業業者者とと特特定定不不利利益益処処分分をを受受けけたた事事業業者者のの評評価価
ににはは明明確確なな差差異異がが必必要要 

特定不利益処分を受けた時点から5年に満たない事業者（同処
分を受けた新規参入後5年未満の事業者を含む）は、本項目の
点数を「マイナス『配点の50%』」（下表は配点10点の例） 

事業に参入して5年未満の事業者 事業に参入して5年以上の事業者 

特定不利益処分を 
受けていない事業者 

特定不利益処分を 
受 け た 事 業 者 

特定不利益処分を受け
ていない事業者又は 
最後に特定不利益処分
を受けてから5年以上 
経 過 し た 事 業 者 

最後に特定不利益 
処 分 を 受 け て か ら 
5年未満の事業者 

0点 －5点 10点 －5点 

p.195 
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② 優良基準への適合状況 
優優良良適適性性（（遵遵法法性性）） 
事事業業のの透透明明性性 
環環境境配配慮慮のの取取組組 
電電子子ママニニフフェェスストト 
財財務務体体質質のの健健全全性性 

裾切り方式 

① 環境配慮への取組状況（基本項目のみ） 
環環境境/CSR報報告告書書のの作作成成・・公公表表 
温温室室効効果果ガガスス等等のの排排出出削削減減計計画画のの策策定定・・目目標標設設定定・・公公表表 
従従業業員員にに対対すするる研研修修・・教教育育のの実実施施 

下記の要素についてポイント制で評価し、満点の６割
以上の点数を獲得した事業者に入札参加資格を付与 

産業廃棄物の処理に係る契約【裾切り方式】 

環境配慮契約を実施した場合の入札  
参加処理業者の割合（令和66年度）  

p.193 
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産業廃棄物の処理に係る契約【基本項目評価例①】 

 

 

評価項目 区分（評価） 得点 
①① 環環境境/CSR報報告告書書 環環境境/CSR報報告告書書のの作作成成・・公公表表をを実実施施 0 

②② 温温室室効効果果ガガスス等等のの排排出出削削減減計計画画
・・目目標標 削削減減計計画画策策定定・・目目標標設設定定及及びび公公表表をを実実施施 10 

③③ 従従業業員員へへのの研研修修・・教教育育 従従業業員員にに対対しし定定期期的的なな研研修修・・教教育育をを実実施施 5 

環境配慮への取組状況（小計） －－ 15 
①① 優優良良適適性性（（遵遵法法性性）） 特特定定不不利利益益処処分分をを5年年間間受受けけてていいなないいこことと 10 
②② 事事業業のの透透明明性性 イインンタターーネネッットトにによよるる情情報報公公開開のの実実施施 0 

③③ 環環境境配配慮慮のの取取組組 ISO14001、、エエココアアククシショョンン21等等環環境境ママ

ネネジジメメンントトシシスステテムム認認証証取取得得  
0 

④④ 電電子子ママニニフフェェスストト 電電子子ママニニフフェェスストトシシスステテムムへへ加加入入、、利利用用可可能能 10 
⑤⑤ 財財務務体体質質のの健健全全性性 自自己己資資本本比比率率、、経経常常利利益益等等のの財財務務基基準準満満足足 10 

優良基準への適合状況（小計） －－ 30 
合 計 －－ 45 

事業者共通の取組で15点獲得した場合、優良基準への適合状況で30
点以上獲得することで入札参加資格（満点の60%=45点）を得る 

173 

財務体質の健全性に係る評価 

産業廃棄物の処理に係る契約【財務体質の健全性】 

財財務務体体質質のの健健全全性性のの評評価価 
直直近近3年年間間のの自自己己資資本本比比率率及及びび経経常常利利益益金金額額等等ににつついいてて評評価価。。
たただだしし、、令令和和2年年10月月施施行行のの優優良良産産廃廃処処理理業業者者認認定定制制度度のの評評価価
基基準準とと異異ななるるここととにに留留意意がが必必要要 
当当該該期期間間ににおおいいてて税税・・保保険険料料ににつついいててはは滞滞納納ししてていいなないいこことと、、
最最終終処処分分業業者者のの場場合合はは維維持持管管理理積積立立金金のの積積立立ててををししてていいるるこことと
がが要要件件 
事事業業にに参参入入ししたた時時点点かからら3年年にに満満たたなないい事事業業者者ににととっってて不不利利なな
状状況況 

本項目の自己資本比率及び経常利益金額等（詳細は基本方針
解説資料p.209の「財務体質の健全性に係る評価」参照）に
ついて「直近3年」を「事業参入時点からの経過年数」に読み
替え 

優良認定業者は個別の評価項目によらず本評価項目に適合とみなす

p.195 
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産業廃棄物の処理に係る契約【入札手続】 

 

 

裾切り方式に係る入札手続 

入入札札公公告告・・資資格格審審査査のの段段階階のの「「入入札札参参加加資資格格のの審審査査」」はは裾裾切切りり要要件件にに照照ららしし、、入入
札札参参加加希希望望者者かからら提提出出さされれたた参参加加資資格格にに係係るる書書類類のの審審査査をを実実施施 
事事業業者者選選定定・・契契約約のの段段階階のの「「入入札札及及びび開開札札（（落落札札者者決決定定））」」はは裾裾切切りり方方式式にによよるる
入入札札参参加加要要件件をを満満たたししたた事事業業者者のの中中かからら最最低低価価格格落落札札方方式式にによよりり落落札札者者をを決決定定 
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入

札

公

告

入

札

参

加

資

格

の

審

査

入

札

開

札

（

落

札

者

決

定

）

裾

切

り

要

件

の

設

定

仕

様

書

の

作

成

予

定

価

格

の

作

成

入
札
に
必
要
な
事
項
の
調
整

契

約

■入札公告
　資格審査

p.205 

175 

 

 

評価項目 区分（評価） 得点 
①① 環環境境/CSR報報告告書書 環環境境/CSR報報告告書書のの作作成成・・公公表表をを実実施施 0 

②② 温温室室効効果果ガガスス等等のの排排出出削削減減計計画画
・・目目標標 削削減減計計画画策策定定・・目目標標設設定定及及びび公公表表をを実実施施 10 

③③ 従従業業員員へへのの研研修修・・教教育育 従従業業員員にに対対しし定定期期的的なな研研修修・・教教育育をを実実施施 5 

環境配慮への取組状況（小計） －－ 15 
①① 優優良良適適性性（（遵遵法法性性）） 特特定定不不利利益益処処分分をを5年年間間受受けけてていいなないいこことと －－5 
②② 事事業業のの透透明明性性 イインンタターーネネッットトにによよるる情情報報公公開開のの実実施施 10 

③③ 環環境境配配慮慮のの取取組組 ISO14001、、エエココアアククシショョンン21等等環環境境ママ

ネネジジメメンントトシシスステテムム認認証証取取得得  
10 

④④ 電電子子ママニニフフェェスストト 電電子子ママニニフフェェスストトシシスステテムムへへ加加入入、、利利用用可可能能 10 
⑤⑤ 財財務務体体質質のの健健全全性性 自自己己資資本本比比率率、、経経常常利利益益等等のの財財務務基基準準満満足足 10 

優良基準への適合状況（小計） －－ 35 
合 計 －－ 50 

評価例①と同様の評価であるが、3年前（5年以内）に特定不利益
処分を受けた事業者が入札参加資格を得るために必要な得点例 

産業廃棄物の処理に係る契約【基本項目評価例②】 
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船舶の調達に係る契約【基本的考え方】 

船舶の設計を発注する場合は、当該船舶に求められる要件
に加え、環境配慮に関しても調達者の要求を満たした船舶
設計が期待される設計事業者を選定 

推進機関の燃料消費率等が小型船舶の調達に当たっての要
件（推進機関のみの調達を含む） 

要求性能は行政目的等が達成できるよう適切に設定 

環環境境配配慮慮契契約約のの適適用用がが困困難難なな場場合合ににああっっててもも、、可可能能なな限限りり基基本本
方方針針のの基基本本的的なな考考ええ方方にに基基づづきき、、環環境境配配慮慮契契約約のの実実現現にに向向けけたた
検検討討をを実実施施すするるここととがが適適切切かかつつ重重要要 

p.57 

基本的考え方 
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4．船舶の調達に係る契約 
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船舶の調達に係る契約【船舶設計の環境配慮】 

要求項目を規定 
船型を仮定して配置検討 
容積の計算 
諸数値の決定 
要求速力に対する馬力検討、主機関

馬力の決定 
一般配置図、建造仕様書、船価見積

等を作成 等 

落札業者による詳細設計の
立案・建造の開始

建造に係る契約
一般競争入札 を締結

官報公示・仕様書提示 

仕様書の策定 

建造計画・基本設計の立案 

調達者が基本設計を行う場合 p.58 

調達者が温室効果ガス等の 
削減に配慮することが重要 

179 

船舶の調達に係る契約【背景と意義】 

環境配慮契約の必要性と意義 

2018年4月にIMO（国際海事機関）に

おいて国際海運の温室効果ガス排出を
ゼロにする長期目標等を含む「IMO 
GHG削減戦略」が採択され、さらに
2023年7月には温室効果ガス排出削減
目標を「2050年頃までにGHG排出ゼ
ロ」へと強化した「2023 IMO GHG
削削減減戦戦略略」に改定 
船舶分野においても、一層の省エネ・
脱炭素に向けた取組が必要 
船舶由来の温室効果ガス排出量は政府
全体（2,547千千㌧㌧CO2：削減対象外の
活動を含む。）の総排出量の26.0%
（令和5年度） 
船舶は建造後長期に渡って使用される
ことから、環境配慮契約の実施による
長期的な温室効果ガス排出削減が期待 

2023（（令令和和5））年年度度政政府府実実行行計計画画 
実実施施状状況況調調査査結結果果よよりり 

p.55 

178 

※ 「その他」には東日本大震災関係の廃棄物
焼却に伴う排出及び航空機が含まれる 
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船舶の調達に係る契約【環境配慮型船舶プロポーザル方式】 

環境配慮型船舶プロポーザル方式 

船舶の設計発注に当たり、温室効果ガス等の排出削減に配慮す
る内容をテーマとした技術提案を求め、総合的にもっとも優れ
た者を特定するプロポーザル方式 

適用範囲 
船船舶舶のの調調達達にに当当たたりり概概略略設設計計又又はは基基本本設設計計にに関関すするる業業務務をを発発注注すするる

場場合合はは、、原原則則ととししてて、、環環境境配配慮慮型型船船舶舶ププロロポポーーザザルル方方式式をを
採採用用 
たただだしし、、当当該該船船舶舶のの用用途途にに照照ららしし温温室室効効果果ガガスス等等のの排排出出のの削削減減以以外外
のの項項目目がが特特にに優優先先さされれるる船船舶舶、、温温室室効効果果ガガスス等等のの削削減減ににつついいてて設設計計
上上のの工工夫夫のの余余地地ががほほととんんどどなないい場場合合ににつついいててはは適適用用除除外外 

p.60 

181 

船舶の調達に係る契約【船舶設計の環境配慮】 

官報公示・仕様書提示 

 予算化に向けた建造計画の立案 

 設計業務を進めるに当たっての要求項目を
規定 

落札業者による詳細設計の
立案・建造の開始

建造計画・基本設計の立案 

建造に係る契約
一般競争入札 を締結

仕様書の策定 

概略設計の契約を締結 

基本設計の契約を締結 
 船型を仮定して配置検討 

 容積の計算 
 諸数値の決定 

 要求速力に対する馬力検討、主機関馬力の
決定 

 一般配置図、建造仕様書、船価見積等を作

成 等 

概略設計・基本設計を事業者に発注する場合 p.59 

環境にも配慮できる事業者を 
契約の相手として選定する 

180 

－ 91 －



４．企画提案書記載項目

（（１１））法法人人のの概概要要等等ににつついいてて  

（（２２））担担当当技技術術職職員員ににつついいてて  

（（３３））企企画画提提案案をを求求めめるる技技術術的的課課題題ににつついいてて  

①① 計計画画ししてていいるる××××船船のの概概要要ににつついいてて  
    計計画画船船はは以以下下のの概概要要をを想想定定ししてていいるるがが、、ここのの可可能能性性及及びびイイメメーージジ。。  

・・総総トトンン数数：：約約○○○○トトンン  

・・船船体体材材質質：：鋼鋼  

      ････････････  

②② 船船内内騒騒音音振振動動及及びび水水中中雑雑音音をを低低減減ささせせるる方方策策ににつついいてて  

      ････････････  

③③ 維維持持管管理理費費のの低低減減及及びび省省エエネネ型型のの××××船船ととすするるここととににつついいてて  
・・建建造造費費用用にに関関すするるこことと  

・・維維持持管管理理費費((人人件件費費、、燃燃油油等等運運航航経経費費、、修修繕繕費費等等))にに関関すするるこことと  

④④ そそのの他他、、××××船船建建造造ににああたたっってて配配慮慮すすべべきき事事項項  
      ････････････  

船舶の調達に係る契約【環境配慮型船舶プロポーザル方式】 

環境配慮型船舶プロポーザル方式の実例 p.65 

183 

【【提提案案内内容容のの評評価価例例】】 
温温室室効効果果ガガスス等等のの排排出出削削減減ににつついいてて、、的的確確性性（（与与条条件件ととのの整整合合
等等））・・独独創創性性（（工工学学的的知知見見にに基基づづくく独独創創的的提提案案等等））・・実実現現性性
（（理理論論的的裏裏付付けけ、、説説得得性性等等））をを考考慮慮ししてて総総合合的的にに評評価価 
省省エエネネ船船型型ででああるるここととをを評評価価 
エエネネルルギギーー使使用用合合理理化化事事業業者者支支援援事事業業 のの省省エエネネ評評価価基基準準をを満満足足
ししてていいるる技技術術提提案案ででああるる場場合合にに評評価価 

当該船舶の要求事項から設定される技術提案項目のうち、必ず
１つ以上の項目に、温室効果ガス等の排出削減に関する内容を
盛り込む 

船舶の調達に係る契約【環境配慮型船舶プロポーザル方式】 

環境配慮型船舶プロポーザル方式の実施 p.60 
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船舶の調達に係る契約【小型船舶の調達】 

 船船舶舶のの燃燃費費はは推推進進機機関関をを含含めめ総総合合的的にに評評価価すすべべきき 
 小小型型船船舶舶ににおおいいててはは、、推推進進機機関関単単体体のの燃燃料料消消費費率率のの影影

響響がが大大ききいい 
調調達達にに当当たたっってて要要求求水水準準にに燃燃料料消消費費率率等等をを含含めめるる必必要要 

 総総トトンン数数20トトンン未未満満（（船船舶舶安安全全法法関関連連法法令令）） 

 船船舶舶のの推推進進機機関関はは窒窒素素酸酸化化物物削削減減対対策策がが先先行行 
 CO2削削減減ととNOx削削減減ははトトレレーードドオオフフ 

推推進進機機関関のの燃燃料料消消費費率率にに加加ええ、、NOx等等のの排排出出量量のの基基準準がが必必要要 

推進機関の要件 

p.62 

燃料消費率等 

対象とする小型船舶 
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資 料２

ⅡⅡ．電気の供給を受ける契約に関する基本的事項について

【別 紙】 

背景と意義

１１．．電電気気のの供供給給をを受受けけるる契契約約ににおおけけるる環環境境配配慮慮のの必必要要性性とと意意義義

国及び独立行政法人等の施設において使用する電気の供給を受ける契約に当たっては、価

格のみで判断をするのではなく、温室効果ガス等による環境負荷についても適切に考慮した

上で契約を締結することが、施設全体の環境負荷低減を進めるために重要である。調達者側

から環境に配慮した契約を実施することにより、環境負荷低減の推進とともに、環境と経済

が両立する新しい社会づくりに資することが期待される。 

２２．．本本解解説説資資料料のの使使いい方方

本解説資料は、環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた電気の供給を受ける契約に

関する基本的事項を踏まえ、調達者が具体的に電気の供給を受ける契約を締結する際の参考

として使用されることを想定したものであり、契約方式の基本的考え方や具体的な内容、実

際の事務手続等について説明している。

令和 8 年 2 月現在、環境配慮契約法に基づく電気の供給を受ける契約に関する基本的事項

については、現行の裾切り方式から総合評価落札方式への移行 1に向けた手続が進められてお

り、総合評価落札方式の具体的内容については最終的なとりまとめを行っているところであ

る。このため、本解説資料の別紙として総合評価落札方式に関する事項を整理することとす

る。また、総合評価落札方式の制度内容が確定次第、環境省のホームページにおいて裾切り

方式を含め、本解説資料を更新・公表する予定である。

現行の裾切り方式は、あらかじめ排出係数のしきい値を設定した上で、小売電気事業者の

二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用状況及び再生可能エネルギーの導入状況を必

須項目としてポイント制で評価し、一定以上のポイントを獲得した事業者には入札参加資格

1 環境配慮契約法附則第 3 項において、「政府は、国及び独立行政法人等が締結する電気の供給を受ける契約にお

ける電気の価格並びに温室効果ガス等の排出の程度を示す係数及び環境への負荷の低減に関する取組の状況（次

項において「温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等」という。）を総合的に評価して落札者を決定する方式

等について、電気事業者の温室効果ガス等の排出の削減等のための技術開発及び電源構成の変更に相当の期間を

要すること等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも

のとする。」とされている。



－1－

資 料２

ⅡⅡ．電気の供給を受ける契約に関する基本的事項について

【別 紙】 

背景と意義

１１．．電電気気のの供供給給をを受受けけるる契契約約ににおおけけるる環環境境配配慮慮のの必必要要性性とと意意義義

国及び独立行政法人等の施設において使用する電気の供給を受ける契約に当たっては、価

格のみで判断をするのではなく、温室効果ガス等による環境負荷についても適切に考慮した

上で契約を締結することが、施設全体の環境負荷低減を進めるために重要である。調達者側

から環境に配慮した契約を実施することにより、環境負荷低減の推進とともに、環境と経済

が両立する新しい社会づくりに資することが期待される。 

２２．．本本解解説説資資料料のの使使いい方方

本解説資料は、環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた電気の供給を受ける契約に

関する基本的事項を踏まえ、調達者が具体的に電気の供給を受ける契約を締結する際の参考

として使用されることを想定したものであり、契約方式の基本的考え方や具体的な内容、実

際の事務手続等について説明している。

令和 8 年 2 月現在、環境配慮契約法に基づく電気の供給を受ける契約に関する基本的事項

については、現行の裾切り方式から総合評価落札方式への移行 1に向けた手続が進められてお

り、総合評価落札方式の具体的内容については最終的なとりまとめを行っているところであ

る。このため、本解説資料の別紙として総合評価落札方式に関する事項を整理することとす

る。また、総合評価落札方式の制度内容が確定次第、環境省のホームページにおいて裾切り

方式を含め、本解説資料を更新・公表する予定である。

現行の裾切り方式は、あらかじめ排出係数のしきい値を設定した上で、小売電気事業者の

二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用状況及び再生可能エネルギーの導入状況を必

須項目としてポイント制で評価し、一定以上のポイントを獲得した事業者には入札参加資格

1 環境配慮契約法附則第 3 項において、「政府は、国及び独立行政法人等が締結する電気の供給を受ける契約にお

ける電気の価格並びに温室効果ガス等の排出の程度を示す係数及び環境への負荷の低減に関する取組の状況（次

項において「温室効果ガス等の排出の程度を示す係数等」という。）を総合的に評価して落札者を決定する方式
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のとする。」とされている。
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ⅡⅡ-2．総合評価落札方式に関する基本的事項について

１．総合評価落札方式の解説

１１－－１１  総総合合評評価価落落札札方方式式のの基基本本的的考考ええ方方

電気の供給を受ける契約に関する契約における総合評価落札方式の基本的な考え方は、以

下のとおりとする。

 温室効果ガス等の排出の程度を示す係数（二酸化炭素排出係数）の低い小売電気

事業者との契約に努めるよう配慮する。

 温室効果ガス排出削減の観点から、環境への負荷の低減に関する小売電気事業者

の取組状況（二酸化炭素排出係数、再生可能エネルギーの導入状況、未利用エ

ネルギーの活用状況等）、調達する電力に占める再生可能エネルギー電気の割

合及び電気の価格等を総合的に評価して落札者を決定する方式（総合評価落札

方式）を採用する。

 上記を評価する際には、小売電気事業者の電源構成、非化石証書の使用状況及び

二酸化炭素排出係数の開示状況を考慮する。

 調達電力に占める再生可能エネルギー電気の割合が 100%である場合は、必ずし

も総合評価落札方式は採用しない。

 公正な競争の確保の観点も踏まえ、総合評価落札方式の評価項目や配点の設定に

当たっては原則複数の小売電気事業者の参入が可能であることを確保する。

 契約期間中の契約電力、再生可能エネルギー電気、予定使用電力量等を確実かつ

安定的に供給できると見込まれる小売電気事業者と契約するよう配慮する。

 再生可能エネルギー電源の導入拡大に資する再生可能エネルギー電気の調達に

努める。

 地域共生が図られていない発電施設において発電された電力の調達を回避。

 小売電気事業者間の競争を不当に阻害しないことに配慮する。

 評価要件については、必要に応じて見直しを行う（排出係数しきい値及び調達電

力の再エネ割合については適切なタイミング（少なくとも 2 年に 1 回）で原則

引き下げ/引き上げを行う。）。

 

１１－－２２  対対象象ととななるる契契約約のの考考ええ方方

電気の供給を受ける契約において、入札に付する契約は総合評価落札方式により落札者

を決定するものとする。なお、その他の契約方式を用いて、調達電力に占める再生可能エ

ネルギー電気の割合が 100%で契約できている場合については、必ずしも総合評価落札方

式とする必要はない。

再生可能エネルギー電気の調達に当たっては、必要に応じ、調達対象となる電源の環境
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を付与する方式である。これにより、環境負荷低減に向けた最低限の水準を確実に担保する

ことはできるが、最低限の水準をクリアした事業者間では環境性能の差があったとしても価

格のみの競争となっている。

一方、総合評価落札方式は、価格に加え、二酸化炭素排出係数、再生可能エネルギーの導

入状況、再生可能エネルギーの追加性（新規性・上積み性）、地域との共生等の観点を総合

的に評価する方式である。環境価値を競争要素として組み込むことで、より高い環境性能を

有する事業者の選定が可能となり、政府実行計画が掲げる 2030年度の温室効果ガス削減及び

調達電力に占める再エネ比率向上を実現する仕組みとなる。

令和 8 年度は、令和 9 年度からの総合評価落札方式の本格導入に向けた移行期間として位

置づけられる。具体的には、準備が整った国の機関や独立行政法人等において総合評価落札

方式の先行的な導入を促す一方、多くの機関では従来の裾切り方式を引き続き実施すること

が想定される。このため、令和 8 年度は裾切り方式により最低限の環境性能を確保しつつ、

可能な機関から段階的に総合評価落札方式を導入することで、調達実務への円滑な移行と脱

炭素化の加速を図る期間と位置づける。

以上を踏まえ、本解説資料では、移行期間における電気の供給契約で採用される以下の二

つの契約方式について説明することとする。

Ⅱ-1．裾切り方式に関する基本的事項について

Ⅱ-2．総合評価落札方式に関する基本的事項について

ただし、前述のとおり、令和 8年 2月現在の本解説資料においては、「Ⅱ-2．総合評価落

札方式に関する基本的事項について」を別紙に掲載することとする。

なお、本解説資料に示した事例は参考例であり、当該地域の実情等を踏まえ、調達者が適

切に対応することが必要である。
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て、評価に応じた加算点を与えるものとする。

具体的な得点は、標準点と加算点の合計とする（式 2）。

得点 ＝ 標準点＋加算点 ・・・（式 2）

ウ．選定方法

本評価方式の場合、クリアすべき最低要件として、

① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること 

② 評価項目に関する最低限の要求要件（標準点）を満たしていること 

③ その他、行政目的に応じて仕様に記載された事項に合致していること 

があげられる。

上記①～③を満足するものの中から評価値の最も高いものを落札者とする。本方式の評

価値を用いた落札者選定のイメージは、図Ⅱ－2.1－1 のとおり。

図Ⅱ－2.1－1 総合評価落札方式で行う評価値を用いた落札者選定のイメージ

エ．評価項目

電気の供給を受ける契約において、価格以外の要素として評価する環境配慮としては、

電力の供給における二酸化炭素排出量の削減を評価する。電力の供給における二酸化炭素

排出量は二酸化炭素排出係数や再生可能エネルギー電気の割合等をもって評価すること

100点点＋＋δδ ☆ B
◆ C

○ A

● D

：要件①を満足しない領域（入札価格が予定価格を超過）

：要件②を満足しない領域（「最低限の要求要件」を満たさない）

例えば、Cは予定価格を超過、Dは標準点の状態を満たしていない。

Aは①及び②の基準を満足しているが、評価値がBを下回る。よって、Bが落札者となる。

標準点＋
加算点

予予定定価価格格 入札価格

0

100
（標準点）

評価値

δδ
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負荷等を確認 2するなど可能な限り再生可能エネルギー電源の導入拡大に資する再生可能

エネルギー電気の調達に努めることとし、PPA（Power Purchase Agreement）モデルの活用

についても積極的な検討を推奨するものとする 3。

１１－－３３  総総合合評評価価落落札札方方式式ににつついいてて

基本的な考え方等を踏まえ、具体的な総合評価落札方式について、以下に示す。

（１）総合評価落札方式の考え方

総合評価落札方式は、入札価格に係る評価点（入札価格点）のほかに、価格以外の要素に

係る評価点（技術点）を評価の対象に加えることで品質を総合的に評価し、技術と価格の両

面を評価した結果として最も優れた者を落札者として決定する方式である。

ア．評価方式の概要

 総合評価落札方式においては、提案の内容は評価指標をもとに得点に換算され、この得点

と入札価格を比較した評価値を求めることによって、最もコストパフォーマンスの優れた提

案を判断する。具体的な評価値は、以下の方法で算定する（式１）。

評価値 ＝
得点

・・・（式 1）
入札価格点

イ．評価の考え方

本契約で用いる評価方式は、入札説明書等に記載された要求要件（＝調達者が示す標準

案の状態）を満足しているかを判断し、満足している場合には、標準点（＝100 点）を与

える。さらに、環境性能について標準案の状態を上回る部分に対して、標準点を基準とし

2 例えば、固定価格買取制度（FIT/FIP 制度）において、バイオマス発電に対する認定基準の一つである燃料の安

定調達確保の一部として、中長期的な観点から持続可能な形で生産された燃料を調達することを求めており（例

えば輸入バイオマス燃料の第三者認証など）、総合資源エネルギー調査会の下にバイオマス持続可能性ワーキン

ググループが設置され、議論が継続されている。
3 再生可能エネルギー電源の導入拡大に資する評価指標の一つである「追加性」については、再生可能エネルギー

電源の導入を促す効果があるものとして、オンサイト PPA やオフサイト PPA 等があげられる。なお、RE100 の技

術要件（Technical Criteria）においては、調達対象となる再生可能エネルギー電気は、原則として運転開始又はリ

パワリングから 15 年以内であることとされており、本項においては、この技術要件を参考として「追加性のある

再生可能エネルギー電気」として評価することとしている（後述（２）オ①参照）。

評価値が最も

高い者が落札者

あらかじめ定めた計算方法

により提案内容を得点換算

例えば、１万円を１点にする

など入札価格を点数化する
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面を評価した結果として最も優れた者を落札者として決定する方式である。

ア．評価方式の概要

 総合評価落札方式においては、提案の内容は評価指標をもとに得点に換算され、この得点

と入札価格を比較した評価値を求めることによって、最もコストパフォーマンスの優れた提

案を判断する。具体的な評価値は、以下の方法で算定する（式１）。

評価値 ＝
得点

・・・（式 1）
入札価格点

イ．評価の考え方

本契約で用いる評価方式は、入札説明書等に記載された要求要件（＝調達者が示す標準

案の状態）を満足しているかを判断し、満足している場合には、標準点（＝100 点）を与

える。さらに、環境性能について標準案の状態を上回る部分に対して、標準点を基準とし

2 例えば、固定価格買取制度（FIT/FIP 制度）において、バイオマス発電に対する認定基準の一つである燃料の安

定調達確保の一部として、中長期的な観点から持続可能な形で生産された燃料を調達することを求めており（例

えば輸入バイオマス燃料の第三者認証など）、総合資源エネルギー調査会の下にバイオマス持続可能性ワーキン

ググループが設置され、議論が継続されている。
3 再生可能エネルギー電源の導入拡大に資する評価指標の一つである「追加性」については、再生可能エネルギー

電源の導入を促す効果があるものとして、オンサイト PPA やオフサイト PPA 等があげられる。なお、RE100 の技

術要件（Technical Criteria）においては、調達対象となる再生可能エネルギー電気は、原則として運転開始又はリ

パワリングから 15 年以内であることとされており、本項においては、この技術要件を参考として「追加性のある

再生可能エネルギー電気」として評価することとしている（後述（２）オ①参照）。

評価値が最も

高い者が落札者

あらかじめ定めた計算方法

により提案内容を得点換算

例えば、１万円を１点にする

など入札価格を点数化する
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（２）評価項目の詳細

ア．事業者全体又は調達電力の二酸化炭素排出係数

① 評価に用いる二酸化炭素排出係数

最も重要な評価項目の二酸化炭素排出係数については、以下の値を用いることとする。

小売電気事業者の事業者全体の調整後排出係数 5（地球温暖化対策の推進に関する法

律（以下「温対法」という。）に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの 6

又は温対法に基づき小売電気事業者が算定した最新のもの 7）。

表Ⅱ－2.1－3 評価に用いる事業者全体の調整後排出係数の年度及び適用時期（例）

注１：温対法に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの（公表時期は前後する場合がある）

注２：温対法に基づき小売電気事業者が算定した最新のもの

② 標準点の評価

標準点における二酸化炭素排出係数の基準値は事業者全体では 0.435kg-CO2/kWh以
下、調達電力では 0.342kg-CO2/kWh以下とする。なお、基準値は、国及び独立行政法人

等における環境配慮契約の実績、再生可能エネルギー電気の調達実績、地球温暖化対策計

画や政府実行計画及びエネルギー基本計画等の関連施策との整合を図りつつ、前年度の全

国の小売電気事業者の二酸化炭素排出係数、電源構成及びその推移、供給区域別の参入状

況等について点検・確認するとともに、有識者の意見等を踏まえ適切に設定 8するものとし、

本解説資料において示すこととする 9。

5 最新の「電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表について」に基づき算定されたもの。
6 新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、温対法に基づき環境大臣及び経済産業大臣から排出係数

が公表されていない事業者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとす

る。
7 温対法に基づき算定される小売電気事業者の基礎排出係数及び調整後排出係数については例年 7 月頃と 12 月頃

の 2 回公表されている。7 月頃に公表される事業者全体の排出係数は前々年度のものである。他方、環境省が公表

する裾切り評価に使用する供給区域別の配点例（後述 p.24 参照）の作成に当たって参考とする調整後排出係数は、

12 月頃に公表される前年度のメニュー別排出係数、残差排出係数、及び小売電気事業者が温対法に基づき算定し

た排出係数であることから、裾切り方式の実施に当たっても、入札参加希望事業者に提出を求めるなど、可能な

限り最新の小売電気事業者が算定した調整後排出係数を使用するものとする。
8 X 年度の契約において使用する基準値は、原則として X-1 年度に有識者の意見等を踏まえ決定する。
9 2027（令和 9 年）度以降の基準値は全国の小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等（小売電気事業者自らの公表

値を含む。）を踏まえ検討する。

年　　度
月

公表されている
排出係数注注１１

裾切り評価に用いる
排出係数の年度

12～～3月月 4～～6月月 7～～11月月 12～～3月月

(X-2)年年度度

事事業業者者全全体体確確定定値値等等

（（X-1））年年度度 X年年度度

(X-2)年年度度

メメニニュューー別別排排出出係係数数等等

(X-1)年年度度

メメニニュューー別別排排出出係係数数等等

(X-3)年年度度又又はは

(X-2)年年度度
注注２２ （（X-2））年年度度

(X-2)年年度度又又はは

(X-1)年年度度
注注２２

－6－

とするが、具体的な評価項目は、以下のとおりとする。

① 標準点（最低限満たすべき評価項目）

表Ⅱ－2.1－1に示された 1～3の評価項目（2及び 3にあっては基準値）をすべて満たす

場合に 100 点を付与する。最低限満たすべき評価項目であることから、標準点 100 点を

得られない事業者は不合格となり契約できない。

表Ⅱ－2.1－1 総合評価落札方式における標準点の評価項目

標標準準点点のの評評価価項項目目  基基準準値値  

1 
電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素

排出係数の情報を開示
4
していること 

－  

2 事業者全体注又は調達電力の二酸化炭素排出係数 
事業者全体：0.435kg-CO2/kWh 以下 
調達電力 ：0.342kg-CO2/kWh 以下  

3 調達電力に占める再生可能エネルギー電気の割合 50%以上  

注：沖縄電力供給区域においては同供給区域内で供給された排出係数を使用するものとする。

② 加算点

表Ⅱ－2.1－2 に示されたア～キの項目について、それぞれの取組状況に応じて加算点を

計算し合計する。

加算点の満点は 50 点とする。また、ア～カの 6 つの評価項目については必須項目とし

て必ず評価することとし、 とするか否かを決めキについては調達者の判断により評価項目

るものとする。

なお、各評価項目の評価方法は「（２）評価項目の詳細」を参照されたい。

表Ⅱ－2.1－2 総合評価落札方式における加算点の評価項目

加加算算点点のの評評価価項項目目 配配点点注注１１

ア

必須

事業者全体注２の二酸化炭素排出係数 20 点

イ 調達電力に占める再生可能エネルギー電気の割合 10 点

ウ 再生可能エネルギーの導入状況 5 点

エ 未利用エネルギーの活用状況 5 点

オ 調達電力に占める追加性のある再生可能エネルギー電気の割合 5 点

カ 指定地域における持続的な再生可能エネルギー電気の創出・利用に向けた取組 5 点

キ 任意 ディマンド・リスポンスの取組 任意

注１：配点は加算点の標準的な例を示したもの。加算点の合計 50 点を変更しない限り、調達者の判断

により、キの任意の評価項目の採用を含め、配点・配分を決めることは差し支えない。

注２：沖縄電力供給区域においては同供給区域内で供給された排出係数を使用するものとする。

4 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」（最新版を参照）に示された電源構成等や非化石証書の使用状況の

算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事

業者であって、電源構成等の情報を開示していない者は、事業開始日から１年間に限って開示予定時期（事業開

始日から１年以内に限る。）を明示することにより、適切に開示したものとみなすこととする。

－ 6－
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（２）評価項目の詳細

ア．事業者全体又は調達電力の二酸化炭素排出係数

① 評価に用いる二酸化炭素排出係数

最も重要な評価項目の二酸化炭素排出係数については、以下の値を用いることとする。

小売電気事業者の事業者全体の調整後排出係数 5（地球温暖化対策の推進に関する法

律（以下「温対法」という。）に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの 6

又は温対法に基づき小売電気事業者が算定した最新のもの 7）。

表Ⅱ－2.1－3 評価に用いる事業者全体の調整後排出係数の年度及び適用時期（例）

注１：温対法に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの（公表時期は前後する場合がある）

注２：温対法に基づき小売電気事業者が算定した最新のもの

② 標準点の評価

標準点における二酸化炭素排出係数の基準値は事業者全体では 0.435kg-CO2/kWh以
下、調達電力では 0.342kg-CO2/kWh以下とする。なお、基準値は、国及び独立行政法人

等における環境配慮契約の実績、再生可能エネルギー電気の調達実績、地球温暖化対策計

画や政府実行計画及びエネルギー基本計画等の関連施策との整合を図りつつ、前年度の全

国の小売電気事業者の二酸化炭素排出係数、電源構成及びその推移、供給区域別の参入状

況等について点検・確認するとともに、有識者の意見等を踏まえ適切に設定 8するものとし、

本解説資料において示すこととする 9。

5 最新の「電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数の算出及び公表について」に基づき算定されたもの。
6 新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、温対法に基づき環境大臣及び経済産業大臣から排出係数

が公表されていない事業者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとす

る。
7 温対法に基づき算定される小売電気事業者の基礎排出係数及び調整後排出係数については例年 7 月頃と 12 月頃

の 2 回公表されている。7 月頃に公表される事業者全体の排出係数は前々年度のものである。他方、環境省が公表

する裾切り評価に使用する供給区域別の配点例（後述 p.24 参照）の作成に当たって参考とする調整後排出係数は、

12 月頃に公表される前年度のメニュー別排出係数、残差排出係数、及び小売電気事業者が温対法に基づき算定し

た排出係数であることから、裾切り方式の実施に当たっても、入札参加希望事業者に提出を求めるなど、可能な

限り最新の小売電気事業者が算定した調整後排出係数を使用するものとする。
8 X 年度の契約において使用する基準値は、原則として X-1 年度に有識者の意見等を踏まえ決定する。
9 2027（令和 9 年）度以降の基準値は全国の小売電気事業者の二酸化炭素排出係数等（小売電気事業者自らの公表

値を含む。）を踏まえ検討する。

年　　度
月

公表されている
排出係数注注１１

裾切り評価に用いる
排出係数の年度

12～～3月月 4～～6月月 7～～11月月 12～～3月月

(X-2)年年度度

事事業業者者全全体体確確定定値値等等

（（X-1））年年度度 X年年度度

(X-2)年年度度

メメニニュューー別別排排出出係係数数等等

(X-1)年年度度

メメニニュューー別別排排出出係係数数等等

(X-3)年年度度又又はは

(X-2)年年度度
注注２２ （（X-2））年年度度

(X-2)年年度度又又はは

(X-1)年年度度
注注２２
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とするが、具体的な評価項目は、以下のとおりとする。

① 標準点（最低限満たすべき評価項目）

表Ⅱ－2.1－1に示された 1～3の評価項目（2及び 3にあっては基準値）をすべて満たす

場合に 100 点を付与する。最低限満たすべき評価項目であることから、標準点 100 点を

得られない事業者は不合格となり契約できない。

表Ⅱ－2.1－1 総合評価落札方式における標準点の評価項目

標標準準点点のの評評価価項項目目  基基準準値値  

1 
電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素

排出係数の情報を開示
4
していること 

－  

2 事業者全体注又は調達電力の二酸化炭素排出係数 
事業者全体：0.435kg-CO2/kWh 以下 
調達電力 ：0.342kg-CO2/kWh 以下  

3 調達電力に占める再生可能エネルギー電気の割合 50%以上  

注：沖縄電力供給区域においては同供給区域内で供給された排出係数を使用するものとする。

② 加算点

表Ⅱ－2.1－2 に示されたア～キの項目について、それぞれの取組状況に応じて加算点を

計算し合計する。

加算点の満点は 50 点とする。また、ア～カの 6 つの評価項目については必須項目とし

て必ず評価することとし、 とするか否かを決めキについては調達者の判断により評価項目

るものとする。

なお、各評価項目の評価方法は「（２）評価項目の詳細」を参照されたい。

表Ⅱ－2.1－2 総合評価落札方式における加算点の評価項目

加加算算点点のの評評価価項項目目 配配点点注注１１

ア

必須

事業者全体注２の二酸化炭素排出係数 20 点

イ 調達電力に占める再生可能エネルギー電気の割合 10 点

ウ 再生可能エネルギーの導入状況 5 点

エ 未利用エネルギーの活用状況 5 点

オ 調達電力に占める追加性のある再生可能エネルギー電気の割合 5 点

カ 指定地域における持続的な再生可能エネルギー電気の創出・利用に向けた取組 5 点

キ 任意 ディマンド・リスポンスの取組 任意

注１：配点は加算点の標準的な例を示したもの。加算点の合計 50 点を変更しない限り、調達者の判断

により、キの任意の評価項目の採用を含め、配点・配分を決めることは差し支えない。

注２：沖縄電力供給区域においては同供給区域内で供給された排出係数を使用するものとする。

4 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」（最新版を参照）に示された電源構成等や非化石証書の使用状況の

算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事

業者であって、電源構成等の情報を開示していない者は、事業開始日から１年間に限って開示予定時期（事業開

始日から１年以内に限る。）を明示することにより、適切に開示したものとみなすこととする。
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表Ⅱ－2.1－4 再生可能エネルギーの導入状況及び調達電力の再生可能エネルギー電源の種

類及び非化石証書等との関係

※１：「再生可能エネルギーの導入状況」は事業者の評価項目であって、再エネ特措法施行規則に規定され

た電源（太陽光、風力、水力（30,000kW 未満。ただし、揚水発電を含まない。）、地熱及びバイオ

マス）が対象

※２：「再生可能エネルギー電気の調達」は国及び独立行政法人等が電気の供給を受ける契約によって調達

する再エネ電力（大型水力を含む）

※３：グリーンエネルギー証書（電力）及び J-クレジットについては調整後排出係数の算定に用いたもの

に限る（後述ウ①参照）

※４：トラッキング付の再エネ指定の非 FIT非化石証書のうち大型水力を除く

図Ⅱ－2.1－3 再生可能エネルギーの導入状況及び調達電力の再生可能エネルギー電源の種

類の包含関係

② 標準点の評価

電気の供給を受ける契約における調達電力に占める再生可能エネルギー電気の割合は、

標準点の基準値として、少なくとも 50%とする 10。政府実行計画に掲げられた目標の達成

に向けて各機関の判断により、必要に応じ、より高い割合を設定することは差し支えない。

なお、調達電力に占める再生可能エネルギー電気の割合は、政府実行計画に掲げられた

10 設定された再生可能エネルギー電気の割合で調達が困難な場合にあっては、当該地域における小売電気事業者

の再生可能エネルギー電気の供給状況等を踏まえ、適切に再生可能エネルギー電気の割合を設定の上、調達する

ものとする。

証証書書のの種種類類 相相対対取取引引

環環境境配配慮慮契契約約

  再再生生可可能能エエネネルルギギーー

  のの導導入入状状況況※※１１ ○○※※３３ ○○※※３３ ○○ ○○※※４４ ×× ○○

  再再生生可可能能エエネネルルギギーー

  電電気気のの調調達達※※２２ ○○ ○○ ○○ ○○ ×× ○○

ググリリーーンン
エエネネルルギギーー
((電電力力・・熱熱))

証証書書

J-ククレレジジッッ

トト((再再エエネネ
電電源源由由来来))

非非FIT

FIT 電電気気ととｾｾｯｯﾄﾄ
又又はは

ﾄﾄﾗﾗｯｯｷｷﾝﾝｸｸﾞ゙付付

再再エエネネ指指定定
ななしし

市市場場取取引引

再再エエネネ指指定定

調達電力の再エネ
 水力発電（3万kW以上。揚水発電を除く）
調達電力＝再エネ特措法の再エネ電源＋大型水力

再エネ導入状況（ ）の再エネ
再エネ特措法に定められた再エネ電源
 太陽光発電
 風力発電
 水力発電（3万kW未満。揚水発電を除く）
 地熱発電
 バイオマス発電

－8－

③ 加算点の評価（必須）

加算点においては、事業者全体の二酸化炭素排出係数を線形評価する。標準点の基準値

である 0.435kg-CO2/kWh を下回る場合は加点し、上回る場合は減点する。なお、

0.250kg-CO2/kWh以下は上限値を与える。

配点を 20 点とする場合の線形評価式及び評価点のグラフは以下のとおり。

【【線線形形評評価価式式及及びび評評価価点点ののググララフフ】】

加加算算点点アア：：  𝒚𝒚 = −𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒
𝟑𝟑𝟑𝟑

𝒙𝒙 + 𝟏𝟏𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑
𝟑𝟑𝟑𝟑

  (𝒙𝒙 ≥ 𝟒𝟒, 𝒙𝒙 < 𝟒𝟒. 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟒𝟒 → 𝒚𝒚 = 𝟐𝟐𝟒𝟒)

図Ⅱ－2.1－2 事業者全体の二酸化炭素排出係数に係る評価式及び評価図（加算点）

なお、線形評価に当たっては自動算定用のエクセルファイルを環境省のホームページに

掲載しているので参考にされたい（以下同じ）。

イ．調達電力に占める再生可能エネルギー電気の割合

① 調達する再生可能エネルギー電気の種類

各機関が調達する再生可能エネルギー電気の種類（再エネ特措法施行規則において規定

されている交付金の対象となる再生可能エネルギー電源及び出力 3 万 kW 以上の水力発電

（ただし、揚水発電を除く。以下「大型水力」という。）は、表Ⅱ－2.1－4 に示す電気と

証書等の組み合わせとする。また、調達電力における再生可能エネルギー電源と加算点の

評価項目である再生可能エネルギーの導入状況における再生可能エネルギー電源の関係は、

図Ⅱ－2.1－3 のとおりである。

y = 4000/37 x + 1740/37
（（x≧0, x＜0.250→y＝＝20））
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表Ⅱ－2.1－4 再生可能エネルギーの導入状況及び調達電力の再生可能エネルギー電源の種

類及び非化石証書等との関係

※１：「再生可能エネルギーの導入状況」は事業者の評価項目であって、再エネ特措法施行規則に規定され

た電源（太陽光、風力、水力（30,000kW 未満。ただし、揚水発電を含まない。）、地熱及びバイオ

マス）が対象

※２：「再生可能エネルギー電気の調達」は国及び独立行政法人等が電気の供給を受ける契約によって調達

する再エネ電力（大型水力を含む）

※３：グリーンエネルギー証書（電力）及び J-クレジットについては調整後排出係数の算定に用いたもの

に限る（後述ウ①参照）

※４：トラッキング付の再エネ指定の非 FIT非化石証書のうち大型水力を除く

図Ⅱ－2.1－3 再生可能エネルギーの導入状況及び調達電力の再生可能エネルギー電源の種

類の包含関係

② 標準点の評価

電気の供給を受ける契約における調達電力に占める再生可能エネルギー電気の割合は、

標準点の基準値として、少なくとも 50%とする 10。政府実行計画に掲げられた目標の達成

に向けて各機関の判断により、必要に応じ、より高い割合を設定することは差し支えない。

なお、調達電力に占める再生可能エネルギー電気の割合は、政府実行計画に掲げられた

10 設定された再生可能エネルギー電気の割合で調達が困難な場合にあっては、当該地域における小売電気事業者

の再生可能エネルギー電気の供給状況等を踏まえ、適切に再生可能エネルギー電気の割合を設定の上、調達する

ものとする。

証証書書のの種種類類 相相対対取取引引

環環境境配配慮慮契契約約

  再再生生可可能能エエネネルルギギーー

  のの導導入入状状況況※※１１ ○○※※３３ ○○※※３３ ○○ ○○※※４４ ×× ○○

  再再生生可可能能エエネネルルギギーー

  電電気気のの調調達達※※２２ ○○ ○○ ○○ ○○ ×× ○○

ググリリーーンン
エエネネルルギギーー
((電電力力・・熱熱))

証証書書

J-ククレレジジッッ

トト((再再エエネネ
電電源源由由来来))

非非FIT

FIT 電電気気ととｾｾｯｯﾄﾄ
又又はは

ﾄﾄﾗﾗｯｯｷｷﾝﾝｸｸﾞ゙付付

再再エエネネ指指定定
ななしし

市市場場取取引引

再再エエネネ指指定定

調達電力の再エネ
 水力発電（3万kW以上。揚水発電を除く）
調達電力＝再エネ特措法の再エネ電源＋大型水力

再エネ導入状況（ ）の再エネ
再エネ特措法に定められた再エネ電源
 太陽光発電
 風力発電
 水力発電（3万kW未満。揚水発電を除く）
 地熱発電
 バイオマス発電

－8－

③ 加算点の評価（必須）

加算点においては、事業者全体の二酸化炭素排出係数を線形評価する。標準点の基準値

である 0.435kg-CO2/kWh を下回る場合は加点し、上回る場合は減点する。なお、

0.250kg-CO2/kWh以下は上限値を与える。

配点を 20 点とする場合の線形評価式及び評価点のグラフは以下のとおり。

【【線線形形評評価価式式及及びび評評価価点点ののググララフフ】】

加加算算点点アア：：  𝒚𝒚 = −𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒
𝟑𝟑𝟑𝟑

𝒙𝒙 + 𝟏𝟏𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑
𝟑𝟑𝟑𝟑

  (𝒙𝒙 ≥ 𝟒𝟒, 𝒙𝒙 < 𝟒𝟒. 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟒𝟒 → 𝒚𝒚 = 𝟐𝟐𝟒𝟒)

図Ⅱ－2.1－2 事業者全体の二酸化炭素排出係数に係る評価式及び評価図（加算点）

なお、線形評価に当たっては自動算定用のエクセルファイルを環境省のホームページに

掲載しているので参考にされたい（以下同じ）。

イ．調達電力に占める再生可能エネルギー電気の割合

① 調達する再生可能エネルギー電気の種類

各機関が調達する再生可能エネルギー電気の種類（再エネ特措法施行規則において規定

されている交付金の対象となる再生可能エネルギー電源及び出力 3 万 kW 以上の水力発電

（ただし、揚水発電を除く。以下「大型水力」という。）は、表Ⅱ－2.1－4 に示す電気と

証書等の組み合わせとする。また、調達電力における再生可能エネルギー電源と加算点の

評価項目である再生可能エネルギーの導入状況における再生可能エネルギー電源の関係は、

図Ⅱ－2.1－3 のとおりである。

y = 4000/37 x + 1740/37
（（x≧0, x＜0.250→y＝＝20））
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国及び独立行政法人等が調達する電力における再生可能エネルギー電気及び非化石証書等

の関係は表Ⅱ－2.1－4を参照されたい。

また、加算点における再生可能エネルギーの導入状況に係る評価については、前年度の

全国の小売電気事業者の再生可能エネルギーの導入状況の実績及び推移等を踏まえ、継続

的かつ適切に引き上げるものとする。

（算定方式） 

前年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) ＝
前年度の再生可能エネルギー電気の利用量（送電端）（①＋②＋③＋④＋⑤）( kWh )

×100
前年度の供給電力量（需要端）(kWh)

再生可能エネルギー導入状況とは、次の①から⑤に示した再生可能エネルギー電気の利用

量（kWh）を前年度の供給電力量（需要端）（kWh）で除した数値。ただし、①から⑤の

再生可能エネルギー電気の利用量は前年度に小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用

いたものに限る。 

①自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入した再

生可能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特定でき

る非 FIT 非化石証書の量（送電端（kWh））

②グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度
12
により所内消費分の電力に由来するもの

として認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー証

書（電力）
13
の量（kWh）

③J－クレジット制度
14
により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力

相当量（kWh）
④非化石価値取引市場

15
から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に

係る非化石証書の量（kWh）
⑤非化石価値取引市場から調達したトラッキング付非 FIT 非化石証書（再エネ指定）の量

（kWh）

② 加算点の評価（必須）

電気の供給を受ける契約における再生可能エネルギーの導入状況は、事業者全体の供給

電力量に占める再生可能エネルギー電気の導入割合を評価する。導入していれば加点する

こととし、15%を満点として線形評価する。

配点を 5 の線形評価式及び評価点のグラフは以下のとおり。点とする場合

【【線線形形評評価価式式及及びび評評価価点点ののググララフフ】】

加加算算点点ウウ：：  𝒚𝒚 = 𝟏𝟏
𝟑𝟑
𝒙𝒙  (𝟒𝟒 ≤ 𝒙𝒙 ≤ 𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒,𝒙𝒙 > 𝟏𝟏𝟐𝟐 → 𝒚𝒚 = 𝟐𝟐)

12 民間で取引されているグリーン電力・熱証書について、証書の CO2排出削減価値を国が認証することにより、

温対法に基づく算定・報告・公表制度における国内認証排出削減量等として活用できるようにするもの。
13 グリーン電力に由来するグリーンエネルギーCO2 削減相当量については、当該削減相当量として認証された自

家消費電力量（kWh）とする。
14 省エネルギー機器の導入や再生可能エネルギーの活用による CO2 等の排出削減量、適切な森林管理による CO2

等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度である。
15 非化石価値取引市場には「再エネ価値取引市場」と「高度化法義務達成市場」があり、FIT 非化石証書は「再

エネ価値取引市場」で、非 FIT 非化石証書は「高度化法義務達成市場」でそれぞれ取り引きされている。

－10－

2030 年度までに 60%以上とする目標達成に向けて、再生可能エネルギー電気の調達実績及

びその進捗状況並びに小売電気事業者の供給状況等を踏まえ、見直すこととし、適切な再

生可能エネルギー電気の割合を設定・提示するものとする。

③ 加算点の評価（必須）

加算点においては、標準点の基準値である 50%を上回る場合に加点し、100%を満点と

して線形評価する。

配点を 10 点とする場合の線形評価式及び評価点のグラフは以下のとおり。

【【線線形形評評価価式式及及びび評評価価点点ののググララフフ】】

加加算算点点イイ：：  𝒚𝒚 = 𝟏𝟏
𝟐𝟐
𝒙𝒙 − 𝟏𝟏𝟒𝟒  (𝟒𝟒≤ 𝒙𝒙 ≤ 𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒,𝒙𝒙 < 𝟐𝟐𝟒𝟒 → 𝒚𝒚 = 𝟒𝟒)

図Ⅱ－2.1－4 調達電力に占める再生可能エネルギー電気の割合に係る評価式及び評価図（加算点）

ウ．再生可能エネルギーの導入状況

① 評価対象の再生可能エネルギー電気の種類

化石燃料に代わる再生可能エネルギーの導入拡大の観点から、前年度の供給電力量（需

要端）に占める再生可能エネルギー電気 11の利用量の割合を使用する。算出方法は、以下

のとおりとする。なお、再生可能エネルギーの導入状況における再生可能エネルギー電気、

11 再生可能エネルギーの導入状況における評価対象の再生可能エネルギー電気は再エネ特措法施行規則において

規定されている交付金の対象となる再生可能エネルギー源を用いる発電設備（太陽光、風力、水力（30,000kW 未

満。ただし、揚水発電は含まない。）、地熱及びバイオマス）による電気を対象とする。

y = 1/5 x - 10
（（0≦x≦100, x＜50→y＝0））
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国及び独立行政法人等が調達する電力における再生可能エネルギー電気及び非化石証書等

の関係は表Ⅱ－2.1－4を参照されたい。

また、加算点における再生可能エネルギーの導入状況に係る評価については、前年度の

全国の小売電気事業者の再生可能エネルギーの導入状況の実績及び推移等を踏まえ、継続

的かつ適切に引き上げるものとする。

（算定方式） 

前年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) ＝
前年度の再生可能エネルギー電気の利用量（送電端）（①＋②＋③＋④＋⑤）( kWh )

×100
前年度の供給電力量（需要端）(kWh)

再生可能エネルギー導入状況とは、次の①から⑤に示した再生可能エネルギー電気の利用

量（kWh）を前年度の供給電力量（需要端）（kWh）で除した数値。ただし、①から⑤の

再生可能エネルギー電気の利用量は前年度に小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用

いたものに限る。 

①自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入した再

生可能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特定でき

る非 FIT 非化石証書の量（送電端（kWh））

②グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度
12
により所内消費分の電力に由来するもの

として認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー証

書（電力）
13
の量（kWh）

③J－クレジット制度
14
により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力

相当量（kWh）
④非化石価値取引市場

15
から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に

係る非化石証書の量（kWh）
⑤非化石価値取引市場から調達したトラッキング付非 FIT 非化石証書（再エネ指定）の量

（kWh）

② 加算点の評価（必須）

電気の供給を受ける契約における再生可能エネルギーの導入状況は、事業者全体の供給

電力量に占める再生可能エネルギー電気の導入割合を評価する。導入していれば加点する

こととし、15%を満点として線形評価する。

配点を 5 の線形評価式及び評価点のグラフは以下のとおり。点とする場合

【【線線形形評評価価式式及及びび評評価価点点ののググララフフ】】

加加算算点点ウウ：：  𝒚𝒚 = 𝟏𝟏
𝟑𝟑
𝒙𝒙  (𝟒𝟒 ≤ 𝒙𝒙 ≤ 𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒,𝒙𝒙 > 𝟏𝟏𝟐𝟐 → 𝒚𝒚 = 𝟐𝟐)

12 民間で取引されているグリーン電力・熱証書について、証書の CO2 排出削減価値を国が認証することにより、

温対法に基づく算定・報告・公表制度における国内認証排出削減量等として活用できるようにするもの。
13 グリーン電力に由来するグリーンエネルギーCO2 削減相当量については、当該削減相当量として認証された自

家消費電力量（kWh）とする。
14 省エネルギー機器の導入や再生可能エネルギーの活用による CO2 等の排出削減量、適切な森林管理による CO2

等の吸収量を「クレジット」として国が認証する制度である。
15 非化石価値取引市場には「再エネ価値取引市場」と「高度化法義務達成市場」があり、FIT 非化石証書は「再

エネ価値取引市場」で、非 FIT 非化石証書は「高度化法義務達成市場」でそれぞれ取り引きされている。

－10－

2030 年度までに 60%以上とする目標達成に向けて、再生可能エネルギー電気の調達実績及

びその進捗状況並びに小売電気事業者の供給状況等を踏まえ、見直すこととし、適切な再

生可能エネルギー電気の割合を設定・提示するものとする。

③ 加算点の評価（必須）

加算点においては、標準点の基準値である 50%を上回る場合に加点し、100%を満点と

して線形評価する。

配点を 10 点とする場合の線形評価式及び評価点のグラフは以下のとおり。

【【線線形形評評価価式式及及びび評評価価点点ののググララフフ】】

加加算算点点イイ：：  𝒚𝒚 = 𝟏𝟏
𝟐𝟐
𝒙𝒙 − 𝟏𝟏𝟒𝟒  (𝟒𝟒≤ 𝒙𝒙 ≤ 𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒,𝒙𝒙 < 𝟐𝟐𝟒𝟒 → 𝒚𝒚 = 𝟒𝟒)

図Ⅱ－2.1－4 調達電力に占める再生可能エネルギー電気の割合に係る評価式及び評価図（加算点）

ウ．再生可能エネルギーの導入状況

① 評価対象の再生可能エネルギー電気の種類

化石燃料に代わる再生可能エネルギーの導入拡大の観点から、前年度の供給電力量（需

要端）に占める再生可能エネルギー電気 11の利用量の割合を使用する。算出方法は、以下

のとおりとする。なお、再生可能エネルギーの導入状況における再生可能エネルギー電気、

11 再生可能エネルギーの導入状況における評価対象の再生可能エネルギー電気は再エネ特措法施行規則において

規定されている交付金の対象となる再生可能エネルギー源を用いる発電設備（太陽光、風力、水力（30,000kW 未

満。ただし、揚水発電は含まない。）、地熱及びバイオマス）による電気を対象とする。

y = 1/5 x - 10
（（0≦x≦100, x＜50→y＝0））

0

2

4

6

8

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

（点）

（%）50

－ 11 －



－13－

①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃

焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。 

②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに

該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当

しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分

を未利用エネルギーによる発電分とする。 

② 加算点の評価（必須）

電気の供給を受ける契約における未利用エネルギーの活用状況は、事業者全体の供給電

力量に占める未利用エネルギーの活用割合を評価する。活用していれば加点することとし、

2%を満点として線形評価する。

配点を 5 の線形評価式及び評価点のグラフは以下のとおり。点とする場合

【【線線形形評評価価式式及及びび評評価価点点ののググララフフ】】

加加算算点点エエ：：  𝒚𝒚 = 𝟐𝟐
𝟐𝟐
𝒙𝒙  (𝟒𝟒 ≤ 𝒙𝒙 ≤ 𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒,𝒙𝒙 > 𝟐𝟐 → 𝒚𝒚 = 𝟐𝟐)

図Ⅱ－2.1－6 未利用エネルギーの活用状況に係る評価式及び評価図（加算点）

オ．調達電力に占める追加性のある再生可能エネルギー電気の割合

① 追加性のある再生可能エネルギー電気の要件

各機関が調達する再生可能エネルギー電気の種類は、表Ⅱ－2.1－4 に示す電気と証書等

の組み合わせとする。追加性の要件としては、RE100 技術要件を参照して、運転開始日又

はリパワリング日が 15 年以内である再生可能エネルギー電気を対象とする。

y = 5/2 x
（（0≦x≦100, x＞2→y＝5））

0

1

2

3

4

5

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

（点）

（%）

－12－

図Ⅱ－2.1－5 再生可能エネルギーの導入状況に係る評価式及び評価図（加算点）

エ．未利用エネルギー16の活用状況

① 評価対象の未利用エネルギー

未利用エネルギーの有効活用の観点 17から、前年度における未利用エネルギーの活用比

率を使用する。算出方法は、以下のとおりとする。

前年度の未利用エネルギーによる発電電力量（送電端）（kWh）を前年度の供給電力量（需

要端）（kWh）で除した数値 

（算定方式） 

前年度の未利用エネルギーの活用状況(%) ＝
前年度の未利用エネルギーによる発電電力量（送電端）(kWh)

×100
前年度の供給電力量（需要端）(kWh)

未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しな

いものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。 

16 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー（他社電力購入に係る活用分を含む。（ただし、

インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。））をいう。

①工場等の廃熱又は排圧

②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱（再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成 23 年法律

第 108 号。以下「再エネ特措法」という。）第 2 条第 3 項において定める再生可能エネルギー源に該当する

ものを除く。）

③高炉ガス又は副生ガス
17 未利用エネルギーの活用に当たっては、発電への利用とともに、熱エネルギーとしての有効利用についても検

討することが望ましい。

y = 1/3 x
（（0≦x≦100, x＞15→y＝5））
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①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃

焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。 

②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに

該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当

しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分

を未利用エネルギーによる発電分とする。 

② 加算点の評価（必須）

電気の供給を受ける契約における未利用エネルギーの活用状況は、事業者全体の供給電

力量に占める未利用エネルギーの活用割合を評価する。活用していれば加点することとし、

2%を満点として線形評価する。

配点を 5 の線形評価式及び評価点のグラフは以下のとおり。点とする場合

【【線線形形評評価価式式及及びび評評価価点点ののググララフフ】】

加加算算点点エエ：：  𝒚𝒚 = 𝟐𝟐
𝟐𝟐
𝒙𝒙  (𝟒𝟒 ≤ 𝒙𝒙 ≤ 𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒,𝒙𝒙 > 𝟐𝟐 → 𝒚𝒚 = 𝟐𝟐)

図Ⅱ－2.1－6 未利用エネルギーの活用状況に係る評価式及び評価図（加算点）

オ．調達電力に占める追加性のある再生可能エネルギー電気の割合

① 追加性のある再生可能エネルギー電気の要件

各機関が調達する再生可能エネルギー電気の種類は、表Ⅱ－2.1－4 に示す電気と証書等

の組み合わせとする。追加性の要件としては、RE100 技術要件を参照して、運転開始日又

はリパワリング日が 15 年以内である再生可能エネルギー電気を対象とする。

y = 5/2 x
（（0≦x≦100, x＞2→y＝5））
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図Ⅱ－2.1－5 再生可能エネルギーの導入状況に係る評価式及び評価図（加算点）

エ．未利用エネルギー16の活用状況

① 評価対象の未利用エネルギー

未利用エネルギーの有効活用の観点 17から、前年度における未利用エネルギーの活用比

率を使用する。算出方法は、以下のとおりとする。

前年度の未利用エネルギーによる発電電力量（送電端）（kWh）を前年度の供給電力量（需

要端）（kWh）で除した数値 

（算定方式） 

前年度の未利用エネルギーの活用状況(%) ＝
前年度の未利用エネルギーによる発電電力量（送電端）(kWh)

×100
前年度の供給電力量（需要端）(kWh)

未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しな

いものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。 

16 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー（他社電力購入に係る活用分を含む。（ただし、

インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。））をいう。

①工場等の廃熱又は排圧

②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱（再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成 23 年法律

第 108 号。以下「再エネ特措法」という。）第 2 条第 3 項において定める再生可能エネルギー源に該当する

ものを除く。）

③高炉ガス又は副生ガス
17 未利用エネルギーの活用に当たっては、発電への利用とともに、熱エネルギーとしての有効利用についても検

討することが望ましい。

y = 1/3 x
（（0≦x≦100, x＞15→y＝5））
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地域脱炭素化促進事業制度は、温対法に基づき、地域の合意形成を図りつつ、環境に適

正に配慮し、地域に貢献する、地域共生型の再エネ事業の推進を目的に創設された制度で

あり、国や都道府県が定める環境配慮の基準に基づき、市町村が、再エネ促進区域や再エ

ネ事業に求める環境保全・地域貢献の取組を自らの地方公共団体実行計画に位置づけ、適

合する事業計画を認定する仕組みである。促進区域や認定された事業で発電された電力を

供給していること等が評価の例としてあげられる。

また、地域における再エネ発電設備を最大限に活用することを目的に、卒 FIT 電力の買

取価格を評価することが考えられる。

指定地域の設定に当たっては、再生可能エネルギー電気の地産地消を推進するため、施

設が所在する地域を設定することが考えられるが、再生可能エネルギーの調達を目的とし

た協定を結んでいる場合、その協定先を指定地域として設定することも考えられる。

② 加算点の評価（必須）

指定地域における持続的な再生可能エネルギー電気の創出・利用に向けた取組の評価方

法は、調達者の判断により加点の要件を設定・評価する。

以下に卒 FIT 電力の買取価格の評価について評価方法を示す。卒 FIT 電力の買取につい

ては、1kWh当たり 7 円以上の買取価格を評価する。7 円以上で買い取っていれば加点す

ることとし、12 円を満点として線形評価する。

配点を 5 の線形評価式及び評価点のグラフは以下のとおり。点とする場合

【【線線形形評評価価式式及及びび評評価価点点ののググララフフ】】

加加算算点点カカ：：  𝒚𝒚 = 𝒙𝒙 − 𝟑𝟑  (𝒙𝒙≥ 𝟒𝟒,𝒙𝒙 < 𝟑𝟑 → 𝒚𝒚 = 𝟒𝟒,𝒙𝒙 > 𝟏𝟏𝟐𝟐 → 𝒚𝒚 = 𝟐𝟐)

図Ⅱ－2.1－8 卒 FIT 電力の買取価格に係る評価式及び評価図（加算点）

y = x - 7
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② 加算点の評価（必須）

電気の供給を受ける契約における追加性のある再生可能エネルギー電気の評価方法は、

調達電力に対して追加性のある再生可能エネルギー電気を 35%以上供給していれば加点

することとし、100%を満点として線形評価する。

配点を 5 の線形評価式及び評価点のグラフは以下のとおり。点とする場合

【【線線形形評評価価式式及及びび評評価価点点ののググララフフ】】

加加算算点点オオ：：  𝒚𝒚 = 𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟑𝟑
𝒙𝒙 − 𝟑𝟑𝟐𝟐

𝟏𝟏𝟑𝟑
  (𝟒𝟒 ≤ 𝒙𝒙 ≤ 𝟏𝟏𝟒𝟒𝟒𝟒,𝒙𝒙 < 𝟑𝟑𝟐𝟐 → 𝒚𝒚 = 𝟒𝟒)

図Ⅱ－2.1－7 追加性のある再生可能エネルギー電気に係る評価式及び評価図（加算点）

カ．指定地域における持続的な再生可能エネルギー電気の創出・利用に向けた取組

① 指定地域における持続的な再生可能エネルギー電気の創出・利用に向けた取組例について

地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する取組を評価することを大枠の

方向性とし、調達者の判断により指定地域及び評価内容の設定が可能である。

具体的な評価内容の例としては、

 指定地域において発電された再エネ電力を供給していること

 「地域脱炭素化促進事業制度」において誘致された地域に役立つ再エネ事業で発電

された電力を供給していること

 指定地域における卒 FIT 電力の買取を行っていること

 再エネに関する連携協定先の電力を供給していること

などが考えられる。

y = 1/13 x - 35/13
（（0≦x≦100, x＜35→y＝0））
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地域脱炭素化促進事業制度は、温対法に基づき、地域の合意形成を図りつつ、環境に適

正に配慮し、地域に貢献する、地域共生型の再エネ事業の推進を目的に創設された制度で

あり、国や都道府県が定める環境配慮の基準に基づき、市町村が、再エネ促進区域や再エ

ネ事業に求める環境保全・地域貢献の取組を自らの地方公共団体実行計画に位置づけ、適

合する事業計画を認定する仕組みである。促進区域や認定された事業で発電された電力を

供給していること等が評価の例としてあげられる。

また、地域における再エネ発電設備を最大限に活用することを目的に、卒 FIT 電力の買

取価格を評価することが考えられる。

指定地域の設定に当たっては、再生可能エネルギー電気の地産地消を推進するため、施

設が所在する地域を設定することが考えられるが、再生可能エネルギーの調達を目的とし

た協定を結んでいる場合、その協定先を指定地域として設定することも考えられる。

② 加算点の評価（必須）

指定地域における持続的な再生可能エネルギー電気の創出・利用に向けた取組の評価方

法は、調達者の判断により加点の要件を設定・評価する。
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図Ⅱ－2.1－8 卒 FIT 電力の買取価格に係る評価式及び評価図（加算点）
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図Ⅱ－2.1－7 追加性のある再生可能エネルギー電気に係る評価式及び評価図（加算点）
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（３）評価値の算定例について

以下に、電気を調達する場合の具体的な評価値の算定例を示す。配点は各項目で示した数

値を設定している。なお、各事業者の評価値は算定例を示すための仮定である。

表Ⅱ－2.1－5に示した電気の調達例の評価値の計算式は以下のとおり。なお、事業者 A～E
はすべて標準点の要件を満たしているものとする。

表Ⅱ－2.1－5 総合評価落札方式による電気の供給を受ける契約の評価値の算定例

また、線形評価式を含め、評価値の算定については環境省のホームページで提供する自動

算定ツールで計算可能である。

◇事業者 A
・標準点：100 点

・加算点：以下の合計（20＋10＋5＋0＋2.69＋0＝）37.69 点

事業者全体の CO2 排出係数：20 点（0.250 以下は満点）

調達電力に占める再エネ割合：（0.2×100-10 =）10 点

再エネ導入率：（0.3333×25 =）8.33 点⇒満点 5 点付与

未利用エネルギー活用状況：（2.5×0）= 0 点

追加性のある再エネの評価：（0.0769×70-2.6923＝）2.69 点

指定地域における再エネの創出・利用に向けた取組：取組なし⇒0点
・得 点：100 点＋37.69 点＝137.69 点

・評価値：137.69 点／27,273,000 円×1,000＝0.005049

◇事業者 B
・標準点：100 点

・加算点：以下の合計（7.57＋6＋5＋1＋1.92＋5＝）26.49 点

－16－

キ．ディマンド・リスポンスの取組（任意）

① ディマンド・リスポンスの取組について

小売電気事業者がディマンド・リスポンス（DR）に取り組む意義は、需要側の柔軟性を

活用し、脱炭素化と再エネ導入拡大を後押しすることにある。ピーク需要を抑えることで

火力発電の稼働を減らし、温室効果ガスの排出削減に直結する。また、需要を時間的にシ

フトすることで太陽光・風力など変動型再エネの出力と需要を調和させ、再エネの有効活

用と調整力の確保が可能となる。これにより新たな化石燃料設備の増設を抑えつつ、安定

供給とコスト抑制を両立できる。小売事業者にとっても、環境価値や再エネ利用拡大を提

供する重要な手段となるものである。

② 加算点の評価（任意）

電気の供給を受ける契約におけるディマンド・リスポンスの取組に係る評価は、加点項

目であって、調達者の判断により加点の条件を設定し評価する任意の項目である。

以下に小売電気事業者の電気料金型やインセンティブ型をはじめとしたディマンド・リ

スポンスの取組を具体的に例示するので、ディマンド・リスポンスの取組を評価する場合

の参考とされたい。

 下げ DR（ピーク時節電）に関する加点例

 需給ひっ迫時のインセンティブ型 DR を常設、高圧需要家向けの報酬付き節電

プログラムの運用など

 上げ DR（再エネ余剰吸収・ピークシフト）に関する加点例

 再エネ出力抑制時間帯に合わせた「上げ DR メニュー」、季節キャンペーン型

の需要前倒し（先冷/先充電等）など

 アプリ/見える化/スマートメーター連動に関する加点例

 アプリによる節電ナッジ＋ポイント付与、スマートメーター・マイページのア

ラート機能（当日/直前プッシュ）など

 IoT 機器の遠隔制御（機器制御型 DR）に関する加点例

 通信機能付きヒートポンプ給湯機/蓄電池の事前同意に基づく遠隔制御、EV 充

電の時間帯別制御/課金（オプトイン方式）など

 料金メニュー（価格シグナル）に関する加点例

 季節別・時間帯別・曜日別の料金設計、市場連動型（JEPX連動等）プラン、ネ

ガワット取引など

 アグリゲーション/VPP・市場連携に関する加点例

 アグリゲーターとして容量市場の発動指令電源を保有/運用、需給調整市場（一

次/三次①等）・調整力市場 I’への DR 供出、VPP（仮想発電所）の構築・実

証及び運用など

 地域エネルギー×DR（マイクログリッド等）に関する加点例

 地区 EMS と連携した DR オペレーションなど
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追加性のある再エネの評価：（0.0769×55-2.6923＝）1.54 点

指定地域における再エネの創出・利用に向けた取組：（1×10-7＝）3 点

・得点：100 点＋2.08 点＝103.20 点

・評価値：103.20 点／20,949,000 円×1,000＝0.004926

－18－

事業者全体の CO2 排出係数：（-108.11×0.365+47.027＝）7.57 点

調達電力に占める再エネ割合：（0.2×80-10 =） 6 点

再エネ導入率※：（0.3333×18=）5点
未利用エネルギー活用状況：（2.5×0.4=）1点
追加性のある再エネの評価：（0.0769×60-2.6923＝）1.92 点

指定地域における再エネの創出・利用に向けた取組：（1×12-7＝）5 点

・得 点：100 点＋26.49 点＝126.49 点

・評価値：126.49 点／25,332,000 円×1,000＝0.004993

◇事業者 C
・標準点：100 点

・加算点：以下の合計（-2.92＋7＋4＋1.75＋2.31＋5＝）17.14 点

事業者全体の CO2 排出係数：（-108.11×0.462+47.027＝）-2.92 点

調達電力に占める再エネ割合：（0.2×85-10 =） 7 点

再エネ導入率：（0.3333×12 =）4 点

未利用エネルギー活用状況：（2.5×0.7=）1.75 点

追加性のある再エネの評価：（0.0769×65-2.6923＝）2.31 点

指定地域における再エネの創出・利用に向けた取組：（1×13-7＝）6 点⇒満点 5点付与

・得 点：100 点＋17.14 点＝117.14 点

・評価値：117.14 点／24,697,000 円×1,000＝0.004743

◇事業者 D
・標準点：100 点

・加算点：以下の合計（0.54＋1＋5＋1.25＋0.38＋0＝）8.17 点

事業者全体の CO2 排出係数：（-108.11×0.430+47.027＝）0.54 点

調達電力に占める再エネ割合：（0.2×55-10 =） 1 点

再エネ導入率：（0.3333×15 =）5 点

未利用エネルギー活用状況：（2.5×0.5=）1.25 点

追加性のある再エネの評価：（0.0769×40-2.6923＝）0.38 点

指定地域における再エネの創出・利用に向けた取組：取組なし⇒0点
・得 点：100 点＋8.17 点＝108.17 点

・評価値：108.17 点／23,151,000 円×1,000＝0.004672

◇事業者 E
・標準点：100 点

・加算点：以下の合計（-9.51＋6＋1.67＋0.50＋1.54＋3＝）3.20 点

事業者全体の CO2 排出係数：（-108.11×0.523+47.027＝）-9.51 点

調達電力に占める再エネ割合：（0.2×80-10 =） 6 点

再エネ導入率※：（0.3333×5 =）1.67 点

未利用エネルギー活用状況：（2.5×0.2=）0.50 点
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調達電力に占める再エネ割合：（0.2×80-10 =） 6 点

再エネ導入率※：（0.3333×5 =）1.67 点

未利用エネルギー活用状況：（2.5×0.2=）0.50 点
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図Ⅱ－2.2－1 総合評価落札方式に係る入札手続

予定価格の作成

評価項目資料・適合証明等の提出

合否の通知

入札参加要件、評価項目・基準等の設定

仕様書の作成

契約

入札実施に必要な事項の調整

入札公告

評価項目等の評価・審査

入札

開札（落札者決定）
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２．契約方法等について

２２－－１１  契契約約のの対対象象

当該地域において、電気の供給が可能な小売電気事業者が 3 社以上存在する場合に、本契

約方式を適用することとする。

２２－－２２  評評価価項項目目・・評評価価基基準準

総合評価落札方式の電気の供給を受ける契約に係る評価項目及び評価基準（要求要件）、

標準的な配点等については、環境省のホームページにおいて公表することから、適宜参考に

されたい。なお、標準点及び加算点の基準に関する証明書類等の提出方法等については、入

札公告及び入札説明書の中で必要事項を記載する。

２２－－３３  標標準準的的なな手手続続ととススケケジジュューールル

電気の供給を受ける契約において総合評価落札方式を適用する場合の標準的な流れは、図

Ⅱ－2.2－1 のとおりである。

入札公告から評価項目・適合証明等の提出までは、評価項目・適合照明等を準備・作成す

るために必要十分な期間を確保する。また、評価項目・適合証明等を受領後、提出書類の内

容の確認、評価項目の評価・審査を行い提出者に対して、合否判定結果を通知する。

合格者が入札参加資格を得ることとなり、合格者によって入札及び開札を実施し、落札者

を決定することとなる。

なお、図Ⅱ－2.2－1 に示した流れでは、評価項目等の評価・審査後に合格者による入札の

実施としているが、評価項目資料・適合証明等の書類提出と併せて価格の提案を行う場合も

ある。
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３．その他

調達者は、前項までの事項を踏まえ、電気の供給を受ける契約における公正な競争の確保

の観点を踏まえつつ、以下の点に留意しながら契約業務を行うものとする。

 調達を通じて脱炭素化の進展や再エネ電源の普及促進に寄与する市場インセン

ティブを形成し、小売電気事業者の環境配慮行動を評価基準によって適切に誘

導するよう努める。

 電力市場の変動や供給継続性のリスクに備えるため、必要に応じ、燃料費調整の

考え方や単価見直しルールを契約条件として明確化することも重要である。
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